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○裁判所法

（昭和22年4月16日公布法律第59号） （抄）

第二十七条 （判事補の職権の制限） 判事補は、他の法律に特別の定のある場

合を除いて、一人で裁判をすることができない。

②判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長と．なることができな

い。

第二十八条 （裁判官の職務の代行） 地方裁判所において裁判事務の取扱上さ

し迫った必要があるときは、その所在地を管轄する高等裁判所は、その管轄

区域内の他の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地

方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

②前項の規定により当該地方裁判所のさし迫った必要をみたすことができない

特別の事情があるときは、最高裁判所は、その地方裁判所の所在地を管轄する高

等裁判所以外の高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所､家庭裁判所又はその高等

裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

第二十九条 （司法行政事務） 最高裁判所は、各地方裁判所の判事のうち一人

に各地方裁判所長を命ずる。

②各地方裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の識によるものとし《

各地方裁判所長が、 これを総括する。

③各地方裁判所の裁判官会議は、その全員の判事でこれを組織し、 ･各地方裁判

所長が、その議長となる。

第四編裁判所の職員及.び司法修習生

第一章裁判官

第三十九条 （最高裁判所の裁判官の任免） 最高裁判所長官は、内閣の指名に

基いて、天皇がこれを任命する‘

②最高裁判所判事は、内閣でこれを任命する。

③最高裁判所判事の任免は、天皇がこれを認証する。

④最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命は、国民の審査に関する法律の定

めるところにより国民の審査に付される。

第四十条 （下級裁判所の裁判官の任免） 高等裁判所長官、判事、判事補及び

○

○
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簡易裁判所判事は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命

する。

②高等裁判所長官の任免は、天皇がこれを認証する。

③第一項の裁判官は、その官に任命された日から十年を経過したときは、その

任期を終えるものとし、再任されること‘ができる。

第四十一条 （最高裁判所の裁判官の任命資格） 最高裁判所の裁判官は、職見

の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者の中からこれを任命し、その･う

ち少くとも十人は、十年以上第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に

在った者又は左の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在ってその年数を

通算して二十年以上になる者でなければならない。

一高等裁判所長官

’二判事

三簡易裁判所判事

四検察官．

五弁護壬

六別に法律で定める大学の法律学の教授又は助教授

②五年以上前項第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在った者又は十

年以上同項第一号から第六号までに掲げる職の－若しくは二以上に在った者が

判事補、裁判所調査官、最高裁判所事務総長、裁判所事務官、司法研修所教官、

裁判所職員総合研修所教官、法務省の事務次官、法務事務官又は法務教官の

職に在ったときは、その在職は、同項の規定の適用については、 これを同項

第三号から第六号までに掲げる職の在職とみなす。

③前二項の規定の適用について．は、第一項第三号乃至第五号及び前項に掲げる

職に在った年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に

在った年数とする。

④三年以上第一項第六号の大学の法律学の教授又は助教授の職に在った者が簡

易裁判所判事、 ・検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、その簡易裁判

所判事、検察官（副検事を除く。 ）又は弁護士の職に在った年数については、

前項の規定は、 これを適用しない。 L..

第四千二条 （高等裁判所長官及び判事の任命資格） 高等裁判所長官及び判事

6
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は､次の各号に掲げる職の一又は二以上に在ってその年数を通算して十年以上に

．なる者の中からこれを任命する。

一判事補

二簡易裁判所判事

三検察官

四弁護士

五裁判所鯛査官、司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官

六前条第一項第六号の大学の法律学の教授又は助教授

②前項の規定の適用については、三年以上同項各号に掲げる職の一又は二以上

に在った者が裁判所事務官、法務事務官又は法務教官の職に在ったときは、

その在職は、 これを同項各号に掲げる職の在職とみなす。

③前二項の規定の適用については、第一項第二号乃至第五号及び前項に掲げる

職に在った年数は、 ･司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に

在った年数とする。

④三年以上前条第一項第六号の大学の法律学の教授又は助教授の職に在った者

が簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、その簡易裁

判所判事、検察官（副検事を除く。 ）又は弁護士の職に在った年数につ．いては、

・前項の規定は、 これを適用しない。司法修習生の修習を終えないで簡易裁判

所判事又は検察官に任命された者の第六十六条の試験に合格した後の簡易

裁判所判事、検察官（副検事を除く。 ）又は弁護士の職に在った年数につい

ても、同様とする。

第四十三条 ． （判事補の任.命資格） 判事補は、司法修習生の修習を終えた者の

中からこれを任命する。

第四十四条 （簡易裁判所判事の任命資格） 簡易裁判所判事は、高等裁判所長

官若しくは判事の職に在った者又は次の各号に掲げる職の一若しくは二以上に

在ってその年数を通算して三年以上になる者の中からこれを任命する。

一判事補

二検察官

三弁護士

四裁判所調査官､裁判所事務官、司法研修所教官､裁判所職員総合研修所教官、

○
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法務事務官又は法務教官

五第四千一条第一項第六号の大学の法律学の教授又は助教･授

②前項の規定の適用については、同項第二号乃至第四号に掲げる職に在った年

数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在った年数と

する。

③司法修習生の修習を終えないで検察官に任命された者の第六十六条の試験に

合格した後の検察官（副検事を除く。 ）又は弁護士の職に在った年数について

は、前項の規定は、 これを適用しない。

第四十五条 （簡易裁判所判事の選考任命） 多年司法事務にたずさわり、その

他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者は､前条第一項に掲げる者に

該当しないときでも、簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て、簡易裁判所判事

に任命されることができる。

②簡易裁判所判事選考委員会に関する規程は、最高裁判所がこれを定める。

第四十六条 （任命の欠格事由） 他の法律の定めるところにより一般の官吏に

任命されることができない者の外、左の各号の一に該当する者は、これを裁判官

に任命するこどができない。 、

一禁銅以上の刑に処せられた者

二弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

第四十七条 （補職） I下級裁判所の裁判官の職は、最高裁判所がこれを補する。

第四十八条 （身分の保障） 裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律

による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執る

ことができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、

転所、職務の停止又は報酬の減額をされることばない。

第四十九条 （懲戒） 裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、

又は品位を辱める行状があったときは、別に法律で定めるところにより裁判

によって懲戒される。

第五十条 （定年） 最高裁判所の裁判官は、年齢七十年、高等裁判所、地方裁

判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢六十五年、簡易裁判所の裁判官は、年齢七

十年に達した時に退官する。

第五十一条 （報酬） 裁判官の受ける報酬については、別に法律でこれを定め

○
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る。

第五十二条 （政治運動等の禁止)・ 裁判官は、在任中、左の行為をすることが

できない。

一国会若しくは地方公共団体の藤会の議員となり、又は積極的に政治運動をす

ること。

二最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事する

こと。

三商業を営み、 ､その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

第七十五条 （評議の秘密） 合議体でする裁判の評議は、 これを公行しない。

但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。

②評議は、裁判長が、 これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並び

に各裁判官の意見及びその多少の数については、 この法律に特別の定がない限

り、秘密を守らなければならない。

第八十条 （司法行政の監督） 司法行政の監督権は、左の各号の定めるとこ

ろ.によりこれを行う。

一最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督す

る。

二． 各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及び

その職員を監督する。

三各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及び

その職員を監督する。

四各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。

五第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外

の職員を監督する。

（原文は縦書き）

○
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最高裁人任E第410号

（人い－7） ・

平成4年4月28日

｝

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

高等裁判所長官
地方裁判所長
家庭裁判所長
最高裁判所事務総局局課長
司法研修所長
裁判所書記官研修長
家庭裁判所調査官研修所長
最高裁判所図書館長

0

○

最高裁判所事務総長千種秀夫

裁判所職員の赴任期間について（依命通達）

標記の期間について下記のとおり定めましたから， これによってください。

なお，所属の職員（地方裁判所にあっては，管轄区域内の簡易裁判所及び検察審

査会の職員を含む。 ）にこの旨を周知させてください。 ． ．

記

1 採用又は人事異動の発令を受けた裁判所職員の赴任期間は, ･その通知を受けた

日の翌日から起算して次の表に定める期間とする。ただし， この期間の最終日又

は最終日及びこれに引き続く日が裁判所の休日に関する法律（昭和63年法律第

93号）第1条第1項に規定する裁判所の休日にあたる場合の赴任期間は，その

・翌日までとする。

○

2 ．赴任期間内においても，できる限り速やかに着任するものとする。

3公務上の必要その他やむを得ない事由により赴任期間内に着任できない場合に

は,．あらかじめ，赴任期間の延長について，裁判所の長を命ぜられた者にあって

6

住居を移転する.とき 10日

住居を移転しないとき 5日



e

は当該裁判所の直近上級裁判所の長の承認を，その他の職を命ぜられた者にあっ

ては着任すべき裁判所（簡易裁判所及び検察審査会にあってば，その所在地を管

轄する地方裁判所)の長の承認を得るものとする。ただし，あらかじめ承認を得

ることができない正当な理由がある場合には，着任後直ちに承認を得るものとす
●

る。

付記．

この通達は，平成4年5月1日から実施する。

昭和53年1月28日付け最高裁人任E第68号事務総長依命通達「裁判所職

１
２

○ 員の赴任期間について」は，平成4年4月30日限り，廃止する。

1

○
ー

0

孝

『

7 ■

Ｆ

Ｆｏ
、
１



､

最高裁人任E第623号
‐

（人い－1）

平成16年5月31日

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

○
0

最高裁判所事務総局人事局長山崎敏充

裁判官に関する人事事務の資料の作成等について（依命通達）
0

裁判官に関する人事事務の資料の作成等について，下記のとおり定めましたから，

これによってください。

、 記

第1裁判官第一カード

1作成及び提出

裁判官人事の基礎資料とするため，新規に裁判官に任命された者（以下「新

任裁判官」という。 ）について，新任裁判官の本務庁（簡易裁判所である場合

には，その所在地を管轄する地方裁判所。以下同じ。 ）の長は，新任裁判官の

任命発令後速やかに，別紙様式第1の書面（以下「裁判官第一カード』 とい

う。 ）を1部作成し， 当該新任裁判官の押印を得た上，人事局長に提出する。

ただし，裁判官であった者が検事等に転官した後，裁判官に復帰した場合は，

裁判官第一カードの作成を要しない。 。

○

8



2写真の更新

以下の場合は，新任時に貼付された写真の更新のため，撮影から3箇月以内

の上半身名刺型の写真を速やかに提出する。

（1）判事補が判事に任命された場合

（2）判事又は簡易裁判所判事が再任された場合

（3）判事補が検事等に転官した後，判事として復帰した場合

2裁判官第二カード

1 作成及び提出

裁判官人事の参考資料とするため，毎年8月1日現在で在職する裁判官（高

等裁判所の長官を除く。 ）は，別紙様式第2の書面（以下「裁判官第二カー

ド」 という。 ）を1部作成し，以下のとおり提出する。

（1）高等裁判所，地方裁判所，家庭裁判所及び簡易裁判所に補職されている裁

判官（地方裁判所長，家庭裁判所長及び最高裁判所に勤務する者を除く。 ）

は，所属庁の長に提出する。

なお，簡易裁判所判事と兼任している判事又は判事補については，判事又

は判事補として補職されている所属庁の長に提出する。

(2)複数の裁判所に補職されている裁判官は，本務庁の長に提出する。ただし，

当該裁判官が主として兼務庁において職務を行ってい･る場合には，本務庁の

長と兼務庁の長の協議により，兼務庁の長を提出先とすることができる。兼

務庁の長を提出先に定めた場合には，兼務庁の長は，その旨を当該裁判官に

適宜の方法で通知する。

(3)補職されている裁判所（以下「補職庁」という。 ） と異なる裁判所の職務

を行う裁判官は，補職庁の長（複数の裁判所に補職されている裁判官につい

ては， (2)で定められた庁の長）に提出する。ただし，当該裁判官が主として

補職庁と異なる裁判所の裁判官の職務を行っている場合は，補職庁の長及び

職務代行を命じられている裁判所（以下「職務代行庁」という。 ）の長の協

第2

○

○

9



夕

1

議により， .職務代行庁の長を提出先とすることができる。職務代行庁の長を

提出先に定めた場合には，職務代行庁の長は，その旨を当該裁判官に適宜の

方法で通知する。

． （4） 地方裁判所長及び家庭裁判所長は，その所属する裁判所の所在地を管轄す

る高等裁判所の長官（以下「管轄高等裁判所の長官」という。 ）に提出する。

（5）最高裁判所事務総局の各局課に勤務する裁判官（局課長を除く。 ）は，そ

の勤務する局課の局課長に，最高裁判所の裁判所調査官（首席調査官を除

く｡ ）は，最高裁判所首席調査官に，最高裁判所の研修所に勤務する裁判官

（研修所長を除く。 ）は，その勤務する研修所の所長に，それぞれ提出する。

2任地及び担当事務の希望に対する意見の記入等

（1）地方裁判所長及び家庭裁判所長は， 1の(1)から(3)までにより提出された裁

判官第二カードに， 当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記

入し,管轄高等裁判所の長官に対し，その定める期日までに提出する。

（2） 高等裁判所の長官は， 1の(1)から(4)まで及び2の(1)により提出された裁判

官第二カー･ドに， 当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記入

′ した上，人事局長に対し，その定める期日までに提出するとともに，地方裁

判所長又は家庭裁判所長に2の(1)により提出された裁判官第二カードの写し

を送付する。

（3）最高裁判所事務総局の局課長，最高裁判所首席調査官及び最高裁判所の研

修所の所長は， 1の(5)により提出された裁判官第二カードに，当該裁判官の

任地及び担当事務の希望に対する意見を記入し，人事局長に対し，その定め

る期日までに提出する。

3裁判官第二カードの写しの保管，移管及び廃棄

別途定める。

付記

1 この通達は，平成16年6月1日から実施する。

○

U

10



2昭和53年3月17日付け最高裁人任E第159号人事局長通達

一ドの作成について」は,平成16年5月31日限り，廃止する。

｢裁判官力

付．記（平成24． 3． 1‘人任-E第000085号）

この通達は，平成24年4月1日から実施する。

付記（平成28． 9． 14人任第1487号）

この通達は，平成28年10月1日から実施する。

〃

I

●

0

(_）
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捌紙様式第1）

裁判官第一カード

○

○

12

ふりがな
● 0 期別

氏名

8

印

口男口女

旧氏名 ．（ 年月 日変更）

生年月日 年 月 日生

写真貼付

(縦6.5cm,横5cm)

｡ 9

年 月 日撮影

合

●

学
歴

学 校 名

大学大学院

大 学

高等学校

中学校

学部科名 修 学 の 別

年 月口修□ 年中退

年 月口卒口 年中退
■
■

年 月口卒口 年中退

年 月口卒ロ 年中退

試
験
・
選
考

名 称

口司法試験

口簡易裁判所判事選考

試験・選考の合格

年 月 日

年 月 日

司
法
修
習

任命 ＆

年 月 日

終了

年 月 日

任
命
等

種別

口判 事

口判 事 補

口簡易裁判所判事

口検 事

ロ弁 護 士
。

④

□

任命・登録

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

． 年 月 日

年 月 日

退官・登録取消

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月． 日

年 月 日

年 月 日

資
格
等

履修外国語

口英口独ロ仏

□その他（ ）

資格 。 検定等



(別紙様式第2－1）

匪罰匠亙］ 裁判官第・ 二カ ー ド

・ 〔判事用〕 平成 年8月’日現在

○

○

0

13
●

轟鐡

所属庁

①

0

（ 歳）
印 現

住

所

TEL

〔住宅の種別〕 口自宅口官舎ロ借家
〔自宅所在地〕

康
態
健
状
口良好

口病弱

病状

病歴

｛
雰
族
の
状
銅
躍
守

氏 名 生年月日 続柄 胤常･儲学年． 砿熊 そり&誰離綴軸(鵬脆則陥り帥1

次期異動における任地及び担当事務についての希望並びにその理由

1 任地について

口他の任地を希望する。 ．

口引き続き現任地を希望する。

ロ最高裁判所に一任する。

2他に転任する場合の任地希望について

(現任地を希望する場合も記入すること。 ）

口次の任地を希望するが固執しない。

□次の希望任地以外は不可。

第一希望地

第二希望地

第三希望地

ロ
ロ
●

一
一
』

一
一
■
一

一
一
一

』
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一

一

一

一
一
屯
一

一
一
一

一
【
一

3 転任希望の時期
■■■ー■■■ー■■■■■■ー■■■I■■■ー■■■■■■ーー一一一一一●

． （現任地を希望する場合も記入すること。 ）

4任地及び担当事務についての特別の希望

0

5短期海外出張について

口希望する口出張してもよい口希望しない

《

g e e

’

任地及び担当事務の希望に対する所長及び高裁長官の意見

所
長

◆ 凸

タ 白

裁判所長 ・ ・印

長
官 " ■

高等裁判所長官 印



(別紙様式第2－2）

雇罰「ー薊 裁．判 ,官第二カ ー ド
〔判事補用〕， 平成 年8月1日現在

○

0

0

隆鐵

所属庁

（ 歳）
印 現
住
所

TEL － －

〔住宅の種別〕 口自宅ロ官舎口借家
〔自宅所在地〕

健康

状態．

口良好

口病弱

病状

病歴

妻
捧
嫁
の
状
彌
殿
寺

氏 名 生年月日 続柄 勵蕊・戯学年 鱸鮒 その臆鯛騰講測別離R淵剛訓

吹期異動における任地及び担当事務についての希望並びにその理由

1 任地について

□他の任地を希望する。

ロ引き続き現任地を希望する。

口最高裁判所に一任する。

2 他に転任する場合の任地希望について

(現任地を希望する場合も記入すること。 ）

． □次の任地を希望するが固執しない。

口次の希望任地以外は不可。

第一希望地

第二希望地

・ 第三希望地

口
●
口

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
■
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一
●

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

3 転任希望の時期 卓二壱毛一一■■■ーーーーq■■ー■■■q■■ーーー一一■■■●

(現任地を希望する場合も記入すること。 ）

4任地及び担当事務についての特別の希望

5 外部経験等の希望について ‘ I

希望する経験してもよい希望しない

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

ー
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

０
一
一
一
一
一

口
ロ
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

事
庁
館

検
省
士
官
公

務
務
賎
政
外

訟
法
弁
行
在

ｅ

１
１
ｊ
ｌ
ｌ

ｌ
２
３
４
５

ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
(6) 法整傭支援 □ □一一4■■ｰｰ－－－ｰー'■■ー-ー 口

(7) 民間企業研修ロ ロ ロ

(8)海外留学 ロ ロ ロ

(9) その他 ロ ロ 1■■'■■ーーーー一一ー－－ｰーー 口

■ ■

任地及び担当事務の希望に対する所長及び高裁長官の意見

所
長

､ ■

●

4 ，

e Q ◆

裁判所長 ． ・印

長
官

● e

・ 高等裁判所長官 印



(別紙様式第2－3）

雇罰「一三薊 裁判官第二力－ ド

〔簡易裁判所判事用〕 平成 年8月1日現在

○

○

15

轟鐵

所属庁

●

□

（ 歳）
印 現
住
所

TEL － －

〔住宅の種別〕 口自宅口官舎ロ借家
〔自宅所在地〕

■ ●

健康

状態

口良好

口病弱

病状

､病歴

室
誕
庇
の
状
銅
澤
寺

氏 名 生年月日 続柄 #農'鴬学年 繊維 そり曲維雛棚鞭(鵬級淵馴融）

次期異動における任地及び担当事務についての･希望並びにその理由
9

1 任地について

□他の任地を希望する。

口引き続き現任地を希望する。

口最高裁判所に一任する。

､2他に転任する場合の任地希望について

(現任地を希望する場合も記入すること。 ）

口次の任地を希望するが固執しない。
口次の希望任地以外は不可。

第一希望地

第二希望地

第三希望地

ロ
●
口

一
』
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
卓
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
一

一
一
｛

3 ．転任希望の時期 ＝＝ 三二コ－q ■－－－－－－ーー1■■ー一一●

(現任地を希望する場合も記入すること。 ）

●Q

I

＝

◆

4任地及び担当事務についての特別の希望

任地及び担当事務の希望に対する所長及び高裁長官の意見

所

長

● ■

● ｡

、 ●
●

●

●

● ．

地方裁判所長 印

長
官

高等裁判所長官 印



（入る－20-A)
①

平成29年2月16日

高等裁判所事務局長殿

最高裁判所事務総局人事局任用課長板津正道

裁判官第一カード等の記載要領について（事務連絡）

裁判官第一カード，同第二カード及び同第三カード（以下「各カード」 とい

う｡）については，平成16年5月31日付け最高裁人任E第623号人事局長依

命通達「裁判官に関する人事事務の資料の作成等について｣及び同年3月26日付

け人任E第422号人事局長通達「裁判官の人事評価の実施等について」により作

成していただいているところですが，記載要領を別紙第1から第3のとおり作成し

ましたので，各カードの作成の参考とするよう所属の裁判官に周知してください。

なお,地方裁判所（所管の簡易裁判所を含む｡）及び家庭裁判所に対しては，貴

職から連絡してください。

○

○

ノ
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(別紙第1）

第一カード記載要領

1 パソコン又は手書きにより作成し，押印する。手書きで作成する場合は，黒

色又は青色のインク （容易に消えないもの）を用いて槽書で記入する。

2 □を設けてある事項については,該当する□を■のように塗りつぶし,又は,

□に「し」を付す。

3 「期別」欄

判事及び判事補は，期を算用数字で記載する(60期か.ら65期までの者は，

現行又は新の区別も記載する。 ） 。

4 「旧氏名」欄

氏名の変更があった者は，変更前の氏名及び変更日を記載する。

5 「学歴」欄

（1） 中学校以上の学歴を全て記載する。

（2） 中学校及び高等学校について，国立，都道府県立，市町村立，私立等

の別を記載する。

6 「任命等」欄

（1）判事，判事補又は簡易裁判所判事に任命された日を記載する。ただし，判

事又は判事補と同時に簡易裁判所判事に任命された者は，簡易裁判所判事に

任命された日を記載する必要はない。

（2） (1)の任命前に「種別」欄記載の他の官職等にあった者は，その「任命・登

録」及び「退官・登録取消」の日を記載する。

7 「資格・検定等」欄

自動車運転免許，外国語検定等について記載する。

8写真の貼付

撮影から3か月以内の上半身写真を貼付する。

○

0

●伊
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(別紙第2）

第二カード記載要領

1使用する様式については，本官の別に対応したものを使用する（簡易裁判所

判事と兼任する者は，判事又は判事補のものを使用する。 ） 。

2パソコン又は手書きにより作成する。手書きで作成する場合は，黒色又は青

色のインク （容易に消えないもの）を用いて楕書で記入する。

3 □を設けてある事項については，該当する□を■のように塗りつぶし，

又は，□に「し」を付す。

4期の記載

判事及び判事補は，左上部の所定の欄に期を算用数字で記載する．(60期か

ら65期までの者は，現行又は新の区別も記載する。 ） 。

5作成基準日

毎年8月1日を作成基準日とし，右上部の所定の箇所に記載する｡．

6 「氏名（年齢） 」欄

記名押印し， 5の作成基準日現在の年齢を記載する。

7 「現住所」欄

現住所地及び電話番号を上段に記載する。住宅の種別のうち， 自宅は， 自己

又は家族が所有する住居をいい，官舎は，裁判所宿舎及びその他の公務員宿舎

をいい，借家は， 自宅又は官舎以外のマンション・アパート等をいう。 ‐

なお，住宅の種別が自宅以外の者で別に自宅を有するものは，その所在地を

下段に記載する。

8 「所属庁」欄

本務庁名を記載する。ただし，判事又は判事補（簡易裁判所判事と兼任する

者を含む。 ）は，判事又は判事補としての本務庁とする。

最高裁判所に勤務する者については，所属する最高裁判所事務総局の局課名

又は研修所名を記載する（裁判所調査官は，単に「最高裁判所」 と記載す

○

○
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1

る。 ） 。

9 「健康状態」欄

「良好」は，普通の健康体の者をいう。

「病弱」は，身体虚弱で無理のできない者などをいう。

10 『病状病歴」欄

治療中の病名（通院，入院の別） ，既往症のうち主なもの及び病気以外の身

体上の故障を記載する。過去のものについては，いつごろのものかも併せて記

載する。

11 「家族の状況等」欄

家族の氏名，生年月日，続柄，職業・就学年及び健康状態（程度については

9を参照して記載する。 ）を記載し，その他家族関係特記事項（別居先及び別

居の理由）の項には別居している家族の居住地及び異動に影響するような家族

の健康状態その他の人事上参考となる家族の事情を記載する。

12 「次期異動における任地及び担当事務についての希望並びにその理由j欄

（1） 「他に転任する場合の任地希望について」には，現任地での勤務を希望す

る者も記載する。

なお，任地の記載については「東京及びその近郊」のような概括的な記載

をしても差し支えない。

(2) 「転任希望の時期」には次期異動を希望する時期を記載する。 ．

なお，現任地での勤務を希望する場合も記載すること。

（3） 「任地及び担当事務についての特別の希望」には，次期異動における任地

希望の理由，次期異動又は将来における任地及び担当事務についての特別の

希望等を記載する。

（4） 「短期海外出張について」には，判事が記入するこ・ととし，短期海外出張

（外国の特定の制度調査の目的等で出張するものをいう．。）の希望の有無及

びその程度を記載する（希望しない場合もその旨を必ず記載すること。 ） 。

○

匂

◇
、
、
，
ノ
》

〆
’
１
」

1
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ノ

〆

’ 「外部経験等の希望について」には，判事補（簡易裁判所判事と兼任する

者を含む｡ )が記入することとし， 「判事補の外部経験の概要等について｣

（任用課長事務連絡）を参照の上， (1)から(9)までの項目についての希望の有

無及びその程度を記載する（希望しない場合もその旨を必ず記載するこ

と。 ） 。

なお，特段の希望がある場合，その内容を下線部分に記載する（例えば，

．｢(2)法務省」においては希望する部局名， 「(3)弁護士」においては弁護士職

務経験を希望する地域， 「(4)行政官庁」においては希望する省庁名， 「(7)民

間企業研修」においてば研修を希望する地域， 「(9)その他」においては希望

する外部経験先等） 。下線部分に記載しきれない場合，余白に記載して構わ

(5)

1

○

ない。

○

6
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(別紙第3）

・ 裁判官第三カード記載要領

1 パソコン又は手書きにより作成する。手書きで作成する場合は，黒色又は青

色のインク（容易に消えないもの）を用いて槽書で記入する。

2期の記載

｡． 判事及び判事補は，左上部の所定の欄に期を算用数字で記載する（60期か

･ ら65期までの者は，現行又は新の区別も記載する。 ） 。

3作成基準日

人事評価の基準日 (毎年8月1日）を作成基準日とし，右上部の所定の箇所

に記載する。

4 「氏名」欄

記名押印し， 3の作成基準日現在の年齢を記載する。

5 「所属庁」欄

本務庁名及び兼務庁名を記載し，兼務庁名の頭に「兼」を記載する。

職務代行（てん補）を行っている場合は，補職されている庁の庁名に加え

て，その裁判所名を「(職務代行)」 ， 「(てん補)」等と付記して記載する。

最高裁判所に勤務する者については，所属する最高裁判所事務総局の局課名

又は研修所名を記載する（裁判所調査官は，単に｢最高裁判所」 と記載す

る。 ） 。

6 「職名」欄

所長，支部長，部総括又は司掌者の発令がある場合，該当するものの□を■

のように塗りつぶし，又は，□に「し」を付す。

最高裁判所における職については，最後の□を■のように塗りつぶし，又

は，□に「し」を付して，その右にその職名を記載する。

7 「現任地勤務年月数｣欄

現在勤務している庁（出向等の外部経験の期間も含む。 ）の所在地に引き続

○

○
P
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〃

〃

いて勤務した年月数を記載する。

「現在の担当事務・割合」欄

(1)現在担当する事務について，事務量の割合をパーセントで記載する6ただ

し，令状当番だけの担当は， 「刑事」として特に計上しない。

なお，民事の専門部又は集中部において，医療，行政，建築，商事，知的

財産，破産(倒産)，民事執行又は労働の各事件を担当している場合には，そ

の担当も記載する。

(2) 「司法行政」は，最高裁判所，高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所に

おける司法行政事務をいい,支部長,部の事務を総括する者及び司法行政事務

を掌理する者の行う司法行政事務並びに(3)の職務を含まない（9において同

じ。 ） 。

(3)最高裁判所裁判所調査官については「行政調査官」等と，最高裁判所の研

修所の教官については｢司研民裁教官｣等と,それぞれ担当も含めて略記する

（9において同じ。 ） 。

(4)法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関

する法律に基づいて行う法科大学院の教授等の業務については， 「法科大学

院」 と記載した上，事務量の割合を記載する。

「現在までの担当事務とその年月数」欄

〈1） 「民事」については，民事の専門部又は集中部において医療，行政，建

築，商事，知的財産，破産(倒産)，民事執行又は労働の各事件を担当した場

合には，その担当及び期間を内訳として記載する。

(2)他省庁等に出向した経験がある場合には,その勤務先(法務省本省及び法

務局については「法務行政」 とする。 ）及び勤務期間を記載する。

(3) ．判事補海外留学又は人事院長期在外研究の経験がある場合には, ｢海外留

学」 と記載した上,､行き先（国名）及び年月数を記載する。

(4)弁護士職務経験がある場合には， 「弁護士職務」 と記載した上，経験期間

8

○

』

■
ｑ
ｑ
Ｃ

○
9
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を記載する。

（5） 4か月以上の民間企業研修の経験がある場合には，その研修先及び研修期

間を記載する。

（6） 同一期間に二以上の事務を担当した場合には，その担当事務を併記した

上，その期間を記載する。

（7）育児休業を取得した経験がある場合には， 「育休jと記載した上，その年

月数を記載する。

（8）配偶者同行休業を取得した経験がある場合には， 「配偶者同行休業」 と記

載した上，その年月数を記載する。

（9）合計年月数には，現在までの担当事務とその年月数を記載する。この年月

数は，作成基準日までの勤務年月数と一致する。

10 「単独訴訟事件を扱っていた期間」欄 ・

作成基準日までの勤務期間のうち，裁判官として単独訴訟事件を扱っていた

､期間を民事，刑事別に記載する。民事には人事訴訟を含む。民事及び刑事の単

独訴訟事件を扱っていた期間が重なる期間は，その期間をそれぞれに加算す

○ 『

る。

○
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0

（入る－20-B)

平成29年4月7日

高等裁判所事務局長殿
0

最高裁判所事務総局人事局任用課長板津正道

判事補の外部経験の概要等について（事務連絡）

. ･標記の概要等は別紙のとおりですので，判事補に回覧するなどして，平成16年

5月31日付け最高裁人任E第623号人事局長依命通達「裁判官に関する人事事

務の資料の作成等について」記第2に定める裁判官第二カードの作成の参考とする

よう周知してください。

なお,､地方裁判所及び家庭裁判所に対しては，貴職からこの内容を周知じてくだ

○

さい。

○

、
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(別紙）

． 判事補の外部経験の概要

(第二カード「外部経験等の希望について」欄の各外部経験先コースに対応）

1 訟務検事

（1）職務内容 訟務事務

（2）勤務場所 法務省訟務局又は高裁所在地の各法務局訟務部

（3）期 問 原則として2年（訟務局は2年又は3年）

（4）身 分 検事 ．

（5）平成30年度の予定数 10名程度○
0

2法務省

（1）職務内容 法務行政事務（裁判官としての法律知識, ‘経験を

活用して行政事務を行う。 ）

法務省（民事局，刑事局，人権擁護局，司法法制

部，法務総合研究所（研修部，国際連合研修協力

部，国際協力部） ）

(2)勤務場所

＊ （ ）内は現在派遣を行っている部局を示す（他に，上記1の

舩務部門がある。 ） 。 ．○

原則として2年（民事局，刑事局，司法法制部及

び国際連合研修協力部は3年）

検事

10名程度

(3)期 間

(4)身 分

(5) ．平成30年度の予定数

3弁護士

（1） ．職務内容

（2）勤務場所

弁護士職務
●

東京（横浜， さいたま，千葉を含む。 ） ，大阪

ダ
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（京都，神戸を含む。 ） ，名古屋，福岡，札幌の法

律事務所

＊現在弁賎士職務経験を行っている地域を示す。今後，変更され

る可能性がある。

原則として2年

裁判所事務官（弁護士職務従事職員） ・弁護士

10名程度（65期以下の者を対象とする。 ）

第二カードで応募の意向を示した者のうち，対象

時期にある者に，改めて受け入れ予定事務所の情報

を提供し，希望の有無，希望の地区，希望の事務所

などを聴取する予定

１
１
１
１

３
４
５
６

１
１
１
１

期 間

身 分 ．

平成30年度の予定数

その他

○
1

4行政官庁

（1）行政官庁研修

行政事務（主として，裁判事務とは直接関連しな

い行政事務を行う。 ）

内閣官房（内閣官房副長官補付） ，金融庁（総務

企画局，検査局） ，総務省（自治行政局，総合通信

基盤局） ，外務省（総合外交政策局，北米局，国際

法局，領事局） ，財務省（国際局） ，厚生労働省

（労働基準局） ，農林水産省（食料産業局） ，経済

産業省（経済産業政策局, ､通商政策局） ，国士交通

省（鉄道局）

①職務内容

②勤務場所

○

＊ （ ）内は現在派遣を行っている部局を示す。今後，変更され

る可能性がある。

＊平成30年度に派遣予定の省庁は，内閣官房，金融庁，総務

26



、

省，外務省,財務省，経済産業省である。

③期 間 原則として2年

④身 分 検事（当該行政官庁の事務官）

⑤平成30年度の予定数数名程度

⑥その他 経験前に短期間．事前研修の趣旨で，最高裁判所

事務総局に配置されることがある。

(2)公正取引委員会，金融庁，証券取引等監視委員会，行政不服審査会，公害等

調整委員会，国税不服審判所，文部科学省，中央労働委員会

．①職務内容 行政事務（準司法的事務を含む。 ） （裁判官どし

ての法律知識，経験を活用して事務を行う。 ）

②勤務場所 公正取引委員会事務総局，金融庁，証券取引等監

視委員会事務局，行政不服審査会事務局，公害等調

整委員会事務局，国税不服審判所（関東信越東

京，名古屋，大阪） ，文部科学省研究開発局（原子

力損害賠償紛争和解仲介室） ，中央労働委員会事務

局

○

○ ＊現在派遣を行っている官庁，部局を示す。今後，変更される可

台

能性がある。

③期 間 原則として2年

④身． 分 検事（当該行政官庁等の審判官，審査官，特別専

門官又は事務官）

⑤平成30年度の予定数数名程度

、

5在外公館

（1）職務内容 在外公館における外交事務又は領事事務
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I

在外公館（在中華人民共和国日本国大使館，在ア

メリカ合衆国日本国大使館，在カナダ日本国大使

館，在ストラスブール日本国総領事館国際連合日

本政府代表部，在ジュネーブ国際機関日本政府代表

部）

原則として約2年

． ､外務事務官（一等若しくは二等書記官又は領事）

＊判事任命資格に算入されない。

＊現在派遣を行っている在外公館を示す。今後変更される可龍性

がある。 ．

、若干名

平成30年秋に，外務省研修所において約4か月

間，赴任前研修に参加（判事補身分） 。その後，派

遣までの間は，東京又は周辺の裁判所において勤務

する。なお,派遣前に短期間，事前研修の趣旨で，

最高裁判所事務総局に配置されることがある。

(2)勤務場所0

(3)期
J

(4)身

間
分

○

1年度の予定数(5)平成31

(6) その他

○ 6法整備支援

（1）職務内容

●

海外における法整備支援（裁判官としての法律知

識，経験を活用して法整備支援を行う。 ）

東南アジア諸国（ベトナム（ハノイ） ，カンボジ

ア（プノンペン） ，インドネシア（ジャカルタ） ）

(2)勤務場所

＊今後変更される可龍性がある。

1年又は2年

検事(国際機関等に派遣さ沁る一般職の国家公務
員の処遇等に関する法律による派遣職員たる検事）

(3)期

(4)身

間
分

B

I
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・独立行政法人国際協力機構(JICA)長期専門

家

若干名

派遣前に研修に参加（判事補身分） 。なお，派遣

先に1年間勤務し，帰国後, ・法務省に1年間勤務す

る可能性もある。

(5)平成30年度の予定数

(6) その他

7民間企業研修

（1） 民間企業研修

①職務内容 民間企業における業務

②勤務場所 、 東京，大阪，名古屋，福岡地区所在の民間企業

③期 間 1年

④身 分 ． 判事補

⑤平成30年度の予定数10名程度

（2） 日本銀行研修

①職務内容 日本銀行における業務

②勤務場所 日本銀行（東京）

③期 間 1年

．④身 分 判事補

⑤平成30年度の予定数1名程度

（3） シンクタンク等における研修

①職務内容 シンクタンク等における企画・研究業務

②勤務場所 一般社団法人日本経済団体連合会21世紀政策研

究所（東京）

③期 間 原則として1年

④身 分 、判事補

○

○

、
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⑤平成30年度の予定数1名程度
､

8海外留学

（1）職務内容

（2）勤務場所

海外の大学又は裁判所等における在外研究

アメリカ，イギリス，カナダ，オーストラリア，

フランス， ドイツ，ベルギーの各国

1年又は2年

判事補

40名程度

別途公募を行う。

(3)

(4)

(5)

(6)

卵
の

期
身
平
・
そ

間

分

1年度の予定数

他

○

9 その他

（1）立法機関

①職務内容

②勤務場所

③期 間

④身 分

⑤平成30⑤平成30年

立法機関における事務

衆議院法制局

原則として2年

衆議院法制局参事

1名程度

経験前に短期間，事前研修の趣旨で，最高裁判所

事務総局に配置されることがある。

○ 度の予定数

⑥その他

(2)預金保険機構

①職務内容 預金保険機構における業務（裁判官としての法律

知識，経験を活用して事務を行う。 ）

預金保険機構（東京）

原則として2年

預金保険機構職員

②勤務場所

③期 間

④身； 分
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碗

＊判事任命資格に算入されない。

川
⑤平成30年度の予定数若干名

口○
l
i

l

｜
｜

I

○

『

､

0

、

’

｜
’

口
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0

外部経験から復帰後の異動の方針について

1 前任地から引き続き地域的異動を伴わずに外部経験をする場合

当該地の異動条件により異動

2地域的異動を伴って外部経験をする場合

（1） 民間企業研修又はシンクタンク等における研修

1年間の研修後，異動後の配属庁において残りの任期を勤務

（2）上記以外の外部経験

外部経験後，希望すれば，引き続き同一地域の裁判所で2年間勤務可能

同一地域を希望しない場合は，当該地の異動条件により異動

3外部経験先コース，地域が希望外となった場合

復帰後の異動について上記よりも有利に取り扱うことがある。ただし，外部経

験としての海外留学をした後，語学力を必要とする行政官庁や在外公館等での外

部経験をする場合は， この限りでない。

○

、

※勤務地別の異動条件（当面，外部経験の実施が予定されている地のうち，異

動条件の付されているもの）

東京，横浜， さいたま，千葉，大阪，京都，神戸，名古屋，広島，福岡（い

ずれも「最高裁指定庁」 ）

※留学は地域的異動を伴わないものとして扱う。ただし，留学からの帰国後

は，従前の異動条件にかかわらず， 「最高裁指定庁」の異動条件が付されたも

のとして扱う。

※在外公館，法整備支援の海外勤務は派遣地を「東京」 とみなす。

※同一地域には各管内支部を含み（仙台は古川支部，札幌は小樽支部及び岩見

沢支部に限る。 ） ， 「東京・横浜・さいたま・千葉」又は「大阪･･京都・神

戸」はそれぞれ同一地域とみなす。 ；

0
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I

１

最高裁人任第2824号

（入る－15）

平成29年11月21日

、

高等裁判所長官
〆 0

地方裁判 ．所長

家庭裁判所長

最高裁判所事務総局局課長
司法． 研修．所長

裁判所職員総合研修所長

殿
殿
殿
殿
殿
殿

○ 0

最高裁判所事務総局人事局長堀田眞哉

判事補海外留学研究員の選考について（通知）

標記の選考を別紙の要領により行うこととなりましたから，所ノ

させるとともに，応募者に別紙様式による応募者調書を提出させ，

所属の判事補に周知

せ， これを平成29

年12月26日 （火）までに， また,外部機関実施の語学試験の試験結果成績表の

写しを平成30年2月27日 （火）までに（追完又は追加提出があった場合は，受

領後速やかに）それぞれ送付してください。

なお，応募者調書を提出した判事補が異動した場合には，速やかに異動後の所属

庁の長（異動後の所属庁が最高裁判所の場合は，人事局長）へ応募者調書の写しを

送付してください。

○
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(別紙）

判事補海外留学研究員選考要領 ． ，

募集人員，研究内容等

募集人員

40人程度，

派遣先及び研究内容．

(1)最高裁判所が直接実施する留学制度（以下「裁判所の留学制度」という。 ）

ア大学等への派遣

（ｱ）近年の主な派遣先 ‘

イリノイ大学（米国・イリノイ州シャンペーン）

ヴァンダーピルト大学（米国・テネシー州ナッシュピル）

・カリフォルニア大学デービス校（米国・カリフォルニア州デーピス）

ジョージタウン大学（米国・ワシントンD. C、 ）

ジョージワシントン大学（米国・ワシントンD. C. )

スタンフォード大学（米国・カリフォルニア州スタンフォード）

デューク大学（米国・ノースカロライナ州ダーラム）

ノートルデイム大学（米国・インディアナ州サウスベンド）

ワシントン大学（米国・ワシントン州シアトル）

ワシントン大学セントルイス校（米国・ミズーリ州セントルイス)・

ウォリック大学（英国（イングランド） ・ウォリックシャ－州コヴェ

ント･リー）

カーディフ大学（英国（ウェールズ） ・カーディフ）

レスター大学（英国（イングランド） ・レスターシャー州レスター) ，

トロント大学（カナダ・オンタリオ州トロント）

・ブリティッシュコロンビア大学（カナダ・ブリティッシュコロンビア．

第1

1

2

○

○

州バンクーバー）
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メルボルン大学（オーストラリア・ビクトリア州メルボルン）

シドニー大学（オースト.ラ･リア・ニューサウスウェールズ州シドニー）

ミュンヘン知的財産法センター（ドイツ・バイエルン州ミュンヘン

（ただし，英語による受験者を派遣） ）

ルーヴェン大学（ベルギー・フレミッシューブラバンﾄ州ルーヴェ

ン（ただし，英語による受験者を派遣） ）

側派遣期間

平成31年7月頃から平成32年6月頃までの1年間（ミュンヘン知

的財産法センターの場合は，平成31年9月頃から平成32年8月頃ま

での1年間）

(ｳ）研究内容

研究員は， 1年間の派遣期間中，特定の研究テーマにつき大学等にお

いて大学院修士課程に相当する研究を行うとともに（ミュンヘン知的財

産法センターにおいては修士号を取得することも可能である。 ） ，裁判

○

所等において司法運営の実際の調査及び研究をする。

イ裁判所への派遣

（ｱ）近年の主な派遣先

米国の次の裁判所等 、

ニュージャージー州トレントン

ミシガン州デトロイト

ジョージア州アトランタ

アリゾナ州フェニックス

ヴァージニア州ウィリアムズバーグ

英国の裁判所

ドイツの裁判所

フランスの裁判所

○

《
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ｰ

（ｲ）派遣期間

平成31年7月頃から平成32年6月頃までの1年間

（切研究内容

研究員は, 1j年間の派遣期間中，裁判所等において司法運営の実際の

調査及び研究をする（派遣先によっては，大学における研究も併せて行

うことが可能である。 ） 。

(2)人事院の行政官長期在外研究員制度による留学制度（以下「人事院の留学

QQ

制度」 という。 ）

ア派遣先

派遣予定者各人が希望する，米国, ･英国，カナダ，オーストラリア， ド

イツ及びフランスの大学院等のうち，受入れの通知があった大学院等

イ派遣期間

平成32年7月頃から平成34年6月頃までの2年間（英国及びドイツ

の場合は，平成32年8月頃から平成34年7月頃までの2年間）

ウ研究内容．

研究員は， 2年間の派遣期間中，特定の研究テーマにつき大学院等にお

．いて研究を行い，修士号を取得するとともに，裁判所等において司法運営

の実際の調査及び研究をする。

エ本選考に合格したのち，人事院の行う選抜審査に合格する必要がある。

研究の費用等

渡航のための往復旅費，相当額の滞在費及び授業料等は卿最高裁判所から支

される（本留学制度には，国家公務員の留学費用の償還に関する法律（平成

○

。

○

3

給される（本留学制度には，国家公務員の留学費用の償還に関する法律（平成

18年法律第70号)2条2項に規定する留学に該当するものが含まれる。）。

4留学帰国後の異動方針等

留学からの帰国後は，従前の異動条件にかかわらず， 「最高裁指定庁」の異

動条件が付されたものとして扱われる。また，できる限り全ての判事補が2年
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0

程度の外部経験をすることが望ましいことから，留学をした場合であっても，

別コースの外部経験に積極的に取り組むことが期待される。特に，語学力を必

要とする行政官庁や在外公館等での外部経験が推奨される。

第2応募資格 。

1 裁判所の留学制度による派遣

平成22年8月から平成27年ユ'2月までの間に司法修習生の修習を終了し

た判事補(ただし,任官後に海外留学の経験を有する者及び派遣により事務に

支障の生ずる者を除く。 ）

2人事院の留学制度による派遣

平成28年12月に司法修習生の修習を終了.した判事補（ただし，派遣によ

り事務に支障の生ずる者を除く。 ）

第3応募方法．

応募しようとする者は，別紙様式による応募者調書を平成29年12月12

日 （火） .までに所属庁の長に提出する。

なお，既に受験済みの第4の2の(1)の語学試験の試験結果成績表がある場合

は，併せて提出する。

第4選考方法

1 選考基準

． 本留学制度の趣旨等に鑑み，語学力を始め，平素の執務状況並びに応募者か

ら提出された研究テーマ及び小論文の内容を選考の資料とした上,海外での生

活経験を有しない判事補にできるだけその機会を付与するなどの観点も総合的

に考慮して，選考する。

選考は，書面による第1次選考を行い， これに合格した者に対して面接を実

施し，留学後の勤務継続意思の確認等を経た上で最終的な合格判定を行うもの

とする。

2選考資料の提出

○

○
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I

. (1)語学試験の試験結果成績表

応募者は，派遣を希望する国（複数選択可）の公用語（英語，仏語及び独

語に限る。 ）について，次の外部機関が実施した語学試験（平成24年3月

1日以降に実施されたものに限る。 ）の試験結果成績表原本を，平成30年

2月16日 （金）までに所属庁の長に提出する（受付事務担当者は，提出さ

れた試験結果成績表の写しを作成し，試験結果成績表原本は応募者に返還す

る。 ） 。ただし，外部機関の試験日程等の関係でやむを得ない場合には，平

成30年3月22日 （木）まで追完を認めるほか，語学力向上の観点から，

先に提出したものに加えて，同日まで追加提出することも差し支えない。

なお，応募者調書に試験結果成績表を添付した者は，改めて試験結果成績

表を提出する必要はないが，複数の試験結果成績表の提出を妨げるものでは

ない。

おって，英語圏（ミュンヘン知的財産法センターを含む。 ）への派遣の場

合，本選考に合格した後，人事院又は各派遣先に対し,TOEFL又はIE

LTSの一定点数以上の成績を提出することが必要となることがあるので，

語学試験の選択に当たり参考とされたい。

ア英語

TOEFL

TOEIC

IELTS

イ独語

欧州語学力評価基準がB1以上のゲーテ・ﾝインスティトウートの検定試

験

独検（ドイツ語技能検定試験） 4級以上

ウ仏語

‘ 仏検（実用フランス語技能検定） 3級以上

○

○
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TEF(パリ商工会議所フランス語能力認定試験）

（2）応募者は， ､小論文（日本語）を作成し，平成30年2月21日 （水）まで

に提出する（テーマ，様式等については応募者に対して別途通知する。 ） 。

3選考結果の通知

・第1次選考に合格した者に対し，平成30年9月上旬頃までに，その旨を通

知する予定である。

なお，その後の事情により，若干名の追加合格が通知される場合がある。

4その他

（'） 昨年度募集の裁判所の留学制度の派遣に応募し,その合否が未確定の者も，

第2の応募資格を有していれば応募可能であるので,応募を希望する場合は，

改めて第3の応募方法に従って応募者調書等を提出する。

なお，昨年度募集の人事院の留学制度の派遣に応募し，選考の結果，平成

30年に行われる人事院の選抜審査の受験指名を受けた者は，今年度募集の

裁判所の留学制度の派遣にも応募したものと取り扱うので，応募者調書，選

考資料の提出は不要で．ある（今年度の応募を希望しない場合は，その旨を所

属庁の長に申し出る。 ） 。

（2）応募者調書を提出した後に応募を取りやめる場合は，その旨を速やかに所

属庁の長に申し出る。

○

○
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(別紙様式）

： 半u事補7毎夕卜留学研二究員遇塁考"芯募者笥司書
平成29年12月1日現在 ．

○

○

41

1氏名（ふり紘）

(第 期現行・新）
2生年月日 ．

昭和 年 月 日 （ 歳）

3性別

口男口女

4現住所
G ●

5所属の裁判所及び部 6主たる 口民事口刑事口家事
担当事務口少年口司法行政

所歴

月
月
月
月

年
年
年
年
。

職
軸
嗽
軸

一
一
一
一
・

月
月
月
月

年
年
年
年

綱
鰄
輪
軸
軸

勤務7

8学歴（学校名，学部，コース，専攻科，卒業年月）
○大学

○大学院 （
履修外国語
ロ英ロ独ロ仏
□その他 （ ）

）
9希望派遣国(複数の場合希望順位を記入） ‐

10語学試験の選択言語（複数記載可） ※既に受験済の語学試験結果があれば添付も
（ 語） （ 語） （ 語）

11家族状況 口独身口既婚（配偶者の職業 ． ）
・ 子の年齢.（ ）

12留学の際の同伴者 ● ◆

13蜜格，免許，特技

14 趣味 ' し好 ．

15外国生活の経験
b e

16判事補海外留学研究員選考応募歴の有無 口有（ 年度） U熱 。

17著書，論文等

18既往症の有無 口有（病名 ． 。 ・ 年ころ) u"

19現在の健康状態 ．●

20応募動機＆研究したいテーマ ●

■ ■

■ 0
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O.裁判官の人事評価に関する規則

（･平成16年1月7日最高裁判所規則第1号）

（人事評価の実施）

第一条裁判官の公正な人事の基礎とするとともに、裁判官の能力の主体的な向上

に資するために、判事、判事補及び簡易裁判所判事について、人･事評価を毎年行
ｰ

ワ。

（評価権者等） ．

第二条人事評価は、判事及び判事補についてはその所属する裁判所の長が、簡易

裁判所判事についてはその所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の

長が、それぞれ行う。

2地方裁判所又は家庭裁判所の長が行った人事評価については、その地方裁判所

又は家庭裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官が、調整及び補充を行う。

3 地方裁判所又は家庭裁判所の長について人事評価を行う場合その他裁判官が担

当する職務に照らして第一項又は前項の方法によることが適当でない特別の事由

がある場合は、最高裁判所が別に定めるところにより人事評価を行う。

（評価の基準等）

第三条人事評価は、事件処理能力、部等を適切に運営する能力並びに裁判官とし

て職務を行う上で必要な一般的資質及び能力の評価項目について行う。

2 評価権者は、人事評価に当たり、裁判官の独立に配慮しつつ、多面的かつ多角

・的な情報の把握に努めなければならない。 この場合において、裁判所外部からの
｡ ､

情報についても配慮するものとする。

3 評価権者は、人事評価に当たり、裁判官から担当した職務の状況に関して書面

の提出を受けるとともに、裁判官と面談する。

（評価害の開示）

第四条評価権者は、裁判官から申出があったときは、その人事評価を記載した書

面（次条において「評価書」 という。 ）を開示する。

（不服がある場合の手続）

第五条裁判官は、その評価書の記載内容について、評価権者に対して、不服を申

し出ることができる。

○

○
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2 前項の申出があった場合において、評価権者ば、必要な調査をし、その結果に

基づき、その申出に理由があると認めるときは、評価書の記載内容を修正し、そ

の申出に理由がないと認めるときは.、その旨を評価書に記載する。

3．第二条第二項に規定する高等裁判所長官は、評価権者が行った前項の修正又は

記載について、調整及び補充を行う。

4 評価権者は､･第二項の修正後の評価書（高等裁判所長官が前項の手続により調

整又は補充を行った場合にはその調整又は補充を行った評価書）の記載内容又は

第一項の申出に理由がないと認める旨を、第二項の手続の終了後（高等裁判所長

官が前項の手続を行った場合にはその終了後）に第一項の申出をした裁判官に通

知する。

（実施の細則）

第六条この規則の実施に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。

、

○

附則
q

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(原文は縦書き）

○
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◆

最高裁人任E第421号

（人い－1）

平成16年3月2．6日

高等裁判所長官

地方裁判所．長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所書記官研修所長

家庭裁判所調査官研修所長

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

○

最高裁判所事務総長竹崎博允

・裁判官の人事評価に関する規則の運用について（依命通達）

裁判官の人事評価に関する規則（平成16年最高裁判所規則第1号。以下「規則」

という。 ）の運用については，下記のとおり定めましたから，これによってくださ

』

い。

○ なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

記

第1 人事評価の実施’

1 人事評価の基準日，評価期間等

人事評価は，毎年1回， 8月1日を基準日とし，前年の基準日から基準日の

前日までの期間を対象として行う。

2評価対象裁判官

人事評価は， ’の基準日に在職する判事,判事補及び簡易裁判所判事を対象

0

として行う。
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評価権者 ・

）簡易裁判所判事と兼任している判事又は判事補の人事評価については,判

事又は判事補の評価権者が行う。

）複数の裁判所に補職されている裁判官の人事評価については，本務庁（簡

易裁判所である場合は，その所在地を管轄する地方裁判所）の長を評価権者

とする。ただし，評価対象裁判官が主として兼務庁において職務を行ってい

る場合であって，人事評価を適正に行う上で必要があるときは，本務庁の長

及び兼務庁の長の協議により，兼務庁の長を評価権者とすることができる｡．

）規則第2条第3項の規定により定める評価権者は，次のとおりとする。

ア地方裁判所長又は家庭裁判所長の人事評価については，その所属する裁

判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官を評価権者とする。

イ補職されている裁判所（以下「補職庁」とﾙ､う。 ） と異なる裁判所の裁

判官の職務を行う裁判官の人事評価については，補職庁の長（複数の裁判

所に補職されている裁判官については， (2)による評価権者）を評価権者と

する。ただし，評価対象裁判官が主として補職庁と異なる裁判所の裁判官

の職務を行っている場合であって，人事評価を適正に行う上で必要がある

ときには, '補職庁の長及び職務代行を命じられている裁判所（以下「職務

代行庁」 という。 ）の長の協議により，職務代行庁の長を評価権者とする

ことができる。

ウ最高裁判所事務総局の事務次長，審議官又は局課長の人事評価について

、は，最高裁判所事務総長を評価権者とする。

エ最高裁判所事務総局の各局課に勤務する裁判官（局課長を除く。 ）の人

事評価については，その勤務する局課の局課長を評価権者とする。

オ最高裁判所の裁判所調査官（首席調査官を除く。 ）の人事評価について

は，最高裁判所首席調査官を評価権者とする。

力最高裁判所の研修所に勤務する裁判官（研修所長を除く。 ）の人事評価

3

(1)

(2)

○ (3)

○

ー
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については，その勤務する研修所の所長を評価権者とする。

4裁判所外部からの情報の把握

裁判所外部からの裁判官の人事評価に関する情報については，その裁判官が

所属する裁判所（簡易裁判所である場合は，その所在地を管轄する地方裁判所

）の総務課において受け付ける。この場合においては，情報の的確性を検証で

きるようにするという観点から，原則として，当該情報を提供した者の氏名及

び連絡先を記載した書面であって具体的な根拠となる事実を記載したものによ

って，情報の提供を受けるものとする。

5規則第3条第3項の書面の提出期限

評価権者は，毎年，規則第3条第3項の書面の提出期限を定める。

6人事評価のための面談

評価権者は，規則第4条の人事評価を記載した書面（以下「評価書」という

。 ）の作成に先立って，評価対象裁判官と規則第3条第3項に定める面談を行

う。ただし，評価権者は，評価対象裁判官の人数等の事情に照らし自ら面談を

行うことが困難な場合には，人事局長が定めるところにより， この面談を，下

級裁判所事務処理規則(昭和23年最高裁判所規則第16号)第22条第1項

に定める高等裁判所長官，地方裁判所長若しくは家庭裁判所長の司法行政事務

を代理する者，同規則第3条第’項の規定により支部長を命じられた裁判官又

}ま裁判所法第37条の規定によ’り簡易裁判所の司法行政事務を掌理する者に指

名された裁判官に代行させることができる。

7評価書の作成方法・

評価権者は，規則第3条第’項に定める評価項目について，別紙に掲げる評

価の視点を踏まえ，文章式で記載する方法により評価書を作成する。

2評価書の開示

1 開示の申出期間

評価権者は，毎年，その年に作成された評価書について’週間の開示の申出

○

○

第2
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期間を定める。

2開示の方法

1の期間内に，評価対象裁判官から口頭又は書面を提出する方法により評価

書の開示の申出があったときは，評価権者は，評価書（規則第2条第2項の高

等裁判所の長官による調整及び補充が行われる場合には，その調整及び補充後

のもの）の写しを交付する方法により，開示する。

3不服のある場合の手続

’ 不服の申出の方法

規則第5条第1項に定める不服の申.出は,､評価書を開示した日から1週間以

内に，その理由を具体的に記載した書面を提出する方法により行う。

2調査

1の不服の申出があった場合には，評価権者は，不服を申し出た裁判官に必

要な説明を求め，その他の者に対して説明その他の必要な協力を依頼し，又は

必要な調査を行うものとする。

3評価書の記載内容の修正等及び通知

（'）評価権者は， 2の調査の結果，不服の申出に理由があると認める場合は評

価書に付記する方法により評価書の記載内容琴修正し，不服の申出に理由が

ないと認める場合はその旨を評価書に付記する。

（2）規則第2条第2項の高等裁判所の長官は,． (1)により付記がさ邪た評価書に

付記する方法により調整及び補充をする。

(3)．規則第5条第4項の通知は， (1)又は(2)によ‘り付記がされた評価書の写しを

不服を申し出た裁判官に交付する方法により行う。

4．評価書等の保管等

評ｲ而雲その仙人事評価に関する書面の保管等については,人事局長が定める。

第3

○

0

○

◆

第4．評価書等の保管等

評価書その他人事評価に関まる書面の保管等については,人事局長が定める。

第5その他

この通達に定めるもののほか，裁判官の人事評価の運用に関し必要な事項は，
1
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I

人事局長が定める。

付記

1 この通達は，平成16年4月1日から実施する。

2平成16年8月1日を基準日として行う人事評価の評価期間は，平成15年8

i

、

月1日から平成16年7月31日までとする。
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(別紙）

評価項目及び評価の視点

1事件を適切に処理するのに必要な資質・能力（事件処理能力）

○法律知識，法的判断に必要な資質･能力（法的判断能力） ．

・ 法律知識の正確性．十分性

・ 法的問題についての理解力・分析力・整理力・応用力

・ 証拠を適切に評価する能力 ’

・ 法的判断を適切に表現する能力

・ 合理的な期間内に調査等を遂げて判断を形成する能力など

○裁判手続を合理的に運営するのに必要な資質・能力（手続運営能力）

6 法廷等における弁論等の指揮能力 ．

・ 当事者との意思疎通能力

・ 担当事件全般を円滑に進行させる能力など

○

2部等を適切に運営するのに必要な資質・能力（組織運営能力）

・ 部又は裁判所組織全体を円滑に運営する能力

・ 職員に対する指導能力

・ 職員．.裁判官等に適切に対応する能力など

○
3裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質・能力（一般的資質・能力）

．○識見

。 幅広い教養に支えられた視野の広さ

6 人間性に対する洞察力

・ 社会事象に対する理解力など

○人物・性格

廉直さ，公平さ，寛容さ，勤勉さ，忍耐力， 自制心,決断力，慎重さ, i

さ，思考の柔軟性，独立の気概，精神的勇気，責任感，協調性，積極性

など

慎重さ，注意深
0

積極性
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＄

最高裁人任E第422号

（人い－1）

平成16年3月26日

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所書記官研修所長

家庭裁判所調査官研修所長

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

○

最高裁判所事務総局人事局長山崎敏．充

裁判官の人事評価の実施等について（通達）

6年3月26日付け最高裁人任E第421号事務総長依命通達｢裁判官の

に関する規則の運用について」 （以下「総長依命通達」 という。）記第1

平成1

人事評価に関する規則の運用について」 （以下I総長依命通達」 という。）記第1

の6及び記第5の定めに基づき，標記の実施等について下記のとおり定めましたか

ら， これによってください。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

記

第1 人事評価の実施

1評価対象裁判官への評価権者に関する通知

総長依命通達記第1の3の(2)のただし書又は同(3)のイのただし書の定めによ

り評価権者を定めた場合には， 当該評価権者は，その旨を評価対象裁判官に通

知する。

2評価情報の把握

0
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(1)評価期間の途中で評価権者又は評価対象裁判官に異動があった場合におい

て必要があるときは，評価権者は，前任の評価権者又は評価対象裁判官の異

動前の評価権者から情報を得るもの･とする。ただし，その評価権者が裁判所

に在職していない場合は， この限りでない。

(2)評価権者は，必要に応じて，評価対象裁判官が補職されている裁判所の長

．又は総長依命通達記第1の3の(3)のイの職務代行庁の長から情報を得るもの

とする。

3裁判官第三カード

（1）総長依命通達記第1の5の書面（以下「裁判官第三カード」という｡）は，

別紙様式第1による｡

（2）評価権者は，裁判官第三カードの提出期限を評価対象裁判官に通知する。 ．

（3）評価権者は，裁判官第三カードが提出された後評価害を作成するまでに評

価対象裁判官が異動Iした場合には，同人が作成した裁判官第三カードを速や

かに異動後の評価権者に送付する。

(4)裁判官第三ｶｰドは， 5の(2)から(4)までの定めにより評価書を提出する際

に，評価書と共に提出する。

4人事評価のための面談の代行

評価権者は，総長依命通達記第1の6のただし書きの定めにより面談を代行

させる必要があると認める場合には，あらかじめ人事局長と協議する。

5評価書の作成及び提出

（1）総長依命通達記第1の7の評価書は，別紙様式第2により作成する。

（2） 地方裁判所長及び家庭裁判所長は，その作成した評価書を，裁判官の人事

評価に関する規則(平成’6年最高裁判所規則第'号｡以下｢規則｣という｡）

第2条第2項の高等裁判所の長官に対し，その定める日までに提出する。

（3） 高等裁判所長官は，その作成した評価書並びに地方裁判所長及び家庭裁判

所長から提出された評価害(規則第2条第2項の調整及び補充後のもの）を,

○

○
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人事局長に対し，その定める日までに提出する。規則第2条第2項の調整及

び補充後の評価書については，その写.しを評価権者に送付する。

（4）最高裁判所の事務総局局課長，首席調査官及び研修所長は,作成した評価

書を，人事局長に対し，その定める日までに提出する。

（5）規則第5条第1項に定める不服の申出があった場合は， (3)及び(4)の評価書

の提出は，同条第4項の通知後速やかに行･う°

第2評価書の開示手続

1 開示の申出

評価書の開示の申出は，評価権者の所属する裁判所の人事課長（人事課長の

置かれていない裁判所及び最高裁判所の研修所にあっては総務課長,研修所を

除く最高裁判所にあっては人事局任用課長）が口頭又は別紙様式第3による評

価書の開示申出書により受け付ける。

2 開示の申出の期間の通知

評価権者は，毎年，開示の申出の期間を評価対象裁判官に通知する。

3． 開示の記録

評価書を開示した場合には，開示した日を適宜の方法により記録する。

第3不服がある場合の手続

1 不服の申出

規則第5条第1項に定める不服の申出は，別紙様式第4による不服申出書を

第2の1に定める人事課長に提出して行う。

2評価権者が地方裁判所長又は家庭裁判所長である場合の取扱い

（1）評価権者は，規則第2条第2項の高等裁判所の長官から評価書の送付を受

け，総長依命通達記第3の3の(1)に従って評価書に付記した上，不服申出書

と共に規則第2条第2項の高等裁判所の長官に提出する。

（2） (1)の高等裁判所の長官は，総長依命通達記第3の3の(2)に従って評価書に

付記じた上，不服申出書と共に人事局長あてに提出する。

0

○

○
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（3） (2)の高等裁判所の長官は， (2)の付記をした評価書の写しを評価権者に送付

し，評価権者は， これを不服を申し出た裁判官に交付する。

3評価権者が地方裁判所長及び家庭裁判所長以外の者である場合の取扱い

（1） 評価権者は，総長依命通達記第3の3の(1)に従って評価害に付記した上，

， 不服申出書と共に人事局長あてに提出する。

（2）評価権者は， (1)の付記をした評価書の写しを不服を申し出た裁判官に交付
』

する。

付記

この通達は，平成16年4月1日から実施する。○

○

、

、
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(別紙様式第1）

画「~薊1
裁判官第 カー ド

一
一
一

、

平成 年 月 日現在

○

○

U石●

氏名

(年齢）
（ 歳）

③
所
属
庁

「 、

◆ 印

職名 口所長口支部長口部総括ロ司掌者□

現任地勤務年月数 年 月 （現所属庁勤務年月数 年 月）

現在の担当

事務・割合

民 事（ ％）

（専門部等 ）

刑 事（ ％）

家 事（ ％）

少 年（ ％）

司法行政（ ％） .

ｊ
ｊ
ｊ

％
％
％

く
く
く

現在までの

担当事務等

とその年月

数

民 事 年 月

内訳（執行） 年 月

（ ） 年 月

（ ） 年 月

刑 ・事 年 月

家 事 年 月

少 年

司法行政
年
年
年
年
年
年

月
月
月
月
月
月

月
月
月
月

年
年
年
年

合計 年 月

単独訴訟事件を扱っていた期間 民事 年 月 刑事 年 月

自己の職務に関する客観的な事実及びそれに関連する状況，それらに対する所感等

● 0

● ､

● e

b e

､ ●



一

(別紙様式第2）

雁罰
評価書（平成○○年）

■■－－－－ーー■■ー‐ー■■‐－－－－ｰ■■ーｰ‐一一‐■■一一一ーｰー■■■■■■ーl■■ーーｰｰ~‐ｰ■■一一■■■■ー■■ーｰ－－－■■‐一一一■■＝ーー菌一一一一回ーー■■■■一戸一一

［評価対象裁判官氏名］ ・ 昭和○○年○○月○○日生

[評価対象裁判官の所属裁判所］ ［評価対象裁判官の官名］○○期

－■■■■－－－－－－－－‘■， !■D－－‘-■■－，■、－－－－－■■－－－－－－－－－ｨ■D－－－－－－－－一一■■－■■－－－－－ｰ一一■■ーーー■■ーーーーPｰｰ一一■■■■一一■■一一一ー

○

○

平成○○年○月○日

［評価権者職名]． [評価権者氏名]． 印

ーー－ｰｰ‐ーー■■ロー一ｰー一一ｰｰ‐ｰｰｰ■ーｰ一ｰ－－－1■■一一ーーｰ‐ｰー■■■■ーー＝ーーー再一一一一一一一■■ー■■■■ー■■‐鐸＝■■■■一■■ーｰーーｰ－－－■■ｰー

ソ

平成○○年○月○日

○○高等裁判所長官○○○○印
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(別紙様式第3）

平成○○年○○月○○日

[評価権者職名］ 殿

[申出者の所属裁判所及び官名］

[申出者の記名押印］

○ 評価書の開示申出書

私に係る本年度の評価書の開示を申し出ます。

○

56
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(別紙様式第4）

平成○○年○○月○○日

[評価権者職名］ 殿

[不服申出者の所属裁判所及び官名］

[不服申出者の記名押印］● Q

○ 不服申出書

私に係る本年度の評価書の記載内容について,下記のとおり不服がありますので，
8

申し出ます。

記
、

(不服の理由）

$

○
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裁判官の人事評価制度の概要
１

、
ノ
、
型

宮の能力の主体的な向上に資するだめに，判事，

評価権者

①所属裁判所の長 ．
②地家裁所長の行った人事評価については， 高裁長官が調整及び補充

旬

評価の基準等評価の基準等 1 ・

○事件処理の能力，部等を適切に運営する能力，裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質・
能力の評価項目について実施
○各評価項目について，評価する際の視点を通達で明確化し，それを踏まえ，文章式で記述する方
法を基本

｢－~具緬な手続 ）○
一

1
裁判官の独立に配慮しつつ，多面的，多角的に傭報を把握
裁判所外部からの情報についても配慮
裁判所外部からの情報の取扱い
①､窓口は総務課 ．
②原則として氏名，連絡先及び具俸的な根拠事実の記戦が必要
⑧裁判官の独立への影響が懸念される循報は不可

○
○

、

剖圃
I裁判官から担当職務の状況に関する書面の提出’

Jg

皇

調垣L園
－

高裁長官にまる調整及び補充
0

垣し

一画一
不服がある場合の手続叩､、Ⅸ郷､“句』河口UJ司一羽脳 」‐

評価霧の記戦内容に関する不服の申出
評価権者による必要な調査
評価権者は． ．
．申出に理由があると露めるときは，評価書の記載内容を修正

１
２
３

｡申出に理由がないと鯛めるときは，その旨を評価書に記載
4高裁長官は，評価権者による修正又は記載について調整及び補充
5評価権者が結果を通知

一鰯一
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裁 判 宮 の 給 与
(平30. 1. ユ現在）

1 俸給
裁判官の報酬等
2諾手当
(1)支給状況

別紙のとおり

○

(注）○印は支給されるものを， ×印は支給されないものを示す。
0

(2)手当の内容

○

59

給与 種 目 最高銭判所の裁判官及び商等裁
判所長官

判事及び4号以上の報酬を受け
る簡易哉判所判事

判事補及び5号以下の報酬を受
ける簡易戴判所判事

初任給鯛整手当 ×■ × O(判事補5号以下に限る。 ）

扶 養 手 当 × × ○

地域手 当 ○ ○ 0

広域異動手当 × ○ ○

住居手 当
q × × ○

通 勤手 当 ○

ｅ
■

○ 0

単身赴任手当 × （高戟長官はO) ○ 0

特殊勤務手当 ×
｡ × ． ○

特地勤務手当 ×
■ ○ 0.

期 末 手 当 0 ○ ○ ・

勤 勉 手 当 × 0 0

寒冷地手当 ×（高裁長官はO) ○ 0

裁判官特別勤務手当 ● × O(平日深夜は×） O(判事補1ユ号以下は×）

種 目 支 給 額 等

初任給鯛整手当 1の別紙参照

扶養手当

※満15歳に達する日後の最初の4月ユ日から満22戯の年度末までの子ユ人につき月額5, .000円を
加算
※配偶者がなく，子と父母等の双方を扶養する場合には，子を1人目の扶養親族とする。

扶養親族の種類 扶 養 手 当 額

配偶者 ユ0 8 000円

浦22蟻に達する日以後の最初
の3月3ユ日までの間にある子

各8 0 000円
(配偶者がない場合，そのうち1人は10 8 000円）

満22歳に達する日以後の最初
の3月31日までの間にある孫，
弟及び妹

60歳以上の父母及び祖父母

重度心身障害者

各6, 500円
（配偶者及び扶義親族たる子がない場合，そのうち1人は9, 0
00円） 申

0 ．

地域手当

● ぜ

(報酬，扶養手当の月額の合計額） ×.支給割合
● b

支給割合 支 給 地 域

ﾕ級地（20％） 東京都特別区 ．

2級地, （16％） 大阪市，横浜市ほか

3級地（15％） 名古屋市， さいたま市，千葉市ほか

4級地（12％）

●

立川市，神戸市ほか

5級地（10％） 広島市，福岡市，京都市，堺市ほか

6級地（6％） 仙台市，高松市，静岡市ほか

7級地（3％） 札幌市，北九州市ほか 。



○

○

60

種 目 支 給 額 等

広域異動手当 (報酬，扶養手当の月額の合計額）×支給割合 ． ．
※支給割合は，異動等前後の宮署間の距離が①300キロメートル以上の場合100分の10,@60キロメート
ル以上300キロメートル未満の場合100分の5 (平成26年度以前の異動等に係る場合は①100分の6,
②100分の3，平成27年度の異勲等に係る場合は，①100分の8，②100分の4）
※地域手当との併給調整あり

住居手当 (ア）借家，借間 家賛12,000超239000以下･…家賃-120000
家賃23,000超550000未満…･ (家賃-23,000)÷2+11,000

■

家賃55,000以上･･270000 (単位円, 100円未満切捨）
(イ）配偶者等の居住する借家（単身赴任手当受給職員に限る。 ） （ア）の額の2分のユの額

通勤手当 6か月定期券等の価額（1か月当たり55, 000円を限度） 、 異動等に伴い新幹線等を利用する職員に
ついては， 6か月定期券等の価額（特別料金分）の2分の1の額（ユか月当た．り20
を加算

、 000円を限度）

単身赴任手当 華礎額30 、 000円 ．

加算額職員の住居から配偶者の住居までの距離に応じて最高70, 000円

特殊勤務手当 帰還困離区域において行う作業に従事した日ユ日につき,O6, 600円(3, 960円) ,@1, 33
0円，居住制限区域において行う作業に従事した日1日につき, 3, 300円(1, 980円) ,@6
60円
※①は屋外において行うもの，②は屋内において行うもの， （ ）内は作業従事時間が4時間に満たない
もの 。

■

※同一の日において， 2以上の作業に従事した場合は，手当の額が最も高いもの以外の手当は支給しな
い ＠

｡

特地勤務手当 （ （異動時の（報酬十扶養手当）の月額×1/2＋支給時の（報酬十扶養手当）の月額×1/2） ）×支給割合

（準特地勤務手当）
上記宮署又は佐稜，高森若しくは夕張への異動に伴って住居を移転した職員には，別に異動時の（報酬
十扶養手当）の月額の6％以下を支給（夕張は冬期に限る。 ）

支給割合 官 暑

5級地(20%) 徳之島（鹿児島）

4級地（ユ6％） 八丈島（東京）

3級地'(12％） 新島（東京） 0 上県（長崎） 、 名瀬・種子島・屋久島・甑島（鹿児島） 9 石垣

･平良（那覇） ．

2級地（ 8％） 伊豆大島（東京） 〃 西郷（松江） 、 厳原・玉島・新上五島・壱岐（長崎）

ユ級地（ 4％） 寿都（函館）※冬期は2級地

期末手当 報酬等の①2． 6，②2． 2，③1， 4，④3． 3月分～報酬の号に応じた加算措置あり
［6月．…①1． 225，②1． 025, 0. 625,④ユ. 575月分,. 12月･…①1. 375,
②1. 175,@0. 775,@1. 725月分］
※①は判事補5～ユ2号，簡裁判事10～17号，②は判事補1～4号，簡裁判事5～9号，③は判事，
簡裁判事特号及び簡蕊判事’～4号の報酬を受ける蛾判官，④は最高議長官，最高蕊判事及び高裁長官
※支給割合は平成30年4月1日から適用されるもの。

３０月７
④③５１

，，－２

４５７０

勤勉手当 報酬等の①ユ． 8，②2． 2，③1． 9月分～報酬の号に応じた加算措匠あり
［6月， 12月・…各①0. 9,@1. 1, 0． 95月分］
※①～③の区分は『期末手当」欄に同じ
※支給割合は平成80年4月1日から適用されるもの。

寒冷地手当 支給地域に在勤する職員に対し， 11月から翌年3月まで毎月支給 （単位円）

区分 支． 給 地 域
世 帯 主

扶養親族あり 扶養親族なし
非世帯主

ﾕ級地 旭川，帯広，北見ほか 2q, 380 ・ 14 ロ 580 ユ0 、 340

2級地 札幌， ､釧路，小樽ほか 23 、 360 13 8 060 8 、 800

3級地 函館，室岡，浦河ほか 22 0 540 12 ， 860 8 0 600

4級地 青森県内，山形，盛岡，長野ほか 17 、 800 10 8 200 7 9 360

裁判官特別勤務
手当

①裁判所の休日の臨時又は緊急の必要等による勤務及び②平日深夜の臨時又は緊急の必要による勤務各ユ
回につき，
判事 簡裁判事
判事補
〃

〃

〃

〃

１
３
５
７
１

９
９
３
～

0

号
号
●
号
号

２
４
６
９
号

″
″
″
″
″ 「

１
１

号
号
号
１
４

４
７
９
１
１
号

一
一
‐
‐
－
５

特
５
８
０
２
１

号
号

１
１
１

①
①
①
①
①
①

８
２
０
８
７
６

３
０
３
９
８
，

円
円
円
円
円
円

０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０

０
０
０
５
０
０

円
円
円
円
円

０
０
０
０
０

０
０
０
０
０

０
０
３
５
０

８
８
２
８
９

６
５
４
３
３

②
②
②
②
②



○ ○

LP成30¥1月1日現在

（童付2厘

一
一

裁判官 検察官 報酬･俸給 地域手当 扶養手当
初任給

調整手当
月額の合計 6月期

期末手当

6月期
勤勉手当

12月期
期末手当

12月期

勤勉手当
年収合計額

最高裁長官 2,010,000 402,000 2,412,000 5,350,117 5,859,652 40,153,769

最高裁判事 検事総長 1 466,000 293 200 1 759,200 、 3,902,125 4,273,756 29,286,281

東京高裁長官 1 406,000 281 200 1 687,200 3,742,420 4,098,841 286087,661

高裁長官 東京高検検事長 1 302 000 ・ 260 400 1 562,400 3,465,598 3,795,655 26,010,053

次長検事,検事長 1 199 000 239 800 1 438,800 3,191,438 3,495,384 23,952,422
判1 検1 1 175 000 235 000 1 410,000 1,241,093 1,886,462 1 538,956 1,886,462 23,472,973

判2 検2 1 035 000 207,000 1 242,000 1,093 218 1,661 692 1 355,591 1 661,692 20,676,193

判3 簡○ 検3 965 000 193,000 1 158,000 1,019 281 1,549 307 1 263,908 1 549,307 19,277,803

判4 簡1 検4 818,000 163 600 981 600 864 012 1,313 299 1 071,375 1 313,299 16 341,185

判5 簡2 検5 706,000 141 200 847 200 745 712 1,133 483 924,683 1 133,483 14 103,761

判6 簡3 検6 副○ 634,000 126 800 760 800 669 662 1,017’887 830,381 1 017,887 12 665,417

判7 簡4 検7 副1 574 000 114 800 688
■

800 606 287 921,557 751,796 921,557 11 466,797

判8 検8 副2 516 000 103 200 619 200 545,025 828 438 675,831 828,438 10 308,132

簡5 副3 、 438 500 91 300 18,000 547 800 781,731 815 171 896,131 ､815,171 9 881,804

補1 簡6 検9 副4 421 100 87 820 18 000 526 920 751,590 782 824 861,579 782,824 9 501,857

補2 簡7 検10 副5 387,400 81 080 18 000 486 480 693,213 720 176 794,659 720,176 8 765,984

補3 簡8 検11 副6 364,500 76,500 18 000 459 000 616,183 637 510 706,357 637 510 8,105,560

補4 簡9 検12 副7． 341,200 71,840 18 000 431,040 578,210 596 758 662,826 596 758 7,607 032

楠5 簡10 検13 副8 319,200 67,440 18 000 19,000 423,640 566,067 396 “6 635,382 396 446 7 078 021

補6 簡11 検14 副9 304,100 64,420 18 000 30 900 417 420 ･ 540 541 377 692 606,729 377 692 6 911 694

補7 簡12 検15 副10 286,800 60,960 18 000 45 100 410 860 511 295 356 205 573,903 356 205 6 727 928

楠8 簡13 検16 副11 276 500 58,900 18 000 51 100 404 500 493 883 343 413 554,358 343 413 6 589 067

補9 簡14 検17 副12 254 100 54,420 18 000 70 000 396 520 437 339 301 870 490,891 301 870 6 290 210

補10 簡15 検18 副13 245 200 52,640 18 000 75 100 390 940 422 948 291,297 474,738 291 297 6,171 560

補11 簡16 検19 副14 ､238 500 51,300 18 000 83 900 391 700 394 584 270,459 442,901 270 459 6,078 803

補12 簡17 検20 副15 232,400 50,080 18 000 87 800 388 280 385 169 263,541 432,333 263 541 6,003 944

副16 221,000 47j800 18 00O 286,800 367 573 250,614 412,582 250,614 4,722 983

副17 213,200 46,240 18,000 277,“0 339 864 230,256 381,480 230,256｡ 4,511,136



○ ○

1裁判官及び検察官の項中, 『判｣， 「補j, ｢簡｣， 「検｣及び｢副｣は,それぞれ判事,判事補,簡易裁判所判事,検事及び副検事を示し,○印は,裁判官の報酬等に関す
る法律第15条の報酬又は検察官の俸給等に関する法律第9条の俸給を,アラビア数字は,前記両法律月幟の号を示す。
2地域手当は,東京都(特別区)(支給割合:20％)の場合の月額による(東京都(特別区)は1級地に骸当)。
3扶養手当は,配偶者(10,000円)及び子1人(8,000円)を扶養親族とする場合の月額による。
4初任給調整手当は,副検事には支給されない。

5聯5,簡10,検13,副8』から｢補12,簡17,検20,副15｣までの『月額の合計｣及び｢畠卵合雑｣の各欄は,初任給罷瀧手当を受ける者についての額を掲げた。

(注）

6期末手当及び勤勉手当は,各支給月ごとの月額を掲げた。

ただし, 「高裁長官｣及び｢次長検事･検事長｣以上の者は,期末手当(3.3月分)のみで,勤勉手当の支給はない｡また,｢判1～8｣，墹○～4｣， ｢検1～8｣及び｢副○
~2jの者は,期末手当(1.4月効及び勤勉手当(1.9月分)を,｢補1～4｣, ･｢簡5～9｣， ｢検9～12｣及び『副3～7｣の者については,期末手当(2.2月分)及ひ輸勉手
当(2-2月分)を, ｢補5｣, 『簡10｣,｢検13｣及び｢副8｣以下の者については,期末手当(2.6月分)及び勤勉手当【1.8月分)をそれぞれ掲げた。
なお,これらの手当の算定の基礎となる給与には,『補2｣， 「簡7｣， 「検10j及び｢副5｣以上の者については報酬又は俸給月額の25%を,｢補3,4｣, 「簡8,9｣, 「検11,
．12｣及び｢副6,7｣の者については報酬又は俸給月額の15％を加算した上,これらの者については更に綱別又は俸給月額にこれに対する地塀手当鋤ﾛえた額の20%を
加算し, ｢補5～8｣， ｢簡10～13｣,.｢検i3～16｣及び｢副8～11｣の者については報酬又は俸給月額にこれに対する地域手当鋤ﾛえた額の15%を, ｢補9,10｣, 「筒14,
151,「検17,18｣及び『副12,13｣の者については輔職又は俸給月額にこれに対する地域手当を加えた額の10%を, 「補11,12｣, 「簡ﾕ6,17｣, 「検19,20｣及び『副1
4～ﾕ6｣の者については報酬又は俸給月額にこれに対する地域手当を加えた額の5％を加算した。

亜
画

‐

一

ー



裁半U官-特男u勤務弓三舅当等Gご一つし、-て
（平成30年1月1日現在）

○

○

P

６

(注） 備考欄には，それぞれ対応する官職等を例示した。
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裁 判 官
管理職加
算の割合
(％）

役職段階
・別加算の
割合(％）

裁判官特別勤務手当（円）

裁判所の体

日における

特別勤務

平日深夜に

おける特別

勤務

備考

最高裁長官

最高裁，判事

東京高裁長官

その他の高裁長官

判1

判2

判3 簡特

判4 簡1

判5 簡2

判6 簡3

判7 簡4

判8

0 簡5

補1 簡6

補2 簡7

補3 簡8

補4 簡9

25％

ｔ
●

15％

20％ 18,000

12jOOO

10,000

6,000

5,000

内閣総理大臣

国務大臣・検事総長

内閣法制局長官

東京高検検事長

指定職

、

行H9級

行H8級

補5

補6

補7

補8

補9

補10

補11

補12

簡10

簡11

簡12

簡13

簡14

簡15

簡16

簡17

15％

10%

5％

8,500

7,000

6,000

4,300

3,500

3,000

行H7級 ‘

行H6級

行H5級

行H4級

行H3級



○裁判官及び裁判官の秘書官の年次休暇等に関する規程

（昭和60年12月18日最高裁判所規程第5号）

9

(抄）

裁判官及び裁判官の秘書官（以下「裁判官等」という。 ）
中

別休暇については、裁判官等以外の裁判所職員の例による。

の年次休嘱病気休暇及び特

(原文は縦書き）

○

一

○

64



下級裁判所の裁判官の休暇等の取扱要綱

13高等裁判所長官申合せ）
14－ 部 改 正）
9－ 部 改 正）
10－ 部 改 正）
11－ 部 改 正）
13－ 部 改 正）
25－ 部 改 正）
19－ 部 改 正）

(昭和52．
(昭和58．
(昭和61．
(平成3．
(平成5，
(平成8．
(平成11．
(平成15:．

●
●
●
●
■
●
●
●

１
１
１
１
１
６
１
６

１
１

’

1年次休暇

年次休暇の日数のうち10日は，できる限り, 7月21日から8月31日まで

の間（以下「夏期」という。）に取得させるものとすること。

2年次休暇の連続取得

(1)在職15年以上の裁判官については, .10年間に1回，本人の選択する時季

に，年次休暇を10日以上連続して取得することができるよう配慮するものと

すること。

（2）前項の定めによ.り年次休暇を取得しようとする裁判官は，下記の表記載の申

請期限までに,所属寺る裁判所の長(簡易裁判所に勤務する裁判官にあっては，

その所在地を管轄する地方裁判所の長。以下「所属庁の長」 という｡）に申請

するものとし，所属庁の長は，事務に支障がある場合を除き， これを承認する

○

〃

○

ものとすること。

3 夏期在宅研究等

（1）裁判官は,夏期に, 10日を超えない期間，記録の調査,法律の研究等のた

め，在宅研究を行うことができるものとすること。

65

年次休暇の連続取得の始期 申請期限

4月1日から9月30日 2月末日

｡ ●

10月1日から3月31日
ー

8月末日



。

の

(2) 夏期における年次休暇（2の定めにより取得するものを除く｡)，夏季休暇

及び前項の在宅研究は，特別の事由のない限り，併せて20日を超えないもの

とすること。

4 内国旅行

裁判官は， 1泊以上の私事旅行をする場合には，所属庁の長に旅行届を提出す

るものどする．こと。ただし，部の事務を総括する裁判官，支部長，司法行政事務

を掌理する裁判官又は所属庁の長にあらかじめ緊急連絡先（携帯電話の電話番号

を含む｡）を届け出ることにより，緊急時に連絡を取ることができる場合には，

これに代えることができるものとすること。

5外国旅行

, (1)裁判官は，外国へ私事旅行をする場合には，あらかじめ，所属庁の長（高等

裁判所長官，地方裁判所長及び家庭裁判所長にあっては，最高裁判所長官）の

承認を受けなければならないものとすること。

（2）裁判官の外国への私事旅行は，特別の事由のない限り，次に掲げる各要件を

○

備えていなければならないものとすること。

ア 日曜日，土曜日，休日，年次休暇又は特別休暇を使用するものであること。

イ ．事務に支障のないものであること。

ウ本邦と外交関係のある国又はこれに準ずる地域へのものであること。
○

〃
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緊急連絡先届

所属

氏名

1 現在の住居の電話番号

一 1■■■■■

○

2 自宅（1以外にある場合）の電話番号

一 一

、

3緊急連絡先（(1)又は(2)のいずれかの記載で足りる｡）
9

(1)世帯主等の氏名

続柄等
○

電話番号

ー ー

(2)携帯電話

【
一

67



●

(最高裁判所事務総局）

、

裁判所における出産・育児と仕事を両立させるための制度

、

1裁判官

裁判官の出産・育児と仕事を両立させるための制度としては，一般職国家公務

員と同様の制度として，以下のとおり，育児休業及び休暇制度がある。

○育児休業

○産前休暇

○産後休暇

○配偶者出産休暇

○育児参加休暇

○子の看護休暇

○短期介護休暇

○介護休暇

なお，裁判官には，明確な勤務時間の定めがないため，例えば，育児時間等の

制度は，設けられていない。

○

○

2裁判所職員

． ．裁判所職員の出産・育児と仕事を両立させるための制度としては，一般職国家

公務員と同様であり，具体的には別添一覧表のとおりである。なお，平成29年

1月1日から一部改正されており，主な改正点は，別添「仕事と育児・介護の両

立支援制度の関する人事院規則等の改正について」に記載のとおりである。

1 勺

68



育児と介瞳の両立支擾制度一覧

○

○

69

悶立支援策
利屈

男性

職貝

対象

女性

塊貝

制度の概要等

育
児
休
業
等

育児休巣

育児短時間勤務

育児時間

●

●

●

●

●

●
e

(概要）

(期”

(概劉

(期間）

噸要）

(期間）

子を養育するため,一定期間休業することを醒める制度

子が3歳に逮するまで

子を養育するため,週38時間46分より短い勤務時間で勘藷することを埋める制度 ．

子が小学枝就学の始期に逮するまで鋤涜時間は週10時間25分. 19時間35分,23時間15分‘24時間35分の中から職貝が
調根》 ．

子を養育するために, 1日の勤湾時間の－部を勤務しないことを露める制度

子が小学校就学の始期に達するまで､旧2時間以内“分単位） .

休
暇
制
度

産前休曜

産後休暇

保育時間

配偶者の出産休暇

育児参加のための体
暇

子の
も

饗腫休暇

短期介瞳休畷

介瞳休暇

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
の

●

●

(概要）

(期剛

趣
蝿

(…

(期間）

(橿到

(期間）

(擬到

(期間〉

ｊ
ｊ
要
間
概
期
く
く

１
１
要
間
噸
醐

《概要）

(期脚

6週間以内(多胎妊嬢の増合には14週間)に出産予定の女性職負に与えられる休畷

産前8週間(多胎妊鰻の場合には14週腿)前から出産の日まで

出産した女性職負に与えられる休暇

出産の翌日から8週間睦後6週間を経過した聡貝が申し出て.医師が支障がないと囲めた堀合には勤溺可能）

生後1年素溝の子を養青する職貝が授乳や庇児所等への送迎を行う増合に与えられる休畷

子が1寵に達するまで.1日2回それぞれ30分以内 ．

妻の出産に伴う入退院の付添い等を行う男性職具に与えられる休暇

2日

妻の産前崖後期間中に.当験出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性職具に与えられる体
暇

6日 。

小学校就学の始期に達するまでの子を義宵する職員が子を君瞳する必要がある場合に与えられる休暇

年5日(対象となる子が2入以上の場合は年10日）

配偶魯父母.子.祖父母.孫,兄飴姉妹等の介臘等を行う職貝に与えられる休暇

年5日(識となる要介睡者が2人以上の増合は年10日> .

配偶者.父母,子.祖父母.孫,兄弟姉妹等を介瞳する職員に与えられる休暇 ．

介腫を必要とする－の継統する状愈ごとに.3回を趨えず
醗顧品咀猛【1膳面左皇位塗る場合は1日4畦囮以内》

,かつ.通算して6月を超えない随圏内で拒定する期閥【1日又は1

そ
の
他

早出遅出勤迩

深夜勤務の制限

鈎罰勤務の免除

認調勤務の制限

ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制
(育児･介渡型）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ｊ
ｊ
鐸
蝿
く
く

(擬要）

(期卸

(概要》

(期間）

(概要）

(期間）

１
１
鐸
緬
く
く

小学校戯学の始期に逮する蜜での子を曇胃する唾負･放腺後児童ｸﾗプ等に通剤嘩杖仁就讐1誓型､ろそ奉迎茎又墜堂M
に行く職貝又は配偶者･父母･子等を介饅する職貝に, 1日の勤務時間を変更するこ壁<､始寮･終蒙時調を変更して勤務
することを罷める刷度

子が小学校就学の始期に途するまでの間.小学校に就学している子が放楳後児室ｸﾗプ等に通う間又は介溢を必要とする
間

小学校就学の始期に達する窯での子を養育する職貝又は配偶者，
宿日直勤務を含む｡)を劇限する側度

子が小学校戯学の始期に達するまで又は介眠を必要とする間

父母,子等を介歴する職員の深夜の勤務(超過勤務，

3鰹に運するまでの子を養育する職員又は配偶者，父母’子等を介腫する職貝の超過勤務を免除する制度

子が3歳に速するまで 、

小学校軌学の始期に達するまでの子を養
かつ年1卵時間以内に制限する制度

育する職貝又は配偶者.父母.子等を介瞳する唾貝の麺過勤務を月24時間以内

子が小学校就学の始期に達するまで又は介塵を必要とする間

始集及び終集の時刻について職貝の申告を考慮して.1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるように勤務時間を割
り振る制度 ．

育児を行う嘩負については.子が小学校6年生まで,介腹を行う唾員については,介股休暇の要件と同一

女
性
職
員
に
対
す
る
措
侭

深夜勤務及び時間
勤務の制限

外

健康診査及び保健指
導のための職務専念
義務免除

業務軽減

邇勤塑和

補食のための
扉念義務免除

｡

●

●

●

●

●

(標函

(期間）

《概到

(期間）

動
勵
擬
期
く
く

鰐蕊

(期間》

(概要》

<期間）
〃

妊産婦である女性職貝の深夜勤務及び正規の勤務時間以外の勘務を制限する制度.

妊産婦である期間 ．

妊産婦である女性職員が健康鯵塞及び保健樋導の受診のために勤務しないことを腿める制度

軽産蝿である期間

妊崖蝿である女性聴員の集務の軽減又は他の簡易な乗務に就かせることを腿める制度

妊産婦である期間
▲ ＝

妊樋中の女性職貝が通勤に利用まる交通機閣の混雑の程度が母胎又は賭児の健康保蒋
に､正規の勤務時閲の始め又は纏わりで勤藩しないことを篦める制度

妊騒中の期間. ･1日を通じて1時間を超えない施囲

に彰客があらと醒められ包芭さ

妊握中の女性職負が母体又は健康保持のため,適宜休息し･又は捕食するため1こ必要な時間･助窮しないこと琶鹿の⑤閲
度

妊姪中の期間



謁する人』』 Ⅱ

4

■通算じて6月を超えないj錠期間Z戯画内~ご最大3回まで分割(ﾉて目鴫すること力甸能

となりま乱

■介護蜘陽刎鰐を鵜す副哉員I式ま域取得を希望する期間、…について申出
を行いま或この申出は分割取得を希望しなし蝪合に包腰で説

■指定期濁の指定を受けだ後キ翻間右におばこ実際に休暇を目鴫する日等について請

求を行うことになります(手続が2段砦になり詞、。

‐

8

○

■要1麓の介測こめ1日d漢臓猫間の｢-部」を璽務しないこと力媚当である鬮合の
榊殿繍合）とじて､調調か噺溌れました。

■介調調式連続する3…内におしTC.1日につき力諜又I3終業に飾る2時

間(SO分単働を超えなし画漉内で月鳴できま或

り詳しい説明についてI式別添1を参照してく※介護休暇鮒割朋弓

ださい。

対象となる｢子Jの範囲に○ 摘卿調鯛帝曠につい~乙■宮鵬 言1月9 力又

陥
喧
一
一
一

一
伽
《
③1わゆる養子縁組里親としての職員に委託しようとした斌実親等の同意が得られな
かつたたぬ養育里親とLﾉて刎欝員に霊ﾓされた者

I

につしYては別添2を参照して＜ださしも※葱糊曜子綴目
（

■介護時間を承認され勤務しなかった時間がある場合であっても昇給･勤勉手当において

直ちに不利にならない取扱いとなり，耐つせて；介護休暇･育児休業等について:劃司卿
取扱いとなりました。詳細については給与事務担当者に照会じてくださ帆

70

F

Ⅳ介詞…に伴う給与の取扱いについて
０
，

三



○ ○

I I2－1介護のための両立支援制度の改正概要（介護休暇）別添1

■■－ー全一 一一一ロ =か一一 － 画＝

’（1）概要

：
’

同居不要：酬禺者、父母、子、配偶者の父母・
同居必要：祖父母、孫、兄弟姉妹、

父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、 ､配偶者の子
虻跡 子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹

配偶者の父母の配偶者、子の配偶毒配偶者の子ゴ

ロ
ー
●
ａ
■
■
。
。
■
■
■
・
皿
ｇ
■
■
■
０
０
６
日
Ｂ
ｇ
ｐ
ｑ
＆
■
Ⅱ
■
９
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題孕 ○通算6か月までの3回以下の期間（指定期間）内（要介護状態ごと）
※指定期間は、職員の申出に基づき、割振り権者が指定

○最初の承認の日から連続する6か月の範囲内（要介護状態ごと）

’’

①必要事項と介護休暇を取得しようとする日を休暇簿に記入、請求
※1日から請求可能だが、初回婿求時は2週間以上まとめて請求
休暇を取得しない日も含め、暦日で2週間分の予定を立てて請求する．
②割振り権者は、公務の運営に支障がない場合は承認
③以後、 6か月の期間内で職員が休暇を都度請求（①②同様。休暇簿使用）

現行 改正後

（1）概要

○要介護者（※）の介護のため勤務しないことが相当である場合の無給休暇
※2週間以上負傷・疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある対象家族

○全日の休暇及び時間単位の休暇（～4時間）が取得可能
[民間労働法制では介護休業に相当］

猟ﾃ同様

（2）対象家族 （2）対象家族

（3）休暇の期間 （3）休暇の期間

（4）承認・請求手続

①必要事項と休暇取得を希望する期間（指定期間）を休暇簿に記入、申出
②割振り権者は、原則職員の申し出た期間を指定期間として指定

③介護休暇を取得しようとする日を休暇簿に記入して提出、請求
※1日から請求可能だが、各指定期間の初回請求時は2週間以上まとめて請求

休暇を取得しない日も含め、暦日で2週間分の予定を立てて請求する

④割振り権者は、公務の運営に支障がない場合は承認
⑤以後、指定期間内で職員が休暇を都度請求（③④同様。休暇簿使用）

（4）承認・請求手続

2段階化



○ ○

’ I2－2介護のための両立支援制度の改正概要（介護休暇以外）改

I介護時間 . －－－
ﾛ■■= 一一

’
一一一 一一一

~ﾃ1
（1）柵要 ’（3）休暇の期間

一一

’Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
ｉ
１
１
１
ｌ
９

１
○要介護者の介誰のため1日の勤務時間の二音陸勤務しないことが相当
である場合の無給休暇

○民間労働法制では所定労働時間の短縮措置に相当 ’
○最初の承認の日から連続する3年の期間内（要介護状態ごと）
※指定期間は除く。

ー －－－－一

（4）承認・請求手続 I
※改正後の介護休暇と同様

‐

①必要事項と介護時間を取得しようとする日・時間を休暇簿に記入、請求
※1日から請求可能だが、できる限り多くの期間についてまとめて請求する
②割振り権者は、公務の運営に支障がない場合は承認
③日時を変更する場合は､取消し又は追加で承認(休暇簿を使用。）

同居不要：配偶者、父母ふ子、配偶者の父母、祖父母、孫､･兄弟姉妹
同居必要：父母の酬禺者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子

一 ノ

|
－ローーー ■ －一一

’介護のための超過勤務の免除 一一ー一一・ー－=■■■■一■ー■ 望 一画一一F一両
－ロエ P － －－－

’
－ー一一一 L

1
討
函

（1）概要

I

’

’
（3）請求の単位

１
１

○要介護者の介護をする職員が請求した場合、超過勤務（※）をさせない
※災害等避けることのどきない事由による臨時の勤務を除く

○公務の運営に支障がある場合は除く
’○1年単位又は月単位（1年未満に限る）

（4）承認‘請求手続
一一一ー一 b､

’
（2）対象家族、 ※改正後の介護休暇と同様

｜

’
①必要事項と請求する期間を超過勤務制限請求書に記入、請求

②割振り権者は、公務の運営の支障の有無について速やかに職員に通知
同居不要：配偶者、父母、
同居必要：父母の配偶者、

子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
酬禺者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子

L
ノ
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フレヅクスタイム制、早出遅出勤務、深夜勤務の制限及び超過勤務の制限について、介護休暇と同様に対象家族の同居要件を緩和。○短期介護休暇

■ 一二 .丑

＝ コーー島一
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別添2

I■ 蕊
鋤
壗
睡｢特別養子縁組」と『養子縁組里親」

//言養子縁組里親＞特別養子縁組
･要保護児童『6歳未満」の福祉を最
優先にした養子縁組制度
･実親との法律上の関係は「終了』
・家庭裁判所による「審判」が必要
”離縁がr不可能』
、戸籍の続柄は「長男・長女』など

{'~槽溌蒔濡麺~一~ー~~一~~~~~~~、
‘ ・養子になれる子の「年齢制限なし』 ｜
｜ ・実親との法律上の関係は「継続」
| ・養子が未成年の場合は､家庭裁判所に !
(_主る_畷迩』._倉泌臺_蓋_-.--.-.---.____〃

・義子縁組を「前提として」、要保護
児童(18歳未満)を養育する里親制度
“養育費の支払い『あり」
・里親手当の支払い「なし｣．

ダーーーーーｰー!■■'■■ーｰ＝一再‘■■ー~■■‐~ーーｰ一一ｰ一一ｰー、

『【養育里親】
、

！ ・養子縁組を「前提とせず」、要保護児｜
｜童(18歳未満)を養育する里親制度
｜ ･里親手当の支払い「あり』

|､_差謹塞確具_識圃喧哩』__豊ノ

､

燕養子緯組と里親制度により､児童相談所から子どもを迎える場合は以下のとおり

｡児童相談所へ問い合わせ、必要とされる研修（養子縁組里親は現行なし）の受講
ゞ申請中に児童相談所の家庭訪問‘調査（欠格事由非該当を確認）

里親認定
･都道府県の児童福祉審議会里親認定部会での審査を受けて、知事が里親認定
･東京都では、申請から登録までSか月～6か月程度、2年毎に登録更新

｡児童相談所より里親委託の打診、面会や交流（マッチング期間はsか月程度）

里親委託開始
・実親や親権者の同意が得られず､養子縁組里親となる二
とを希望しているものの、養育里親となる場合がある
・委託児童が乳児の場合は特別養子縁組が優先されるが、
不可能な場合は普通養子縁組を選択することとなる

_）
－

壼
一通養子縁組の許可立寺別養子縁組の

。試験養育期間は問われない
。養子が15歳未満の場合は、親権者の
同意が必要

二6か月以上の試験養育期間
(監護期間）が必要
･実親が不同意でも特例あり （虐待）

三一 P－
雷翻距

許可、養子縁組の手続ロ|画

里親委託解除里親委託解除
・ 審判確定後、養親となる
・ 10日以内に戸籍法の報告的届出

・ 普通養子縁組の手続（届出・受
理）を経て、養親となる

イ
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、

’山
職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするため、裁判官が外
国で勤務等をする配偶者と生活を共にするための休業に関する制度、

{概要）概要
－

、／

○ （1）休業の事由

裁判官が､外国での勤務その他の最高裁判所規則で定める事由によ
り外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と､当該住所又は
居所において生活を共にすること

（2）休業の請求及び承認

裁判官が休業を請求した場合において､最高裁判所が裁判事務等の
運営に支障がないと認めるときは､休業を承認することができる。

（3）休業の期間

3年を超えない範囲内(この範囲内であれば原則1回の延長可）
(4)休業の効果

裁判官としての身分は保有するが職務に従事せず､報酬その他の給
与を受けない。

の失寅
一
一
一

(5 の○
ア休業している裁判官が裁判官弾劾法第39条の規定により職務を停
止された場合､配偶者が死亡又は当該休業をしている裁判官の配偶
者でなくなった場合には､休業の承認が失効

イ休業している裁判官から休業の承認の取消しの申出があった場合、
配偶者と生活を共にしなくなった場合等には､最高裁判所は休業の承
認を取消し

1

（6）退職壬当の在職期間の取扱い

休業をした期間の全期間を除算

ノ民

74



裁判官が他の職務に従事する場合の許可等について

平3． 12． 27人能A第14号

高等長官，地方，家庭所長，

最高事務総局局課長， 3研修

所長，最高図書館長宛て事務

総長依命通達
、

○
改正 平4人能A第18号

平6人能A第27号

平13人能A第8号

平16人能A第11号

平17人能A第001716号

平28人能第311号

、

裁判官が他の職務に従事する場合（一定事項の調査，研究，執筆等に継続的又は

定期的に従事する場合を含む。以下同じ。 ）の裁判所法（昭和22年法律第59号）

第52条第2号の規定による最高裁判所の許可等について下記のとおり定めました

ので， これによってください。

記．

第1 報酬を得て他の職務に従事する場合

1裁判官が報酬（旅費,･宿泊料等実費弁償に相当するものを除く。以下同じ。 ）

を得て他の職務に従事する場合の裁判所法第52条第2号の規定による最高裁

判所の許可は，その従事しようとする職務が裁判官としての職務の遂行に支障

がないと認められる場合その他同法の精神に反しないと認められる場合に限り

行う。

○
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2最高裁判所は，裁判官が報酬を得て大学等の講師の職を兼ねる場合（継続的

又は定期的に兼ねる場合に限る。 ）の許可の権限を，下級裁判所に勤務する裁

判官（高等裁判所長官を除く。 ）については高等裁判所長官に,最高裁判所に

勤務する裁判官のうち別表の左欄に掲げる裁判官については同表の右欄に定め

る者に，それぞれ委任する。

3 2の定めによる許可は，平成4年6月26日付け最高裁人能A第17号事務

総長依命通達「裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の兼業の許可等に

ついて」 （以下「兼業通達」という。 ）記第4の2の(1)及び(2)に掲げる基準に

該当する場合に限り行う。ただし， この基準によることができない特別の事情

がある場合には，最高裁判所の承認を得て許可することができる。

第2報酬を得ないで他の職務に従事する場合

’ 裁判官は，報酬を得ないで，国，地方公共団体又は公共的団体に設置された

委員会，協議会又は審議会（これらと同種のものを含む。以下「委員会等」 と

いう。 ）で中央官庁（日本弁護士連合会を含む。以下同じ。 ）に設置されたも

のの委員，幹事又は評議員（これらと同種のものを含む。以下「委員等」 とい

う。 ）の職を兼ねる場合には,．あらかじめ最高裁判所の許可を受けなければな

らない。

2裁判官は，報酬を得ないで，他の職務に従事する場合（1に定める場合を除

く。 ）には，あらかじめその所属する裁判所の長（簡易裁判所に勤務する裁判

官にあってはその所在地を管轄する地方裁判所の長，最高裁判所に勤務する裁

’ 判官のうち別表の左欄に掲げる裁判官にあっては同表の右欄に定める者。以下

「所属庁の長』 という。 ）の許可を受けなければならない。ただし，次に掲げ

る団体の役員の職を兼ねるときは， この限りでない。

（1）兼業通達記第2のただし書の1から5までに掲げる団体

（2） (1)に掲げる団体に準ずる団体であって，所属庁の長がその団体の役員の職

． を兼ねることが裁判官の職務の遂行に支障を及ぼさないことが明白であると

○

○
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1

少

認めて指定するもの

3 1又は2の定めによる許可については，第1の1の定めを準用する。

4所属庁の長は，委員会等（中央官庁に設置された委員会等を除く。 ）の委員

等の兼職を許可する場合には，最高裁判所の承認を得なければならない。ただ

し，委員会等で地方公共団体に設置されたもの並びに各弁護士会に設置された

資格審査会，懲戒委員会及び綱紀委員会の委員等の兼職を許可するときは， こ

の限りでない。

5 4の定めにより最高裁判所の承認を求める場合には，当該委員会等の設置目

的及び構成， 当該委員等の職務内容，職務に従事する時間等を明らかにした条

例，設置要綱等の資料を添付する。

第3許可手続

1 裁判官は，裁判所法第52条第2号の規定又は第2の定めによる許可（以下

『兼職の許可」 という。 ）を申請する場合には，事前に相当の期間をおいて，

所属庁の長に対し，別紙様式による『裁判官兼職許可申請書」 2部を提出しな

ければならない。

2所属庁の長は， 申請に係る兼職の許可の権限を有しない場合には，当該申請

に対する意見を付.した上， 申請書をその権限を有するものに送付する。

3兼職の許可の権限を有するものは， 申請を許可し，又は許可しなかった場合

には， 申請書にその旨を記載して， 1部を保管し， 1部を申請者に（2に定め

る場合にあっては，所属庁の長を経由して）交付する。

． 4兼職の許可を受けた裁判官は，てん補等による所属庁の変更があった場合に

は， 1箇月以内に改めて兼職の許可の申請をしなければならない。

第4許可の期間

兼職の許可の期間は， 2年以内とする。

第5委員会等の委員等への推薦．

、1 委員会等の委員等への委嘱について関係機関から裁判官の推薦依頼があった

○

○

『

77



‘

場合の推薦は，委員会等で中央官庁に設置されたものの委員等については最高

裁判所が，その他の委員会等の委員等については所属庁の長が行う。

2所属庁の長は， 1の定めによる推薦をする場合には，委員会等で地方公共団

体に設置されたもの並びに各弁護士会に設置された資格審査会,懲戒委員会及

び綱紀委員会の委員等にその所属の裁判官を推薦するときを除き，最高裁判所

の承認を得なければならない。

3 1の定めによる推薦については第1の1の定めを， 2の定めにより最高裁判

所の承認を求める場合には第2の5の定めを,･それぞれ準用する。

4裁判官が最高裁判所又は所属庁の長の推薦により委員会等の委員等の職を兼

ねる場合は，裁判所法第52条第2号の規定による許可又は第2の1若しくは

2の定めによる許可を受けたものとみなす。

第6研修会等講師の推薦

1研修会，講演会等の講師への裁判官の推薦は，所属庁の長が行う。

2兼業通達記第10の後段の定めは， 1の推薦について準用する。

○

(別紙様式添付省略）

○
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少

(別表）

谷〕

○

B

○

79
I

1 首席調査官

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

最高裁判所図書館長

最高裁判所長官

2 事務総局に勤務する裁判官

裁判所調査官 ・

各研修所に勤務する裁判官

(1に掲げる者を除く｡）

最高裁判所事務総長



裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の兼業の許可等

について

平4． 6‘ 26人能A第17号

高等長官，地方，家庭所長，

最高事務総局局課長， 3研修

所長，最高図書館長あて事務

総長依命通達

0

○

改正 平6人能A第29号

平13人能A第2号

平17人能A第001612号

平20人能A第004112号

平27人能第35‘4号

平28人能第601号

平29人能第40号

以下｢職員」 という。 ）の兼業の

I

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員（以下「職員」 という。 ）の兼業の
■

可竺について下記のとおり定めましたので，裁判所職員臨時措置法（昭和26年
○

許可等について下記のとおり定めましたので，裁判所職員臨時措置法（昭和26年

法律第299号）において準用する国家公務員法（昭和22年法律第120号。以

下「法」 という。 ）並びに裁判所職員に関する臨時措置規則（昭和27年最高裁判

所規則第1号）において準用する人事院規則14－8 （営利企業の役員等との兼業

） ，職員の兼業の許可に関する政令（昭和41年政令第15号。以下「政令」 とい

う。 ）.及び職員の兼業の許可に関する内閣官房令（昭和41年総理府令第5号。以

下「内閣官房令」 という。 ）に規定するもののほか， これによってください。

、記

第1 用語の定義
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1 この通達において,.次に掲げる用語の意義は，それぞれ次に定めるところに

よる。

（1）役員等会社その他の団体の役員，顧問又は評議員をいう。

（2）営利企業兼業営利企業の役員等の職を兼ね，又は自・ら営利企業を営むこ

とをいう。 「自ら営利企業を営むこと」 とは，職員が自己の名義で商業工

業，金融業等を経営する場合をいい（以下「自営」 という。 ） ，名義が他人

であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該

当する。

この場合において,農業,牧畜,酪農ﾙ果樹栽培,養鶏等にあっては大規

模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断されると．き，太陽光電・

気（太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。以下同

じ。 ）の販売にあっては販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワ

‘ ツト以上であるとき又は不動産若しくは駐車場（以下「不動産等」という｡ ）

の賃貸にあっては次のいずれかに該当するときは， 自営に当たるものとして

取り扱うものとする。 ．

ア不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合 ．

．㈱独立家屋の賃貸については，独立家屋の数が5棟以上であること。

（ｲ）独立家屋以外の建物の賃貸についてはル貸与することができる独立的

に区画された一の部分の数が10室以上であること。

（ｳ） 土地の賃貸については，賃貸契約の件数が10件以上であること。 ．

‘工）賃貸に係る不動産が劇場，映画館，ゴルフ練習場等の娯楽集会，遊技

等のための設備を設けたものであること。

鮒賃貸に係る建物が旅館，ホテル等特定の業務の用に供するものである

こと。

イ駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合

閃建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。

！
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（ｲ）駐車可能台数が10台以上であること。

ウ不動産等の賃貸に係る賃貸料収入の合計額が年額500万円以上である

場合

エア又はイに掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合

（3）有報酬兼業報酬（旅費，宿泊料等実費弁償に相当するものを除く。以下

同じ。 ）を得て，団体（営利企業を除く。 ）の役員等の職を兼ね，その他事

業に従事し，又は事務を行うことをいう。

（4）無報酬兼業報酬を得ないで，団体（営利企業を除く。 ）の役員等の職を

兼ねることをいう。

2法第103条第2項及び第104条の規定中「所轄庁の長j とあり，並びに

政令第1条及び内閣官房令の規定並びにこの通達中「所属庁の長」 と.あるのは，

承認又は許可を受けようとする職員の所属する庁の長（最高裁判所事務総長に．

ついては最高裁判所長官，最高裁判所に勤務する職員（最高裁判所事務総長を

除く。 ）については最高裁判所事務総長，簡易裁判所又は検察審査会に勤務す

る職員についてはその所在地を管轄する地方裁判所の所長） とする。

第2無報酬兼業の制限

職員は，無報酬兼業をする場合には，あらかじめ所属庁の長の許可を受けなけ

ればならない。ただし，次に掲げる団体の役員等の職を兼ねる場合は， この限り

でない。

1 国家公務員等共済組合連合会及びこれに設置された機関

2．裁判所の職員又は法曹関係者を構成員とし，その親ぽく，互助，研さん等を

目的とする団体

、3居住地域の町内会及び自治会

4子弟の学校のPTA

5 出身学校の同窓会，同期会等の親ぽく団体

6 1から5までに掲げる団体に準ずる団体であって，所属庁の長がその団体の

○
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役員等の職を兼ねることが第4の1の(1)から(4)までの定めに該当しないことが

明白であると認めて指定するもの

3 営利企業兼業の承認

営利企業兼業については，次に定める場合のほかは,承認することができない。

1 不動産等の賃貸に係る自営を行う場合で，次に掲げる基準のいずれにも適合

すると認められるとき。

（1）職員の官職と承認に係る不動産等の賃貸との間に特別な利害関係又はその

発生のおそれがないこと。

（2）入居者の募集，賃貸料の集金，不動産の維持管理等の不動産等の賃貸に係

る管理業務を事業者にゆだねること等により職員の職務の遂行に支障が生じ

ないことが明らかであること。

（3） その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

2太陽光電気の販売に係る自営を行う場合で，次に掲げる基準のいずれにも適

合すると認められるとき。

（1）職員の官職と承認に係る太陽光電気の販売との間に特別な利害関係又はそ

の発生のおそれがないこと。

（2）太陽光発電設備の維持管理等の太陽光電気の販売に係る管理業務を事業者

に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであ

ること。

（3） その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

8不動産等の賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業に係る自営を行う場合で，

次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。

（1）職員の官職と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがな

いこと。

（2）職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等に

より，職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。

第3

○

9

○

&

83



（3） 当該事業が相続，遺贈等により家業を継承したものであること。

（4） その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

4有報酬兼業及び無報酬兼業の許可

1有報酬兼業又は無報酬兼業の申請が次のいずれかに該当する場合には， これ

を許可してはならない。

（1） 当該兼業のため勤務時間を割くことにより，職務の遂行に支障が生ずると

認め.られる場合

（2） 当該兼業による心身の著しい疲労のため，職務遂行上その能率に悪影響を

． 与えると認められる場合

（3）裁判所と当該兼業先との間に取引関係等の特殊な関係があるなど当該兼業

をすることが裁判所の職務の公正に疑義を生じさせるおそれがあると認めら

れる場合

（4） 当該兼業をすることがその官職の信用を傷つけ，又は官職全体の不名誉と

なるおそれがあると認められる場合

2職員が報酬を得て大学等の講師の職を兼ねる場合（継続的又は定期的に兼ね

る場合に限る。 ）の許可は，次に定める基準に該当する場合に限り行うことが

できる。ただし， この基準によることができない特別の事情がある場合には，

最高裁判所の承認を得て許可することができる。

（1）担当する授業時間が官庁の執務時間外であること。

（2）担当する授業時間数が次の範囲内であること。

ア講師の職を兼ねる期間が3箇月以上である場合には，授業時間数が1週

間につき2時間を超えないこと。 、

イ講師の職を兼ねる期間が3箇月未満である場合には，授業時間数が1週

間につき6時間を超えないこと。

3職員が国に設置された委員会，協議会又は審議会（これらと同種のものを含

む。 ）の非常勤の職員委員，幹事又は評議員（これらと同種のものを含む。 ）

第4
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U

の職を兼ねる場合の許可は，最高裁判所の承認を得て行う。

第5兼業の承認又は許可の申請手続

1職員は，営利企業兼業の承認又は有報酬兼業若しくは無報酬兼業の許可（以

下「兼業の承認又は許可」という。 ）を受けようとする場合には，事前に相当

の期間をおいて，所属庁の長に対し，別紙様式第1による「営利企業兼業承認

申請書(不動産等の賃貸) j ;別紙様式第2による｢営利企業兼業承認申請書

（太陽光電気の販売）若し･くは別紙様式第3による「営利企業兼業承認申請書

（不動産等の賃貸及び太陽光電気の販売以外） 」又は別紙様式第4による「兼

業許可申請書」 ・2部（営利企業兼業の承認を申請する場合及び最高裁判所の許

可を必要とする場合にあっては，3部)を提出しなければならない。

2 営利企業兼業承認申請書には，次に掲げる資料を添付しなければならない。

（1） 不動産等の賃貸の場合

ア不動産等の状況を明らかにする書面（不動産の登記簿謄本，不動産の図

面等）

イ賃貸料収入額を明らかにする書面（賃貸契約書の写し等）

ウ不動産等の賃貸に係る管理業務の方法を明らかにする書面（不動産管理

会社に対する管理業務委託契約書等）

エ‘事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合にお

いては， 当該事業主の氏名及び職員との続柄並びに職員の当該事業への関

・与の程度を明らかにする書面

オその他参考となる資料

（2）太陽光電気の販売の場合

ア太陽光電気の販売に係る太陽光発電設備の定格出力を明らかにする書面

（太陽光発電設備の仕様書の写し等）

イ太陽光電気の販売の内容を明らかにする書面（太陽光電気の販売契約書

の写し等）

○
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ウ太陽光電気の販売に係る管理業務の方法を朋らかにする書面（事業者に

管理業務を委託する契約書の写し等）

エ事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合にお

いては， 当該事業主の氏名及び職員との続柄並びに職員の当該事業への関

与の程度を明らかにする書面

オその他参考となる資料

（3） (1)及び(2)以外の営利企業兼業の場合

ア当該事業の概要を明らかにする書面（事業報告書，組織図，事業場の見

取り図等）

・ イ使用人及び親族で当該事業に従事するものの人数並びにそれらの者と職

員との続柄を明らかにする書面

ウ事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合にお

いては，当該事業主の氏名及び職員との続柄並びに職員の当該事業への関

与の程度を明らかにする書面

ェ職員が当該営利企業を営むことを必要とする事情を明らかにする書面

オその他参考となる資料

3兼業の承認又は許可を受けた職員は，昇任，転任，配置換，併任等による官

職等の異動があった場合には， 1箇月以内に改めて兼業の承認又は許可の申請

をしなければならない。ただし，官職について実質的な異動がない単なる昇格

の場合及び官職に異動がなく，かつ，職員の所属する庁の長を異にしない配置

換の場合並びに併任の解除及び終了の場合は， この限りでない。

第6兼業の承認又は許可の手続

1 営利企業兼業の場合

（1）所属庁の長は， 申請を承認することが相当であると認めた場合には，兼業

承認申請書'部(職員が自ら営利企業を営む場合には,第5の2に定める資

料を含む。 .）を添付して最高裁判所に承認の上申をする。

○
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（2）所属庁の長は， (1)の上申について最高裁判所から承認又は不承認の通知が

あった場合には，兼業承認申請書にその旨を記載して， 1部を保管し， 1部

を申請者に交付する。

（3）所属庁の長は， 申請を承認することが相当でないと認めた場合には，兼業

承認申請書にその旨を記載して， 1部を保管し， 1部を申請者に交付し，最

高裁判所に兼業承認申請書1部を添付して承認しなかった理由を報告する。

2有報酬兼業の場合

（1）所属庁の長は，最高裁判所の許可を必要とする申請を許可した場合には，

兼業許可申請書にその旨を記載して， ’部を保管し， 2部を最高裁判所に提

出する。この場合において，最高裁判所が当該申請を許可し，又は許可しな

かったときは，所属庁の長は，保管している兼業許可申請書にその旨を記載

し，最高裁判所から返戻された兼業許可申請書1部を申請者に交付する。

（2）所属庁の長は， (1)の申請を許可しなかった場合には,.兼業許可申請書にそ

の旨を記載して， 1部を保管し， 1部を申請者に交付し，最高裁判所に兼業

許可申請書1部を添付して許可しなかった理由を報告する。

（3）所属庁の長は， 申請（(1)の申請を除く。）を許可し，又は許可しなかった

場合には, ･兼業許可申請書にその旨を記載して， 1部を保管し， 1部を申請

者に交付する。

3無報酬兼業の場合

所属庁の長は， 申請を許可し，又は許可しなかった場合には, ‘兼業許可申請

書にその旨を記載して， 1部を保管し’ 1部を申請者に交付する。

7兼業の承認又は許可の期間

兼業の承認又は許可の期間は， 2年以内とする。

8 勤務時間を割く必要がある場合の承認．

1職員は，有報酬兼業の許可を受けた場合において，現実に勤務時間を割くと

きには，その都度所属庁の長の承認を得なければならない。
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2職員は，勤務時間を割くことの承認を得ようとする場合には，事前に書面に

より所属庁の長に申請しなければならない。

第9委員会等の委員等への推薦

1 国，地方公共団体若しくは公共的団体に設置された委員会，協議会若しくは

審議会（これらと同種のものを含む。以下， 「委員会等」 という。 ）の非常勤

の職員委員，幹事又は評議員（これらと同種のものを含む。以下「委員等」

という。 ）への委嘱について関係機関から職員の推薦依頼を受けた場合の推薦

は，所属庁の長が行う。

2所属庁の長は， 1の定めにより国に設置された委員会等の委員等に職員を推

薦する場合には，最高裁判所の承認を得なければならない。

3 1の定めによる推薦については，第4の1の定めを準用する。

4 2の定めにより最高裁判所の承認を求める場合には，職務への支障の有無に

ついての意見を付した上，当該委員会等の設定目的および構成， 当該委員等の

職務内容，職務に従事する時間，報酬の有無及び金額等を明らかにした条例，

設置要綱等の資料を添付する。

. ‘ 5職員が所属庁の長の推薦により委員会等の委員等の職を兼ねる場合には，法

第104条の規定又は第2の定めによる許可を受けたものとみなす。

第10研修会等講師の推薦 ・

研修会，講演会等の講師への職員の推薦は，所属庁の長が行う。この場合にお

いて，所属庁の長は,当該研修会，講演会等が国，地方公共団体又は公共的団体

の行うものであり，その目的，趣旨，講義内容j対象者等の諸般の事情を総合し

・て裁判所の職務の公正に疑義が生ずるおそれがないことが明白であり，かつ，事

・務の円滑な運営に支障を生じさせないものである場合に限り，推薦するものとす

8
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第11 兼業台帳の備付け等

1兼業台帳の備え付け
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高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所は，別紙様式第5の「兼業台帳」を

備え付ける。 ．

2兼業台帳の写しの送付

地方裁判所及び家庭裁判所は，毎年1月31日までに前年分の兼業台帳の写

しを高等裁判所に送付し，高等裁判所はこれを取りまとめた上， 自庁の兼業台

帳の写しと共に毎年2月10日までに最高裁判所に送付する（送付書不要） 。
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平成24年2月24日

職 員各位
』

最高裁判所事務総局人事局能率課

、 インターネットを利用する際の服務規律の遵守について

昨今，掲示板，ブログなどのインターネット上のサービスを利用した個人によ･る

情報発信が広がってきている中，掲示板上に個人情報が掲載され不特定多数人が閲

覧できる状態になっていたという事例や, ‘公務員が職務上知り得た秘密に当たる可

能性のある情報が発信されていたという事例など，インターネットの不適切な利用

に関する報道もされているところです。

裁判所職員がインターネット上のサービスを利用して職場や職務に関わる情報を

発信する場合，その内容によっては国家公務員法上の守秘義務に抵触する可能性が

あるほか，守秘義務に抵触しない場合でも，事件関係者を侮辱したり誹誇中傷した

りするような内容が含まれていれば，同法上禁止されている信用失墜行為に該当す

ることもあります。

ついては，裁判所職員として法規を遵守することについて重い職責を負っている

ことを改めて認識し，国民からの信頼が損なわれることのないように，イ･ンターネ

ットの利用に際してば， より一層の注意を心掛けてく・ださい。

○

○

タ
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平成2．5年7月19日

職 員各位

最高裁判所事務総局人事局能率課

インターネットを利用する際の服務規律の遵守について

この度，総務省から，他の行政府省におけるインターネットの不適切な利用を踏

まえて，別添の「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」

（以下「留意点」 という。 ）が示されました。

裁判所においては，平成24年2月24日付けで当課から「インターネットを利

用する際の服務規律の遵守について」と題する書面を発出し，インターネット上の

サービスを利用して情報を発信するに際しては， より一層の注意を心掛けるよう，

お知らせしたところです。

裁判所職員が,来庁者や事件関係者等を侮辱又は誹誇中傷するなどした場合には，

国家公務員法上禁止されている信用失墜行為に該当する可能性があり，また，職場

や職務に関する情報を発信した場合には，その内容によって同法上の守秘義務に抵

触する可能性もあります。

ついては，裁判所職員としての重い職責を改めて自覚し，国民からの信頼を損ね

ることのないよう，インターネットの利用に際し，留意点に記載されている事項を

参考にして，服務規律の遵守に努めてください。

○

○
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動総務省
IvilC蝿撫:醐鯉野輯”und!云・‘｡,･･･100｡『｡,絲三帝

国家公務員のソーシャルメディア
の私的利用に当たっての留意点

総務省人事。恩給局

平成25年6月
○

樹;．.･ｳ鳥泌。 ：. ． 、P･ =､､■ ｡ ●

識鯉

1．はじめに
写 画■ー

II 目的ー~‐ ー二 ．』

○本来、ソーシャルメディアの私的利用は、個人の自覚と寅任において、自由に行

うべきものであることは言うまでもありませんが、ソーシャルメディアに関する

重大な問題事例が発生した事態に鑑み、以下に記載するソーシャルメディアの特

性を踏まえて、ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点をよく理解し
墨一

て利用するよう注意を促すものです。

○

万五iさ■
‐ー■一シャル〆読 一

＝■ー .＝～ . ．＝一二 一一.■

○「ソーシャルメディア」とは、ブログ、ソーシャルネットワーキングサービス、

動画共有サイトなど利用者が情報を発信し、形成していくメディアをいいます。

利用者同士のつながりを促進する様々なしかけが用意されており、互いの関係を

鶏層
視覚的に把握できるのが特徴であるとされています。

－
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2ソーシャルメディアの特性(その1）
一一一

一ﾏ 五一ざテーー冒 写● 二
’＝ーー▽■一ー 呂弓ロー－ーー■画 ,で－◆ .ー = ■一

'○発言の一部分が切り取られる等により、本人

の意図しない形で伝播するおそれがあること。

○手軽かつ即時に発信できるという強みがある

反面、熟考することなく発信してしまう利用

者が多いこと。

○匿名での発信や氏名又は所属する組織の一部

を明らかにせすに行う発信であっても、過去

の発信等から発信者又はその所属する組織の

特定がなされるおそれがあることや、国家公

務員としての発信とみられる場合には、組織

や職員の評判に関わるおそれがあること。

○一旦発信を行うと、インターネットその他の

情報通信ネットワークを通じて急速に拡散し

・てしまい、当該発信やアカウントを削除して

も第三者によって保存され､半永久的に拡散

され続けるおそれがあること。

○様々な属性や価値観、意見を有する者が利用

する公共的な空間であること。特定の閲覧者

の間での発信であったとしても、閲覧者が内

容を転載し、更に第三者が引用する等により

拡散されるおそれがあること。

』

○

。

2．ソーシャルメディアの特性(その2）
－

－ー~＝一 陣一

○発信の一つ一つは断片的な情報を内容とする

ものであっても、複数の断片的な情報を組み

合わせ、又は他の情報と照らし合わせること

により､特定の内容を有する情報として理解，

されるおそれがあること。また、－つ一つの

発信の内容には特段の問題がない場合であっ

ても、全体として不適切な内容と取られるお

それがあること。

○人間関係をインターネット上に可視化するサ

ービスであるため、匿名で利用するインター

ネット上のサービスと比較して、人間関原に

まつわるトラブルが生じやすいこと。

○継続的なつながりのある者同士でメッセージ

を交換する場合には、軽率に不適切な内容を’

発信しだり、他の者の発信の内容について自

らその真偽を確認せずに拡散させたりしてし

まいがちであること。

○
】

1
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S.ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点
(1)国家公務員として特に留意す答き事褒-－－ 一一一

○所属又は氏名の一部又は全部を明らかにして

発信する場合においては、その発信が自らが

所属する組織の見解を示すものでない旨を自

己紹介欄等であらかじめ断ることが必要であ

ること。

また、その旨を断ったとしてもなおその発

信が当該組織の見解であるかのように誤解さ

れ《一人歩きするおそれがあることから、発

信の内容が個人の見解に基づくものである場

合には、その旨が明確に分かるような記述を

心がけること。さらに、職務に関連する内容

については、発信の可否も宮め、慎重に取り

扱うこと。

ること。 、

｡特に、国家公務員法に規定する嘗秘義務、 ､信

用失墜行為の禁止や政治的行為の制限に違反

する発信を行わないこと。蔵お、次に掲げる

発信は、信用失墜行為に該当する場合がある

こと。

‐･職務の公正性又は中立性に疑義を生じさせるおそ

れの内容のある発信

･他人や組織を誹膀中際する内容や他人に不快又は

嫌悪の念を起こさせるような発信

‘公序良俗に反する内容の発信、他人の権利利益を

侵害するおそれがある内容の発信及び社会規範に

‐反する発信陸別的発言等）

･職務専念義務が課せられていることに鑑み、

出張中の移動時間や超過勤務時間をきめ、勤
務時間中の発信は行わないこと。

○

○業務上支給されている端末を用いて発信を行

わないこと。

S.ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点
(2)その他一般的に留意すべき事項一(2)その他

吃澪蓉壱京寸動に反する情報等 ’
2 ･ 凸 q -

亙溌論 ’

○利用するソーシヤ利用するｿｰｼｬﾙメディアの規約､仕組み､ ’○事実に反する情報や単なる噂の拡散への加担
I

設定等を事前に十分に確認しておくこと。 ｜ は、慎むこと。
○

○事実であるかどうかの裏づけを得ていない情

報に基づく発信や不確かな内容の発信を慎む

とともに、発信する場合にはその旨を明らか

にすること。

○ソーシャルメディアの特性を踏まえ、発信し

ようとする場合には、その内容を事前に改め

て確認すること。

衝突を招きやすく、細心○思想信条や宗教等、

のある事柄を話題とする湯

な発信を心がけること。

の注意を払う必要

合には、特に慎重

①轤Q他人の個人情報、肖像、プライバシー等に関

わる内容の発信に当たっては、関係者の同意

をあらかじめ得ておく等必要な措置をあらか

じめ講じておくこと。それができない場合に

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
６
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
１発信を慎むこと。は、
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3.ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点
(2)その他一般的に留意すべき事項

ー

羅珊W詞
○誹膀中傷、不当な批判その他

念を起こさせるような発信を

|④妄全管理措置’
○自己又は他人のプライバシーに閏する情報を

意に反して公開してしまわないよう、ソー

シャルメディアの設定を十分に確認すること。

不快又は嫌悪の

受けた場合で

いよう心がけるあっても、感情的に対応しな

こと。また、内容によっては、ソーシャルメ
q

ディア上で引き続き取り扱うことが望ましく ○面識のない者からソーシャルメディア上の交

流（「友鬮関係の形成等)の申し出を受け

た場合には、安易に受諾しないことb自己の

情報の開示対象者を一定の範囲の者（「友

達」のみ等）に限定している場合であっても、

当該申出に応ずることにより情報が漏えいす

る危険性が高まることに留意すること。

控えるべき場合

ヤルメデイア上

ない場合や、返答そのものを

もあることを踏まえ、ソーシ

での応答にこだわらないこと。

快又は嫌悪の念

他の不適切な発

合には、当該発

○事実に反する発信、他人に不

を起こさせるような発信その

信を行ったことを自覚した場
○

蟹
１、

つ
り

霊信を削除するに留まることなく、訂正やお詫

がけること。ま

談すること。

ぴを行うなど誠実な対応を心

だ、事案に応じて上司等に相

3.ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点
(2)その他一般的に留意すべき事項 －

IIII画蒋定のｱ刑ケーシ ヨンの動作…雪
○アカウントが乗っ取られること等がないよう、

ログイン名及びパスワードの管遅を適切に行

うこと。

プ○ソーシャルメディア上のアプリケーションの

中には自動的に発信を行う機能を有するもの

があることに鑑み《その利用の際にはその動

作等に注意すること。

○

○発信を行う際に発言、画像等に位置情報を自

動的に付与する機能を有するサービスが多数

あるため、当該サービスを利用する場合には、

当該位置情報を他人に知られることの影響に

ついて留意するとともに、必要に応じて当該

○ソーシャルボタン（「いいね」ボタン等）に

ついては、これを押下することにより意図せ

ぬ発信を行ってしまう場合があることに鑑み、

その挙動等に注意すること。

機能の停止等の対応を行うこ
■■■一再一一一一一一一一函一一一一戸一一一一ー－ー■■ウーーーーーー可

|※本資料の作成に当たっては、中崎 ｜

|尚弁護士(ｱﾝダｰｿﾝ｡毛利"友常｜
|法律事務所）及び板倉陽一郎弁護士I

| (ひかり総合法律事務所)に御協力い｜
'ただきました。
－－1口､－－．－－－ロロローーーー.ﾛ.－－－一一－－－－一･･画･･-－－－．－．－1

○通信端末､パソコン等のウィルス対策を怠ら

ないこと｡特にスマートフォンではアプリ
ケーションを装ったウ･イルスに注意すること。
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0

最高裁人能第535号

（人い－12）

平成29年7月3日

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所大法廷首席書記官

最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

最高裁判所図書館長

○

崎幸彦今最高裁判所事務総長

裁判所職員の旧姓使用について（通達）

裁判所職員（以下「職員jという。 ）が，戸籍上の氏

を改めた後も，改姓前の戸籍姓（以下「旧姓」 という。 ）

下記のとおり定めましたから， これによってください。

記

1 対象

○
）(以下『戸籍姓｣．という。

を使用することについて，

旧姓使用の対象は，別紙に掲げる文書等（給与の支給及び共済組合の事務に関

する文書を除く。以下『対象文書等」 という。 ） とする。

2 申出手続等

（1）職員が対象文書等に旧姓を使用しようと･する場合には，あらかじめ別紙様式
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第1により作成した旧姓使用申出書（以下「申出書」 という。 ）を当該職員が

所属する裁判所の長（最高裁判所に勤務する職員については，別に定める者，

簡易裁判所又は検察審査会に勤務する職員については，その所在地を管轄する

地方裁判所の長。以下「所属庁の長」という。 ）.に提出して申し出る。

（2） 申出書には，戸籍姓及び使用する旧姓を証する書面（以下「証明資料」 とい

う。 ）を添付しなければな･らない。ただし，改姓前に申出をする場合, ､戸籍の

作成に一定の時間を要する場合その他の申出時に証明資料を提出できない相当

の理由がある場合には，後日これを提出することができる。

． (3)所属庁の長は， (2)の定めにかかわらず，人事記録等により当該申出を行った

職員の戸籍姓及び使用する旧姓を確認できるときは，証明資料の提出を省略さ

せることができる。

（4）所属庁の長は， (1)の定めによる申出を受けたときは，証明資料又は人事記録

等により，当該申出を行った職員の戸籍姓及び使用する旧姓を確認し， 当該職

員に対し）別紙様式第2により作成した旧姓使用通知書（以下『通知書」とい

う。 ）により旧姓使用を開始する旨を通知する。ただし， (2)ただし書に定める

場合には，所属庁の長は， 当該職員に対し，通知書により旧姓使用を開始する

旨を通知し，その後に提出された証明資料により戸籍姓及び使用する旧姓を確

認する。 ，

（5）旧姓は，通知書に記載された使用開始日から使用する。

（6） 旧姓を使用する職員は，対象文書等の全てについて， 旧姓を使用する。

3 中止手続

職員が旧姓使用を中止しようとする場合には，あらかじめ別紙様式第3により

作成した旧姓使用中止届（以下「中止届」 という。 ）により，所属庁の長に届け

出るものとし，中止届に記載された使用中止希望日から旧姓を使用しない｡

4所属庁の長の管理

所属庁の長は，対象文書等に表れた者，対象文書等の作成者等が職員本人とそ

○

○
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f

れぞれ同一であることを明確にするため，最高裁判所事務総局人事局長が定める

方法により， 旧姓を使用する職員の戸籍姓及び使用する旧姓を管理する。

5その他

この通達に定めるもののほか， この通達の実施に関し必要な事項は，最高裁判

所事務総局人事局長が定める。

付記

1 この通達は，平成29年9月1日から実施する。

2 この通達の実施前に行われた旧姓使用の申出又は旧姓使用を開始する旨の通知

は，当該戸籍姓及び使用する旧姓が証明資料又は人事記録等で確認されたものには，当該戸籍姓及び使用するl日妊か証明資料Xほ人畢冒巳嫁寺で確謡i
○

限り， この通達の記2の定めにより行われた申出又は通知とみなす。

○

ヂ
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(別紙)‘

1職場における呼称

2職員の配置に関する文書

3職員録（各裁判所で作成しているもの）

4原稿執筆

5協議会に関する文書(職員以外の者が参加する協議会に関するものを除く。 ）

6決裁票，供覧票，回覧票

7． 司法行政上の連絡文書

8図書の受入及び貸出に関する文書

9職員を対象とする試験及び選考に関する文書

10 ，人事異動通知書（裁判官に関するものを除く。 ）

11裁判官第二カード，裁判官第三カード

12身上報告書

13辞職願（裁判官の退官願を除く。 ）

14 出勤簿（登庁簿を含む。 ）

15 人事評価に関する文書

16研修及び研究会に関する文書（裁判所以外の機関が実施する研修及び研究会

に関する.ものを除く。 ）

17外国旅行又は海外渡航の申請承認及び通知に関する文書

18兼職又は兼業の申請，承認，許可及び通知に関する文書

19勤務時間，休日及び休暇並びにその他の職務専念義務免除の申請，承認及び

通知に関する文書

20育児休業， 自己啓発等休業及び配偶者同行休業の申請，承認及び通知に関す

る文書 ‘

21 表彰に関する文書 ．

22職員に対する注意書

○

○
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『

23職員に対する分限処分及び懲戒処分に関する文書

24旅費支給事務に関する文書

2.5裁判事務の分配，裁判官の配置及び裁判官に差し支えのあるときの代理順序

を定めた文書

26裁判関係文書

旧姓使用中止届27

○

0

0

○

9
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(別紙様式第1）

年 月 日

旧姓使用申出書

○○○○裁判所長殿

属
職
名

所
官
氏

○

印

下記のとおり旧姓を使用したいので， 申し出ます。

記合

1 使用する旧姓

）(改姓後の戸籍上の氏※

2改姓年月日

○ 1．

3改姓事由

4 旧姓の使用開始希望日
'

（担当者使用欄）

年 月 日証明資料等により確認済印

※ 「改姓後の戸籍上の氏」欄には，改姓前に申出をする場合にのみ記載する。
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！

(別紙様式第2）

年 月 日

○○○○殿1

『

○○○○裁判所長○○○○

l
I

l
l

l

l
l

l
l

l

J
l
l
l
0

． 通 知

○○月○○日付け旧姓使用申出書に基づき，下記のとおり旧姓使用を開始するの○

で，お知らせします。

記

使用する旧姓1

旧姓の使用開始日2

○
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．(別紙様式第3）

年 月 日

旧姓使用中止届

Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

○○○○裁判所長殿

所
官
氏

属
職
名

○

印

下記のとおり旧姓の使用を中止したいので，届け出ます。

1

I
l
l
l
I

I

記

1 中止する旧姓

2戸籍上の氏

○ 3 旧姓の使用中止希望日

I

6

1

4

103



最高裁人能第638号

（人い－12）

平成29年7月13日

殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿
・
殿
殿

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

､最高裁判所首席調査官

最高裁判所大法廷首席書記官

最高裁判所事務総局局課長

司・法研修所長

裁判所職員総合研修所長

最高裁判所図書館長

○

眞哉最高裁判所事務総局人事局長堀 田

裁判所職員の旧姓使用の運用について（通達）
（
Ｕ

裁判所職員のうち常勤職員及び業務代替職員（以下「職員」 という。 ）の旧姓使

用については，平成29年7月3日付け最高裁人能第535号事務総長通達「裁判

所職員の旧姓使用について」 （以下「基本通達」 という。 ）の定めるところによる

ほか，下記によってくださ･い。

記

1 申出手続等

（1）職員は， 旧姓使用を開始する場合又は中止する場合には，本務庁の長に対し，

旧姓使用申出書又は旧姓使用中止届（以下「申出書等」 という。 ）を提出して

申し出る。
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』

（2）基本通達に定める「証明資料」は，戸籍謄本又は抄本，住民票の写し,､戸籍

の届出の受理証明書その他の公的機関が発行した書面とする。

(3)基本通達及びこの通達に定める「人事記録等」には，裁判官の履歴書を含む。

2所属庁の長の管理

（1）所属庁（本務庁のほか，併任，兼務，職務代行，てん補等により勤務する庁

を含む。以下同じ。 ）の長は，次に掲げる事由が生じたときは，あらかじめ備

え置いた別紙様式に定める旧姓使用者台帳に登載し，管理するものとする。

ア所属する職員が旧姓使用を開始したとき。

イ旧姓を使用している職員が新たに所属することとなったとき。

（2）所属庁の長は，次に掲げる事由が生じたときは， 旧姓使用者台帳に所要事項

を記載する。

ア旧姓使用者台帳に登載されている職員が旧姓使用を中止したとき。

イ旧姓使用者台帳に登載されている職員が当該裁判所に所属しなくなったと

・ き。

ウその他記載することが相当な事情が生じたとき。

3 申出書等の提出に伴う裁判所間の通知等

（1）本務庁の長は，職員から提出された申出書等を受理した場合において， 当該

職員が本務庁以外の裁判所にも所属しているときは，当該所属庁の長に対し，

速やかに，当該職員の申出の内容及び旧姓使用の開始又は中止の日を適宜の方

法で通知する。

（2）本務庁の長は，裁判官から提出された申出書等を受理した場合には，最高裁

‘ 判所事務総局人事局長宛てに，速やかに， 当該申出の内容及び旧姓使用の開始

又は中止の日を適宜の方法で報告するとともに，旧姓使用申出書及び旧姓使用

通知書の写し又は旧姓使用中止届を送付する。

(3)本務庁の長は,裁判官以外の職員から提出された申出書等を受理した場合に

おいて， 当該職員の本務官職の任命権者又は併任官職の任命権者が本務庁の長

○

○

105



0

と異なるときは，当該職員の任命権者に対し，速やかに， 当該職員の申出の内

容及び旧姓使用の開始又は中止の日を適宜の方法で通知する。

4 旧姓を使用している職員の異動等に伴う裁判所間の通知

（1）本務庁の長は， 旧姓を使用している職員が本務庁以外の裁判所にも所属する

． こととなった場合には， 当該所属庁の長に対し，あらかじめ， 当該職員の申出

の内容及び旧姓使用の開始日を適宜の方法で通知する。 ”

（2） 旧姓を使用している職員が本務庁の長を異にして異動する場合には，異動前

の本務庁の長は，異動後の本務庁の長に対し，あらかじめ，当該職員の申出の

内容及び旧姓使用の開始日を適宜の方法で通知する。

なお， 当該職員が異動後の本務庁以外の裁判所にも所属するときは，異動後

の本務庁の長は， 当該所属庁の長に対し，同様に通知する｡．

（3） 旧姓を使用している裁判官以外の職員が，本務官職の任命権者又は併任官職

の任命権者を異にして異動する場合には，異動前の本務庁の長は，異動後の本

務官職の任命権者又は併任官職の任命権者に対し，あらかじめ， 当該職員の申

出の内容及び旧姓使用の開始日を適宜の方法で通知する。

5 旧姓使用の申出等に伴う人事記録等の記載等

（1） 旧姓使用が開始され，又は中止された場合には，人事記録等に旧姓使用の開

始又は中止の年月日及び使用に係る旧姓を記載する。

(2)裁判官以外の職員については， 旧姓使用申出書， ｜日姓使用通知書の写し及び

旧姓使用中止届を人事記録の付属書類として保管する。

付記

この通達は，平成29年9月1日から実施する。

○

○
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最高裁人能第639号

（人い－12）

平成29年7月13日

高等裁判所長官

地方裁判． 所長

家庭裁判所長

最高裁判所首席調査官

最高裁判所大法廷首席書記官

,最高裁判所事務総局局課長

司法研修所長

裁判所職員総合研修所長

最高裁判所図書館長

殿
殿
・
殿
殿
殿
殿
殿
殿
殿

○

眞哉最高裁判所事務総局人事局長 堀 田

非常勤職員の旧姓使用の運用について（通達）

裁判所職員のうち非常勤職員(業務代替職員を除く。 ）裁判所職員のうち非常勤職員（業務代替職員を除く。 ）○ の旧姓使用については，

平成29年7月3日付け最高裁人能第535号事務総長通達｢裁判所職員の旧姓使

用について」 （以下｢基本通達」という。 ）の定めるところによるほか，下記によ

ってください。

記

第1 調停委員等

1 申出手続等

（1）別紙に掲げる非常勤職員（以下「調停委員等」 という。 ）は， 旧姓使用を

開始する場合又は中止する場合には，所属庁（本務庁のほか，併任，兼務，
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職務代行，てん補等により勤務する庁を含む。以下同じ。 ）の長に対し， 旧

姓使用申出書又は旧姓使用中止届（以下「申出書等」 という。 ）を提出する。

ただし，複数の裁判所に所属する調停委員等（異なる職種で複数の裁判所に

所属する者を含む。 ）は，いずれかの所属庁の長に申出書等を提出すること

ができる。

（2）基本通達に定める「証明資料」は,戸籍謄本又は抄本，住民票の写し，戸

籍の届出の受理証明書その他の公的機関が発行した書面とする。

（3）基本通達及びこの通達に定める「人事記録等」には，調停委員人事カード

その他のこれに準じる任命関係の記録を含む。 ,

（4）調停委員等のうち，司法委員，参与員，鑑定委員，精神保健審判員及び精

神保健参与員について，それぞれ司法委員となるべき者，参与員となるべき

者,鑑定委員となるべき者，精神保健審判員として任命すべき者及び精神保

健参与員として指定すべき者である期間は，基本通達及びこの通達の適用に

おいては，非常勤職員とみなす。

2所属庁の長の管理

（1）所属庁の長は,.次に掲げる事由ｶﾐ生じたときは，あらかじめ備え置いた別

紙様式に定める旧姓使用者台帳に登載し，管理するものとする。

ア所属する調停委員等が旧姓使用を開始したとき。

イ旧姓を使用している調停委員等が新たに所属することとなったとき。

（2）所属庁の長は，次に掲げる事由が生じたときは， ｜日姓使用者台帳に所要事

項を記載する。

ア旧姓使用者台帳に登載されている調停委員等が旧姓使用を中止したとき。

イ旧姓使用者台帳に登載されている調停委員等が当該裁判所に所属しなく

、 なったとき。

ウその他記載することが相当な事情が生じたとき。

3 申出書等の提出に伴う裁判所間の通知等

○

○

8

~●
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（1）調停委員等から提出された申出書等を受理した場合において，当該調停委

員等が他の裁判所にも所属しているときは， 申出書等を受理した所属庁の長

は，当該調停委員等が所属する他の所属庁の長に対し，速やかに， 当該調停

委員等の申出の内容及び旧姓使用の開始又は中止の日を適宜の方法で通知す

る。

（2）所属庁の長は，民事調停官又は家事調停官から提出された申出書等を受理

した場合には，最高裁判所事務総局人事局長宛てに，速やかに，当該申出の

内容及び旧姓使用の開始又は中止の日を適宜の方法で報告するとともに， 旧

姓使用申出書及び旧姓使用通知書の写し又は旧姓使用中止届を送付する。

4 旧姓を使用している調停委員等の異動等に伴う裁判所間の通知

（1）本務庁の長は， 旧姓を使用している調停委員等が本務庁以外の裁判所にも

所属することとなった場合（異なる職種で所属することとなった場合を含む。

）には， 当該所属庁の長に対し，あらかじめ， 当該調停委員等の申出の内容

及び旧姓使用の開始日を適宜の方法で通知する。

.(2) 旧姓を使用している調停委員等が本務庁の長を異にして所属を変更する場

合には，変更前の本務庁の長は,変更後の本務庁の長に対し，あらかじめ，

当該調停委員等の申出の内容及び旧姓使用の開始日を適宜の方法で通知する。

なお,.当該調停委員等が変更後の本務庁以外の裁判所にも所属するときは，

変更後の本務庁の長は，当該所属庁の長に対し，同様に通知する。

5 旧姓使用の申出等に伴う人事記録等の記載等

（1） 旧姓使用が開始され，又は中止された場合には，人事記録等がある調停委

員等については，当該人事記録等に旧姓使用の開始又は中止の年月日及び使

用に係る旧姓を記載する。

（2） ．人事記録等がある調停委員等については， 旧姓使用申出書，旧姓使用通知

書の写し及び旧姓使用中止届を人事記録等の付属書類どして保管する。

2裁判員及び補充裁判員

0

○

●

○

第2
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1 ．申出手続等

（1）裁判員及び補充裁判員（以下「裁判員等」 という。 ）は，裁判員の参加す

る刑事裁判に関する法律（平成16年法律第63号）第39条第2項に規定

する宣誓の後に， 旧姓使用の申出をすることができるものとする。 ．

(2) ･裁判員等は， 旧姓使用を開始する場合又は中止する場合には，当該裁判員

等が所属する地方裁判所の長（以下［地方裁判所の長」 という。 ）に対し，

申出書等を提出する。

（3）地方裁判所の長は， 旧姓使用の申出をした裁判員等の使用する旧姓が本人

の旧姓であることに相違ないことを適宜の方法で確認し，当該裁判員等に対

し， 旧姓を使用することができる旨を適宜の方法で通知する。 ．

（4） 旧姓使用の申出をした裁判員等は， (3)の定めによる通知を受けた日又は旧

姓使用申出書に記載された使用開始希望日のいずれか遅い日から， 旧姓を使

用することができるものとする．

2その他

基本通達記2の(2)から(5)まで及び記4の定めは，裁判員等には適用しない。

3． その他の非常勤職員

調停委員等及び裁判員等以外の非常勤職員が旧姓を使用する場合に必要な事

項は，別に定めるところによる。

付記

この通達は，平成29年9月1日から実施する。

○

第3．

○
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（別紙）

1 民事調停官及び家事調停官

2専門委員
。 $

3労働審判員

4司法委員

5参与員

6民事調停委員及び家事調停委員

0 0

0

7鑑定委員

8 ．精神保健審判員

9精神保健参与員

10非常勤医師

○

､非常勤看護師11

○

0
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下級裁判所の裁判官の倫理の保持に関する申.合せ

（平成12年6月15日高等裁判所長官申合せ）

裁判官の倫理については， これまで，永年にわたる努力の積み重ねにより高い

職業倫理が保持されてきたと．ころであるが， この度，国家公務員倫理法が施行さ

れたことにかんがみ，裁判官は,事件当事者等との関係において，同法， これに
8

基づく政令及び最高裁判所規則の定める倫理規範を尊重するものとすること。

○

〆

Ｕ
、〆
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｢下級裁判所の裁判官の倫理の保持に関する申合せ」 （平成12年6月15

日高等裁判所長官申合せ）の説明

近時国家公務員による不祥事が相次いだことに対し，国民から厳しい批判がな

され，国家公務員全体に対して厳正な服務規律の保持が求められるようになった

ため,平成12年4月から国家公務員倫理法(以下｢倫理法」という。 ） ， これ

に基づく国家公務員倫理規程（以下「倫理規程」という。 ）及び裁判所職員の倫

理の保持を図るため必要な事項を定めた裁判所職員倫理規則(以下｢倫理規則

という。 ）が施行された。

裁判官の倫理については， これまで，永年にわたる努力の積み重ねにより，裁

判所内部に良き伝統が確立され，極めて高い職業倫理が保持されてきており， こ

の点に関しては，広く国民から信頼を受けてきたところである。倫理法の制定に

当たっては，裁判官弾劾法を始めとする裁判官固有の倫理保持のための法制度が

確立されているこ.とや，上記の良き伝統に加えて，職務の性質上他の公務員のよ

うな不祥事が生じることが考えにくいこと等の理由から，裁判官は，同法等の適

用の対象外とされた。しかし，倫理法等の規定内容には，倫理法3条や倫理規程

1条のように裁判官が行動する際にも当然に念頭においておくべき倫理原則及び

倫理行動基準や，倫理規則2条1号，同条3号，同条4号及び倫理規程2条3項

の利害関係者に関する諸規定並びに同規程3条， 4条1項及び5条ないし9条の

規定のように裁判官の倫理保持のための具体的行動基準としてもふさわしく，尊

重すべき性質のものが含まれている。国家公務員全体に対して厳正な服務規律の

保持を求める国民の意識や倫理法等の適用を受ける検察官等一般職の国家公務員

とのバランスを考えると，裁判官においても，倫理法，倫理規程及び倫理規則の

上記各規定の趣旨・内容を尊重して行動することが望ましいのではないかと思わ

れる。そして， このような姿勢を申し合せることによって，裁判官の職務の公正

に対する国民の信頼をより一層確たるものにすることができると考えられる。

○

、
ノ
ー
一く
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高裁長官の申合せというものの性質上,倫理法･倫理規程が定めるもののうち,，

倫理法6条ないし8条に規定される贈与等の報告については,本申合せの対象外

とした。また，倫理規程8条に規定される倫理監督官への届出及び同規程9条1

項に規定される倫理監督官の承認に係る事項については，裁判官の独立性にかん

がみ,裁判官について倫理監督官制度を設けず,個々の裁判官の自律的判断に委

ねることが相当であると考えられる。

なお，確立された裁判官の職業倫理に照らして従来から相当でないと考えられ

ている行為が,本申合せの対象とした倫理規程の禁止行為に該当しないという理

由で許容されることになるものでないことは言うまでもない｡.また，本申合せの

趣旨に照らせば，本申合せで尊重すべきものとした倫理規範に触れる行為をした

場合に注意等の対象とされるか否かは， これまでと同様に，当該行為の性質等を

○

考慮し，裁判官倫理に照らして判断されるべきものである。

○
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【

I

参 考

ここに示す解釈及び具体的事例は，倫理法等に関する人事院の解釈や， これまで

各庁から照会のあった事例に対する検討結果等に基づき，最高裁人事局において参

考のために取りまとめたものである（平成28年12月21日更新版） 。

1 利害関係者

個々の裁判官の担当する職務に照らして，倫理規則2条1号，同条3号，同条

4号及び倫理規程2条3項所定の者に相当する者をいう。

（1）倫理規則2条1号（事件当事者）関係

自己の担当する事件の当事者,'その代理人,被告人，その弁護人や起訴検事，

公判立会検事は利害関係者に当たる。利害関係者についての倫理規則の規定は

限定列挙であるから，例えば，決裁官たる検事正等のように当事者等に対して

監督的立場にある者であっても，利害関係者には当たらない。

その他本号所定の事件に関する事務との関係での利害関係者該当性について

は別紙1のとおり。

該当者が本号の利害関係者である期間は，事件係属の時から事件の確定又は

上訴による移審等により，事件を担当する可能性がなくなる時までである。

なお，事件の当事者となろうとしていることが明らかである者も利害関係者

に当たる。これは，現在事件の当事者となっていないが，通常の注意力をもっ

てすれば,将来事件の当事者となろうとしていることが明らかな者をいう。 「当

事者」になろうとする者のみが問題となり，弁護人等になろうとする者は該当

しない。

(2)倫理規則2条3号（裁判以外の不利益処分の名あて人）及び倫理規則2条4

号（契約締結者）関係

これら各号は，司法行政事務に従事する裁判官（地家裁所長等）について問

題となる。

○

○
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3号関係の具体例としては，国家公務員法等による懲戒処分や国有財産法1

8条3項による使用許可の取消処分が, 4号関係の具体例としては，物品納入

契約，役務調達契約及び工事請負契約がある。

、 これら処分又は契約に関する事務に携わる裁判官にとって，処分の名あて人

や契約の相手方は利害関係者となる。

(3)｡ .倫理規程2条3項（影響力の行使）関係

他の職員又は裁判官の利害関係者が， これらの者に対する当該裁判官の官職

に基づく影響力を行使.させることにより自らの利益を図るために，当該裁判官

と接触していることが明らかな場合，右の者は同裁判官にとっても利害関係者

に当たる。

例えば，事件の当事者が，部総括の裁判官としての影響力を当該部所属の事

件担当書記官に行使させることで，同書記官から有利な取扱いを受けるために

同裁判官と接触していることが明らかな場合は，右の当事者は同裁判官にとっ

て利害関係者となる。

・ 本項の場合，利害関係者の上記目的が明らかであればよく，当該裁判官の官

職が職員等に対する影響力を行使し得る権限を有しているか否かは関係ない。 ．

（4） その他

以下の各団体については，当該団体自体が(1)ないし(3)のいずれかの要件を充

・ 足する場合には利害関係者となるが, ､それ以外の場合は利害関係者に当たらな

い（当該団体構成員の一部が利害関係者であるときは，構成員個々に対する関

係でのみ考えればよい。 ） 。

日本弁護士連合会及び各単位弁護士会， 日本司法書士会連合会及び各単位司

法書士会， （財）法曹会， （財）司法協会， 日本裁判所書記官協議会，全国家

庭裁判所調査官研究協議会， （財） 日本調停協会連合会及び各調停協会等

2利害関係者との間で禁止される行為等

利害関係者との間で禁止される行為，禁止行為の例外，留意点については，別

紙2のとおり

I

○

○
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利害関係者との間で問題となり得る行為

(1)飲食を伴う会合について

●利害関係者から供応接待を受けることは原則としてしてはならない(龍雛3条

噸6"M)。

『供応」 とは酒食によるもてなしのこと。 「接待」は酒食以外の方法による

もてなしのこと。

●職務として出席した会議において，利害関係者から茶菓又は簡素な飲食物

の提供を受けること，若しくは，多数の者(20繼剛上)が出席する立食パーティ

ーにおいて，利害関係者から飲食物の提供を受けることは，倫理規程に触れ

ることはない(同雛3弗噸5号細し7診勵。

●利害関係者であっても，私的な関係（裁判官としての身分にかかわらない

関係）がある場合には，職務上の利害関係の状況，私的な関係の経緯及び現

在の状況並びにその行おうとする行為の態様等により，公正な職務の執行に

対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り，当該

利害関係者から供応接待を受けることができる(同雛4条1鯵:)。

●自己の飲食に要する費用について自分で費用を負担するか，又は利害関係

者以外の第三者が費用を負担するのであれば,‘利害関係者と共に飲食するこ

とは，原則として問題ない桐鵬8雑照)。しかし，倫理規程上問題がない場合で

あっても，事件関係者との飲食については，裁判官倫理上おのずから別論と

されるであろう。 ・ ・

●地家裁所長や高裁事務局長が，調停運営協議会等の懇親会に招待されて会

合に参加する場合には，同会等の構成員に利害関係者が含まれていても，会

合の趣旨・目的に照らし，許容されることが多いであろう。

2）講演・執筆等について(2)講演・執筆等について

3

○

○

●利害関係者からの講演・執筆等の依頼については，公正な職務の執行に対

する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することとなる(髄

雛9条1輪、。
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この判断に際しては，利害関係者の性格（公的団体か否か等） ・利害関係

の原因となる事件の性格・依頼がなされた経緯（事件についての便宜供与等

を期待したものと見られる事情があるか否か等） ・依頼内容（一般的な知識

の提供や研修的性格なものか否か等）等を考慮することになるが，利害関係

者からの依頼は原則的には断ることが望ましいであろう。

なお， この場合の報酬については,. ､講演の場合1時間あたり2万円程度，

執筆の場合400字あたり4000円程度を超えないことが基準とされてい

る(鴎2項'lll.4.6A"A6輪理驍龍静M)。

4その他

（1）監修料

補助金や国が支出する費用で作成される書籍等及び当該職員の属する国の機

関が過半数を買い入れる書籍等については，その監修や編さんを行ったことに

対する報酬を受けることはできない(同耀6紫鋤。

（2）倫理の保持を阻害する行為の禁止

●他の職員が倫理規程違反の行為によって得た財産上の利益であることを知

りながら，その利益を受け取ったり，享受することはできない(聯篠'卿)。

●倫理法等に違反する疑いのある事実について，虚偽の申述をしたり，隠ぺ

いすることはできない(同雛7欝2"M)。

●部下職員の倫理法等に違反する疑いのある事実を黙認してはいけない(同鯛

弗3嚇關)。

○

○

以上に掲げられた倫理法，倫理規程，倫理規則及び通達の参照条文のほか，平成

12年4月6日付人能A第6号倫理監督官通達雛鉦:軸28年12月21H) ,同日付人能A

7号人事局長通達(雛鉦:"17f4ilH)の各参照条文該当箇所を参考にされたい。 ．

略語：倫理法＝国家公務員倫理法・倫理規程＝国家公務員倫理規程・倫理規則＝裁

判所職員倫理規則
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別紙1 、

利害関係者該当性(倫理規則2条1号関係)一覧表

○

○

119

事件類型 事件関係人 該当性 該当性判断にあたって特に考慮された要素

全事件共通 事件当事者傾告･被告･申立
人･相手方･被告人･被疑者。
検察官等）

代理人。

鑑定人･通訳人．

証人

閲覧謄写申舗人

○

○

×

×

×

裁判所が職権で解任し得るとする明文の規定がない(解釈上は可能）

砿厘畢1千 極塵~日嗣ノ池

破産債権者･財団債権者

○

○

明文上裁判所の監督権がある

手続上の権利を行使する者である ．

執行事件

●

e

所有者

評価人
、

催告に応じて届出をした債権．
者．買受申出人。買受人

第三債務者

○

×

○

○

事件の当事者である

評価人を辞めさせるのは民執法20条で準用される民訴法120条所定
の命令の取消によるもので,職権解任ではない

手続上の梅利を行使する者である

『
ロ
■
ご
『 辨の当事者である

会社更生事件 更生債権者･担保権者

株主

舩
窪

監督委員･鯛査

○

△

○

手疵上の硬利をｲ荊更する省である

評決権等行使の場合は手続上の権利を行使する者である

明文上裁判所の監督栂がある

執行官事務

6●

諦
創
官補助者(技術者･事務 ×

刑事事件
●

被害者

押送担当職員
■

巳

保謹観察官

△

×

×

公判手続に参加するときは事件の当事者

家事事件 不在者財産管理人･相続財産
管理人･後見人･保佐人･後見
監督人･保佐監督人･補助監
督人

特別代理人･臨
時補助人

時保佐人･臨

市役所職員･児童相談所職員

○

■

×

△

閉又で裁判所がI騨砿で解仕できるとしていわ

●合

裁判所が職権で解任し得るとする明文の規定がない(解釈上は可能）

事件の申立人となるときは事件の当事者．

少年事件 附添人

送致した検察官等

少年鑑別所職員･保護観察
官・保護司･補導委詑先関係
者

少年院職員

○

×

×

△

■ 色

収容継続申立事件のときは事件の当事者

被害者 ． △． 審判手続に参加するときは事件の当事者



別紙2

利害関係者との間で禁止される行為等

(冒

C

！

120

禁止行為
(倫理規程第3条第1項）

禁止行為の例外(倫理規程第3条第2項） 留意点

際1罰
利害関係者から金銭，物品又

は不動産の贈与(せん別,祝儀 ，

香典又は供花その他これらに類
するものとしてされるものを含
むb )を受けること。

(第1号）
利害関係者から宣伝用物品又は配念品であつ
て広く一般に配布するためのものの贈与を受け
ること 0

(第2号）
多数の者が出席する立食パーティーにおい
て,利害関係者から肥念品の贈与を受けること。

･職員の親族の葬式に際し，香典を持参した者が職
､員の利害関係者である場合には,他の親族との関
係で香典を持参したものと考えられる場合を除
き，職員が喪主であるか否かに関わらず，職員あ
ての贈与が利害関係者からなされたものとして取
り扱われる。
･葬式の際に受付の者が職員の利害関係者に咳当す
るかどうかを判断することは不可能であるため利

,害関係者からの香典を受け取った錫合について
は，葬式後，他の親族と．の関係で香典を持参した
ものと判明した場合を除き，速やかに利害関係者
に返却すれば，金銭の贈与には咳当しないものと
して取り扱われる。

。 「宣伝用物品又は配念品であって広く一般に配布
するためのもの」としては，カレンダー，手帳，
手拭い等が咳当する。

｝ 陳2号）
利害関係者から金銭の貸付け
を受けること。

･金融機関が利害関係者に該当する場合，－顧客と
して貸付けを受けることは許される。
･利害関係者である金融機関から貸付けを受ける場
合でも，無利子又は利率が著しく低く設定される
場合には，財産上の利益を受けることとなり，禁
止される。

畷3号）
利害関係者から又は利害関係
者の負担により，無償で物品又
は不動産の貸付けを受けるこ
と ｡ ｡

今 g

．(第3号）
職務として利害関係者を訪問した際に，当該
利害関係者から提供される物品を使用するこ
と。 『

。 「利害関係者の負担により」とは，受用負担は利
害関係者であるが，実際には第三者が貸付けをす
ることをいう。
･禁止行為の例外
職員が訪問の目的を達成する上でやむを得ず必
要となるものに限定されており，例えば，裁判所
との連緒のための趣話やFAXを使用することが
該当する。

(第4号〉 、
利害関係者から文は利害関係
者の負担により，無償で役務の
提供を受けること9

(第4号）
職務として利害関係者を訪問した際に，当該
利害関係者から提供される自動車（当咳利害関
係者がその業務等において日常的に利用してい
るものに限る。 ）を利用すること。

C G

。 「役務の提供」とは，広くサービスを提供するこ
とであり，例えば，ハイヤーを回してもらって，
移動の便宜を受けることなどが該当する。

。 「自動車の利用」は，山間地域の交通不便地に赴
く場合等，当該利害関係者の事務所等の周囲の交
通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当
と鰐められる場合に限られる。

(第5号） ．
利害関係者から未公開株式を
該り受けること。 ．

(第6号）
利害関係者から供応接待を受
けること。

(第5号）
職務として出席した会雛その他の会合におい
て，利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(第6号）

● ●

多数の者が出席する立食パーティーにおい
て,利害関係者から飲食物の提供を受けること。
(第7号）
職務として出席した会織において，利害関係
者から簡素な飲食物の提供を受けること。

。 「供応」とは，酒食をもってもてなすこと， 『接
待」とは，酒食以外の方法により他人をもてなす
ことをいう。

･湯茶，茶菓の提供は接待に該当する。
･弁護士会等との協礒会において，職員が担当して
いる事件の代理人が含まれていたとしても，一緒
に飲食することができる。ただし， 自己の飲食に
要する巽用が1万円を超えるときは，あらかじめ，
鐙璽鴎揺官等に届け出なければならない。

(第7号）
利害関係者と共に遊技又はゴ
ルフをすること 、

。 『遊技」とは，麻雀，パチンコ等，風俗営業法2
条1項7号及び8号に規定する「遊技」をいう。

(第8号）
利害関係者と共に旅行（公務
のための旅行を除く。 ）をする

こと。
●

(第9号）
利害関係者をして，第三者に対
し前各号に掲げる行為をさせる
こと 。
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（裁判官以外の裁判所職員の官職等）

裁判官以外の裁判所職員の主な官職には，次のものがある。

1 裁判所書記官

最高裁から簡裁まで， どの裁判所にも配置されて．おり，裁判所書記官が立ち会

わなければ法廷を開くことはできない。その職務は，弁論等に立ち会い，調書を

作成したり，裁判記録を保管することのほか，争点の整理を踏まえて書面や証拠

の提出を促す等の訴訟進行管理を行うことがその主たるものである。

裁判所書記官になるためには，裁判所職員総合研修所入所試験に合格した上，

その研修課程を修了するか，裁判所書記官任用試験に合格することが必要であ

○ る。

2 裁判所事務官

各裁判所に配置され， 司法行政上の各種事務や裁判所書記官の事務補助を担当

する。裁判所事務官は，原則として，裁判所職員採用総合職試験（裁判所事務官）

・同一般職試験（裁判所事務官）のような正規の採用試験に合格して名簿に登載

された者の中から採用される。

3 裁判所速記官

，各地方裁判所に配置され，裁判官の命令に従って法廷に立ち会い，証人等の供

述を速記する事務を担当する。

なお，速記官の新規の養成は，平成10年4月以降停止された。

○

4 家庭裁判所調査官（補）

各家庭裁判所及び各高等裁判所に配置され，家事事件や少年事件の審判等に必．

要な調査事務を担当する。

家庭裁判所調査官になるためには，裁判所職員採用総合職試験（家庭裁判所調

査官補）に合格して採用され，裁判所職員総合研修所に入所し，その研修課程を

修了することが必要である。

5 裁判所調査官
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(1) 最高裁の裁判所調査官

・下級裁判所の裁判官等が任命され，最高裁判所の裁判官の命を受けて，上告

事件等を解決するのに参考となる判例，学説等の調査事務を担当する。

(2) 高，地裁の裁判所調査官

一部の高，地裁にも配置されており，知的財産等に関する専門知織を有する

・者が任命され，知的財産に関する争訟等について調査事務を担当する。

6 裁判所技官

各裁判所に配置されており,. ･営繕技官， 医師，看護師等がいる。

○

7 秘書官

最高裁判所長官秘書官,･最高裁判所判事秘書官，高等裁判所長官秘書官があり，

それぞれの秘書事務に従事する。

8 その他

研修所教官，法廷警備員のほか，電話交換手， 自動車運転手，守衛，庁務員等
0

がいる。

9 執行官

各地方裁判所に配置され，民事執行関係の事務を担当するが，事件の当事者か

ら手数料を受ける等，他の裁判所職員とは異なる面がある。

○

(国家公務員法との関係）

国家公務員法は，国家公務員の職を一般職と特別職に分け，裁判所については，

裁判官も裁判官以外の裁判所職員も特別職とし,同法の適用の対象とはしていな

い。これは，司法権の独立確保の観点から，裁判官以外の裁判所職員についても

その人事行政権を一般の行政権から独立させておくものである。 しかし，裁判官′

以外の裁判所職員について，その組織，職員制度が「裁判」 という目的に奉仕.し

なければならないという点を除いては他の行政省庁の一般職の職員と異なる取り

扱いをする必要はなく，他に特別の定めがなければ， 国家公務員法や一般職の職
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員の給与に関する法律（以下「給与法」 と,い･う。 ）等が準用される。

上述した職員制度について，給与法の規定する俸給表の適用という観点から分

類すると，行政職俸給表（一）準用職員としてば裁判所書記官，裁判所事務官，

裁判所速記官，家庭裁判所調査官等があり，行政職俸給表（二）準用職員として

は電話交換手， 自動車運転手，守衛，庁務員等がある。 この外， 医療職俸給表準
0 ●

用職員としては，裁判所技官（医師） ，裁判所技官（看護師）が．ある。

、

（昇進経路）

裁判官以外の裁判所職員の昇進経路は，次に示すとおりであり，その職務内容

に応じた系統別昇進ルートが設定されている。裁判所においては，裁判部，事務

局双方の職務を経験した幅の広い知識，見識を有する人材を育てていくことが組

織の能率的な運営上望ましいことから，昇進は裁判部と事務局相互間でも行われ

る。

〔地・家裁における職種別昇進経路〕

1 書記職（裁判所書記官）

首席書記官 ← 次席書記官 ← 主任書記官 ← 書記官 ．

．[総括主任書記官］ ［訟廷（副） ‘管理官］ ［訟廷係長等］

［裁判員調整官］

2 速記職（裁判所速記官）

速記（副）管理官 ← 主任速記官 ← 速記官

3 調査職（家庭裁判所調査官)・

首席家裁調査官←次席家裁調査官←主任家裁調査官←家裁調査官←家裁調査官補

［総括主任家裁調査官］

4 事務職（裁判所事務官）

事務局長←事務局次長←課長←課長補佐←係長，主任（調査員）←事務官

［専門官］ ， ［専門職］

○

○

(服務）

服務の根本基準・法令及び.上司の命令に従う義務・争蟻行為等の禁止・信用失

墜行為の禁止・秘密を守る義務・職務に専念する義務・政治的行為の制限・私企

1
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業からの隔離・他の事業又は事務の関与制限等

8

懲戒（ ） 0

免職・停職・減給・戒告
■
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
１
Ｉ
Ｔ
Ｉ
０
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｂ
喝
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
４
１
ｌ
ｌ
‐
Ｉ
‐
Ｐ
ｂ
‐
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

(注意）

第条・下級裁判所事務処理規則 21条裁判所法第 80

I

l
l
l

l
G

ﾔ

I

l
I
l

l

l

l
l

l
I

l
l
0

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

○

○

I

125



裁判官以外の裁判所職員(執行官を除く｡)の定員(平成29年度）

○ 0

℃

~

○
』
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官職名等 定員（人）

書 記 宮 9.834

速 記 官 215■

家庭裁判所調査官 1,596

事 務 官 90334

そ の 他 904

計 21,883



6

〕

行政職俸給表Hの級別標準的職務区分表

(平26.5.30施行）

○

(注）表中の（ ）は欲の用例による。

（特高)…･･･特に高度の知餓又は径験を必要とする

陥困)･･･…相当困鮭な業務を分拳する

（困）”･…困難な業務を分拳又は所拳する

(特困)……特に困難な業務を分掌又は所掌する

(重） ．．…･重要な業務を所掌する

(特重)……特に重要な業務を所掌する

(特定)……特定の分野についての特に高度の専門的な知

職又は経験を必要とする

○

備考

1 この表において「本省」とは，府，省又は外局として置かれる庁の内部部局をいう。

2 この表において「管区機関」 とは，数府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する地方支

分部局をいう。

3 ノこの表において『府県単位機関」とは’ 1府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する機
関をいう。

4 この表において「地方出先機関」とは， 1府県の一部の地域を管轄区域とする相当の規模を有

する機関をいう。

5 この表において「室」とは，課に置かれる相当の規模を有する室をいう。
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1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級

本 省

係 員 主 任

係 貝

(特高）

係 長

主任(困）

専門官

(特定）

係 長

(困）

畷長補佐 課長補佐

(困〉

室 長 室 長

(困）

課 長

(重）

課 長

(特重）

管区機関

係 員 主 任

係 員

(特高）

係 長

主任(困）

専門官

(特定）

腺長補佐

係 長

(困）

腺長補佐

(困）

課 長 課 長

(特困）

部 長

(重）

機関の長

部 長

(特重）

機関の長

(重）

府県単位
機 関

係 員 主 任

係 員

(特高）

係 長

主任(因）

専門官

(特定）

係 長

(特困）

課 長 課 長

(困）

機関の長 機関の長

(困〉

地方出先
機 関

係 員 主 任

係 員

(特高）

係 長

(相困）

主任(困）

専門官

(特定）

課 長 機関の長

課 長

(困）

槻関の長

(困）
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●
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俸給月額



365,100

366,000

367,100

368,200

3699000

3692900

3709800

371,700

372,600

373,400

374,200

375.000

375,700

376,400

377,100

877,800

3788300

378,900
379,500

880,200

880,600

381,300

381,900

382,500

3820900

383,500

3",100
384,m0
385,100

385,600

386,100

386,700

387,000

387,400

387,800

388,200

388,500

388,800

389,100

389,釦0

3892600

389,900

390,200

390,400

390,600

390,900

391,200

391,400

3920200

393,400

394,600

395,700

396,釦0

397,1”

397｡8"

398,5”

399,100

399,700

釦0,200

400,600

401,000

“1,300

401,600

4019900

402,200

402,500

402,800

403,100

403,400

403,700

404,000

404,300

4040600

404,900

405,200

405,500

405,700

"6,000
“6,300

406,600

406,800

407,100

4070400

“79600

407,800

4088100

408,400

408,600

408,800

409,100

409,400

釦9,600

409,800

434,900

4350600

436,300

437,000

甥70800

錫80600

4390000

4390700

製0,200

4400600

441,000

“1,400

441,800

“2,200

442,600

“2,900

443,200

“3,600

“3,900
444,200

444,500

466070C 527,10G3400700

342,600

3“,“0

3“300

347,800

3鍋0200

350,700

352,200

353,800

354,600

::霊::
357,700

3",800

3590700

360,800

361,700
362,400

3630100

363,800’

364,200

364,800

3650500

366‘200

366,500

367,200

367,900

368,600

3680900

3690500

370,200

370,800

371,100

3710700

372,400

373,000

373,400

373,900

374,500

375,000

3750500

3760100

3760600

376,900

377,300

377,800

378,200

378,600

如
姻
銅
製
妬
妬
幻
鯛
鯛
別
馳
駆
闘
馳
硫
駈
師
詔
弱
卵
凱
飽
鯛
“
鯛
髄
師
鯛
的
、
、
池
澗
拠
拓
布
両
氾
泊
即
副
館
邸
鴎
駈
師
師
鯛

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

，
叩
犯
即
卯
叩
如
扣
即
卯
卯
叩
血
、
叩
伽
即
細
別
叩
即
別
刷
印
加
伽
卯
叩
和
釦
叩
即
印
加
叩
印
訓
叩
卯
即
加
卯
印
加
卯
印
加
叩

醜
班
証
獅
班
郵
迦
醒
麺
蝿
班
班
畑
池
郵
麺
卿
理
麺
麹
理
遜
麹
諏
麺
麺
浬
却
却
醒
郡
恕
恕
翫
班
却
却
麺
翻
却
却
麹
郷
狸
狸
祁
麹
蔀

ｆ
６
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

帥
叩
釦
和
卯
加
即
卯
加
加
即
帥
即
卯
加
印
釦
釦
釦
即
即
即
釦
馳
加
叩
和
即
釦
如
加
叩
即
訓
和
加
釦
、
卯
卯
釦
犯
、
釦
加
加
加
和

■

郡
疵
却
獅
麺
郵
”
狸
蝿
城
郷
”
却
却
刎
轆
恥
羅
輌
諦
輌
郡
邪
如
卿
邪
淫
麺
郷
却
却
麺
獅
却
却
却
却
邪
恕
郷
却
却
卿
翻
刻
狸
狸
狸

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

加
叩
釦
加
和
釦
叩
加
和
加
和
加
卯
馳
加
即
皿
卯
釦
和
如
即
皿
卯
即
即
卯
和
印
加
卯
印
加
和
訓
釦
加
印
叩
即
卯
如
卯
釦
加
加
、
叩

５
７
８
０
１
３
５
６
７
９
０
２
３
５
７
８
０
１
２
３
４
５
６
６
７
８
８
９
０
１
１
２
３
３
４
４
５
５
６
６
６
７
７
８
８
９
９
０

９
９
９
０
０
０
０
０
０
０
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
４

２
２
２
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３

467,20［

467,60［

467,90（
‐可

468,20[

rタ

I

○

再任
用職
員以
外の

職員

〆

○

』

129



Ｌ
ｔ
ｔ
ｆ

Ｕ
Ｏ
Ｏ
ｎ

Ｕ
Ｆ
ａ
ｑ
》
日

肌
Ⅲ
Ⅸ
剛

勺
哩
■
口
凹
■
『
ロ
タ
ョ
■
定
□

目39U肌

93,40C

93,70C

948100

940200

94,釦0

940800

950200

95,400

95,700

960100

960500

960700

978000

970400

97,700

97,900

98,200

98,600

98,900

99,100

99,500

99,900

00,200

00,300

00,600

m,900

01,300

01D600

01,700

02,000

02,300

020700

020900

D3,200

m乳5，0

生UgaUL

40,70t

41,20C

41,60C

41,80C

42,200

42,700

43,100

430200

盤0700

“0100

鍵,400

",700

銅,100

45,500

鐙,900

46,400

妬,800

",200

47,600

48,1伽

48,500

甥,800

個_100

11 崎1l lI ﾖﾖﾖz－h1Ⅱ

”
伽
、
哩
鯛
鯛
随
脈
伽
卵
鯛
Ⅷ

○

ユHhl】Ⅱ

○

備考〈一） この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に
規定する職員を除く。

（二） 2級の，号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で人事院規則で定め
るものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、 183,700円とする。

ノ 〆
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裁判官以．外の一般職貝の給与
(平30. 1． 1現在）

1俸 給．

（1）裁判官以外の一般職員に適用されている俸給表

夕

(2)俸給の鯛整額

俸給の調整額＝職務の級に応じた調整基本額×調整数

○

(注)闘整基本額が俸給月額の100分の4． 5を超えるときは，俸給月額の1OO分の4. 5に相当する額(1円未満切捨て）を
鯛整基本額とする。

0

＄

2賭手当

○

131 4凸

俸 給 表 対 象 官 職

指定職俸給表 事務総長，大法廷首席書妃官，高裁次長等

行政職俸給表H 香配職，鯛査職，事務職，速記職等

〃 ｡ 自動車運転手，電鯖交換手，守衛，庁務員等

医療職俸給震い 医師

〃 信） 看護師

職務の級 1級 2級 8級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級

鯛整基本額(円） 6,600 8,500 9，600 10,200 109600 11,200 12,100 128700 140300 15,900

対 象 官 職 鯛整数 備 考

書記官，家裁鯛査官 4

首席・次席・総括主任害記官，首席・孜席・総括主任家裁閥査官等 2 管理職手当支給

法廷響備員 2

書寵官・鯛査官の資格を有する事務官 2 最高銭勤務者は非支給

種 目 支 給 額 等

俸給の特別鯛整額
(管理職手当）
(★）

● a

区分及び職務の級の別によ.り欲の額が支給される。

’
＝種

※『級｣･欄の数は行(-)の職務の級を示す。

区分 級 支給額 区分 級 支給額

10 139 9 300

9 ,13･000300

8 117 8 O00

二種 9

8

7

104 、 200

94 000

88 500

三種 8

、 7

.､6

82

77

72

20･0

400

700
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種 目 支 給 額 等

本府省業務
調整手当

最高裁亭務総局の業務等に従事する行(-)職員に対し，職務の級の別により次の額が支給される。

職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級以上

支給額 6,900 8,300 16,900 21,200 37,400 390200 41,800

初任給調塾手当 医師最高414, 300円（採用後35年間，採用日以後の期間の区分に応じて減額）

扶養手当

.※満ユ5歳に達する日後の最初の4月ユ日から満22歳の年度末までの子1人につき月額5, 000円を
加算
※配偶者がなく，子.と父母等の双方を扶養する場合には，子をユ人目の扶養親族とする。

扶養親族の種類 扶 養 手 当 額

配偶者 10 、 000円 ．

満22歳に達する日以後の妓初
の3月31日までの間にある子

各8 0 000円

(配偶者がない場合，そのうちユ人は10, 000円）

満22歳に達する日以後の最初
の3月31日までの間にある孫，

,弟及び妹

. 60恵以上の父母及び祖父母

重度心身障害者

各6, 500円 ．
（配偶者及び扶養親族たる子がない場合，そのうち1人は90 0
00円）

Ｏ
ｊ

寒冷地手当 支給地域に在勤する職員に対し， 11月から翌年3月まで毎月支給 （単位円）

区分 支 給 地． 、壌
世 帯 主

扶養親族あり 扶養親族なし
非世帯主

1級地 旭川，帯広，北見ほか． ‘ 26 8 380 ユ4 8 580 10 p 340

2級地 札幌，釧路，小樽ほか 23 ， 360 13 0 060 8 9 800

3級地 函館，室蘭，浦河ほか 22 0 540 12 0 860 8 、 600

4級地 青森県内，山形，盛岡，長野ほか ユ7 、 800 10 0 200 7 O
G

360

地域手当
(☆）

、

(俸給，扶養手当，管理職手当の月額の合計額）×支給割合

q● ＝

支給割合 ． 支 給 地 域

1級地(20%) 東京都特別区

2級地（16％） 大阪市，横浜市ほか

3級地（15％） 名古屋市， さいたま市，千葉市ほか

4級地（12％） 立川市，神戸市ほか．

5級地(10%) 広島市，福岡市，京都市，堺市ほか

6級地（6％） 仙台市，高松市，静岡市ほか

7級地（3％） 札幌市, ･北九州市ほか

広域異動手当
(★）

(俸給，扶養手当，管理職手当の月額の合計額）×支給割合
※支給割合は，異動等前後の宮署間の距離が①300キロメートル以上の場合100分の10,
ル以上300キロメートル未満の場合100分の5(平成26年度以前の異動等に係る場合
②100分の30平成27年度の異動等に係る場合は,｡00分の8,@100分の4)
※地域手当との併給鯛整あり

②60キロメート
は①100分の6，

住・ 居手当 (ア）借家，借間 家賃12,000超23,000以下…家賃-120000
由 ● 家賃23,000超550000未満．｡:(家賃-23,000)÷2+11,000

家賃550000以上…27,000 (単位円, 100円未満切捨）
(イ）配偶者等の居住する借家（単身赴任手当受給職員に限る。 ） （ア）の額の2分の1の額

通勤手当 6か月定期券等の価額（ユか月当たり550 000円を限度)･ ,異勤等に伴い新幹線等を利用する職員に
ついては， 6か月定期銭等の価額（特別料金分）の2分のユの額． （エか月当たり20, 000円を限度）
を加算



○

○

133

種 目 支 給 額 等

単身赴任手当 基礎額
加算額
30, 000･円
職員の住居から配偶者の住居までの距離に応じて最高70, 000円

特殊勤務手当 特別警備手当
勤務ユ時間につき150円(1日900円（一部の勤務については, 1, 050円）を限度）
災害応急作業等手当（東日本大鮭災及び東日本大震災以外の特定大規模災害筆に対処するための特例）
帰還困難区城において行う作業に従事した日1日につき,O6, 600円(3, 960円) ,②1，
30円，居住制限区域において行う作業に従事した日ユ日につき,O3, 300円(1, 980円）

3

ウ

②660円
※①は屋外において行うもの，②は屋内において行うもの， （ ）内は作業従事時間が4時間に満たな
いもの
※同一の日において； 2以上の作業に従事した場合は,手当の額が最も高いもの以外の手当は支給しな
い｡

特地勤務手.当
(★）

(異動時の（俸給十扶養手当）の月額×1/2＋支給時の（俸給十扶養手当）の月額×l/2)×支給割合

(準特地勤務手当）
上記宮署又は佐渡，高森若しくは夕張への異動に伴って住居を移転した職員には，
＋扶養手当）の月額の6％以下を支給（夕張は冬期に限る。 ）

別に異動時の（俸給

支給割合 宮 署

5級地(20%) 鏡支島（鹿児島）

4級地（ユ6％） 八丈島（東京）

3級地（12％） 新島（東京）
平良（郡覇）

、 上県（長崎） 』 名瀬・種子島・屋参島・甑島（鹿児島） ，石垣．．

2級塊,（ 8％） 伊豆大島（東京） 西郷（松江） 厳原・玉島・新上五島・壱岐（長崎）

1級地（ 4％） 察都（函館）※冬期は2級地

期末手当
(★）

(俸給，扶養 、 地域，広域異勵手当の月額の合計額十管理職加算額十役職段階別加算額）
×2 ●

●

6 （①2． 2，②ユ． 4） ，月分

[6月・・1． 225(O1. 025,@0. 625)月分， ユ2月'･1. 375(①1. 175,@0． 7
75>月分］ ●

※（ )内の①は特定管理職員‘(行I-l7級以上で管理職手当二種以上のもの）
ける職員

管理職加算額･…俸給月額(俸給の鯛整額は含まない｡ ）×割合

役

、 ②は指定職俸給表の適用を受

職段階別加算額…． （俸給，地域，広域異動手当の月額の合計額）×劉合

医療職についても級に対応した加算措置がとられる。 ．

対 象 職 員 割． 合

行H7級以上で管理職手当一種のもの及び指定職 25％

行卜17級以上で管理職手当二種のもの 15％

行I--l7級以上で管理職手当三種のものの一部 10%

俸給表 割 合

20% 15％ 10% 5％

指定職 すべての職員
一一一■■■■

行㈲ 10.･9･8級 7．6級 5．4級 3級

行 （。 ー一一．■■■

0

ーI■■■■ーー 5級 4．3 （一部）級

勤勉手当

(★）

(俸給，地域，広域異動手当の月額の合叶額十管理職加算額十役職段階別加算額） ，
×1． 8(①2． 2，②1． 9)易分

[6月， 12月･･各0． 9 （①1． 1
り）

8 ②0. 95)月分] (ただし，期間率及び成績率により個人差あ

※（ )内の①は特定管理職員（行H7級以上で管理職手当二種以上のもの) ,
ける職員

管理職加算額・役職段階別加算額・…期末手当と同じ。

成績率（平成30年6月）

②は指定職俸給表の適用を受

〆

勤務成績
割 合

指 定 職 特定管理職員 その他の職員

(1)特に優秀 上
下
以
以
０
０
０
０
１
１
／
／
４
０
３
２
１
２

上
下
以
以
０
０
０
０
１
１
／
／
０
０
１
８
１
１

(2)優秀 103.5／100以上

190/100以下

119.5/100以上

134/100未満

98.5/100以上

110/100未満

(3) 良好 90/iOO 107/100 87/100

(4) （1）から(3)まで以外． 90/100未満 107／100未満 87／100未満
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※平成30年3月31日までの間， 55歳を超える職員（行政職俸給表㈲6級相当以上の職員に限り，指定職俸給表の適用を受け
る職員等を除く。 ）への俸給月額の支給に当たっては，原則として，俸給月額のユ． 5％相当額が減額される（ 「種目」欄に★を
付した手当についても， これに準じて減額） 。

○

134

種 目 支 給 額 等

超過勤務手当
(★）

(俸給の月額十地域手当の月額十広域異動手当の月額）×12（月）

支給割合
38時間45分×52 （週） ．

･通常の超過勤務 125／100

（午後1．0時から翌日の午前5時までの間は, 150/100)
･週休日等の超過勤務135/100
（午後ユ0時から翌日の午前5時までの間は, 160/10

･※超過勤務時間数が1箇月について60時間を超えた職員には，そ
て，支給割合を150/100 (午後10時から翌日の午前5時
上げ。 ）
※60時間を超えて勤務した全時間のうち，
る時間に対しては，引き上げ分の超過勤務

×支給割合×時間数

0） ．
の60時間を超える全時間につい
までの時間は175/100に引き

超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係
手当の支給を要しない。 ． ．

休 日 給
(★） ．

(俸給の月額十地域手当の月額十広壌異動手当の月額）×ユ2 （月） ， ユ35
×－×時間数

38時間45分×52 （週） ユ00

宿日直手当 通
事

●
● 鞭
宿日直4
当直7

８
０

200円
200円．

管理職員特別勤務
手当

ぴ②平日深夜の臨時又は緊急の必要による勤務各1回に
皇

60 000円
50 000円
4, 300円 ・
3, 500円
3, 000円

①週休日等の臨時又は緊急の必要等による勅務及

つ鳥定職 ①180 000円
管理職手当一種受給者①12, 000円②

〃 二 〃 ①106 000円②

： 愚 ； 8乳：::胃：
〃 五 〃 ①6, 000円②



性別人員構成(H29.7.1現在）裁判所職員の官職別 ●

行一職員 書記官

女性

3,657

37％

女性

8,635

4ﾕ％

男性

12,567

59％

男性

6,315
63％

○

家裁調査官事務官

女性

3,875
42％

男性
712

45％女性
887

55％

男性

5,426
58％

○

女性
192

99％

135



国家公務員倫理法の概要

第一目的

この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託さ

れた公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため

必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を

招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目

的とすること。

○

第二国家公務員が遵守すべき職務に係る倫理原則

1 国民に対し不当な差別的取扱いをしてばならず、常に公正な職務の執行に当た

らなければならない。

2職務や地位を私的利益のために用いてはならない。

3国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

第三国家公務員倫理規程

1 第二の倫理原則を踏まえ、国家公務員倫理規謹（利害関係者からの贈与・謝礼

の禁止及び制限等について規定）を政令により制定

2各省各庁の長の職員の職務に係る倫理に関する訓令の制定

、3 1の国家公務員倫理規程及び2の訓令の国会への報告穣務

○

第四贈与等の報告

1 本省課長補佐級以上の国家公務員の企業等又は個人事業者からの贈与又は謝礼

（一回五千円を超えるものに限る｡）に関する報告書の提出義務

2 1の報告書の二万円を超える部分（国家公務員倫理審査会が認めた非公開事項

に該当しない部分に限る｡）の公開

3指定職以上の国家公務員に係る1の報告書の写しの国家公務員倫理審査会への

送付

136
、
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五
１
２
８

株取引等の報告及び所得等の報告

本省審議官級以上の国家公務員の株取引等に関する報告書の提出義務

本省審議官級以上の国家公務員の所得等に関する報告書の提出義務

1及び2の報告書の写しの国家公務員倫理審査会への送付

第六国家公務員倫理審査会

1 人事院に国家公務員倫理審査会を設置

2国家公務員倫理審査会の所掌事務

一公務員倫理一般に関する業務

イ国家公務員倫理規程に関する意見の申出

口国家公務員倫理法違反に係る懲戒処分の基準の作成及び改定

ハ公務員倫理に関する調査研究及び企画

二公務員倫理に係る研修の総合的企画及び調整

○

ホ各省庁における国家公務員倫理規程遵守の体制整備のための指導及び助言

二報告書の審査等に関する業務

イ贈与等の報告書、株取引等の報告書及び所得等の報告書の審査

ロ国家公務員倫理法違反の疑いがあり、国家公務員の倫理の保持に関し特に

必要があると認めるときは、当該国家公務員に質問し､立入検査を行い､証

人を喚問し、又は必要な報告若しくは資料の提出を求めること。

ハロの調査の結果､必要があると認めるときは､各省各庁の長に監督上必要

な措置を講ずるよう求めること。

二口の調査の結果、必要があると認めるときは、国家公務員を懲戒手続に付

すること。

3国家公務員倫理審査会の委員は、両議院の同意を得て内閣が任命

4 3に規定するもののほか、国家公務員倫理審査会の組織に関し所要の規定を整

備すること。

5任命権者がする懲戒処分の国家公務員倫理審査会による承認等任命権者と国家

公務員倫理審査会の権限調整に関し所要の規定を整備すること。

6国家公務員倫理審査会の業務に従事する者について、国家公務員法よりも重い

○
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I

守秘競務を課すこと。

第七倫理監督官

1 各省庁に倫理監督官を置くこと。

2倫理監督官は、職員の倫理の保持に関し必要な指導、助言を行うとともに、国

家公務員倫理審査会の指示に従い、職員の倫理の保持のための体制の整備を行う

こと。

第八国会の関与

内閣の年次報告書の国会への提出義務○

第九違反者に対する制裁措置

1 国家公務員倫理法に違反した者は、国家公務員法上の懲戒処分の対象とするこ

と。

2．国家公務員倫理法違反を理由として懲戒処分が行われた場合における当該処分

の概要の公表

第十特殊法人等に対する措置

1 特殊法人等の国の施策に準じた必要な施策を講ずる義務

2各省各庁の長による特殊法人に対する倫理の保持のための必要な監督

s国家公務員倫理審査会の各省各庁の長に対する特殊法人等の倫理の保持に関す

る報告又は監督の要求

○

第十一その他

1 現業の国家公務員に対する特例措置

2地方公務員に対する措置 ・

3裁判所職員臨時措置法を改正し、裁判所職員に対し、国家公務員に準じた措置

を講ずること。

4その他関係法律の整備を行うこと。

｡
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裁判蕨職員鯵傭理爆鋳の夛薩イント
国民の疑念や不信を招くことがないよう，倫理保持のルールについて理解を深めてください。
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鋤指定職が対象

所得等の報告

●禁止行為や報告遅滞があると…

国家公務員倫理法違反です。

○ 懲戒処分や厳重注意･注意の対象となります。

原稿執筆の原稿料や印税収入の

報告漏れが多発しています。

執筆者は特に御注意ください。

贈与等の受領や報告の要否に疑義がある場合は，

必ず速やかに人事担当者に相醸してください。

令錘蕊
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最高裁人能第1472号

（人い－07）

平成28年12月26日

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

殿
殿
殿

○
最高裁判所事務総長今崎幸．彦

セクシュアル・ハラスメント等の防止等について（通達）

裁判所におけるセクシュアル・ハラスメント及び妊娠，出産，育児又は介護に関

するハラスメント （以下「セクシュアル・ハラスメント等」 という。 ）の防止等に

ついては，次に掲げる人事院規則等の定めるところによるほか，下記により取り扱

ってください。

1 人事院規則10-10 (セクシュアル・ハラスメントの防止等) (以下「規則

10-10」 という。 ）

2平成10年11月13日付け職福-442人事院事務総長通知「人事院規則1

0－10 （セクシュアル・ハラスメントの防止等）の運用について」似下「規

則10－10運用通知」 という。 ） （第6条関係の別紙1の第1の2の五の定め

中「行政サービスの相手方」 とあるのは「事件関係者」 と読み替える。 ）

3人事院規則10－15 （妊娠，出産，育児又は介護に関するハラスメントの防

止等） （以下「規則10－15」 という。 ）

4平成28年12月1日付け職職－273人事院事務総長通知「人事院規則10

－15 （妊娠，出産，育児又は介護に関するハラスメントの防止等）の運用につ

いて」 （以下「規則10－15運用通知」という。 ）

○
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記

1 不利益取扱いの禁止

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員（以下「職員」 という。 ）は，セ

クシュアル・ハラスメント等に対する拒否等の対応，セクシュアル・ハラスメン

ト等に関する苦情の申出及び相談（以下「苦情相談」 という。 ）を行ったこと，

苦情の調査について証言等をしたことその他セクシュアル,･ハラスメント等に対

する対応により，職場においていかなる不利益も受けない。

2職員が認識すべき事項の周知

規則10-10運用通知別紙1 「セクシュアル・ハラスメントをなくすために

職員が認識すべき事項についての指針」及び規則10-15運用通知別紙第1 「

妊娠，出産,育児又は介護に関するハラスメントをなくすために職員が認識すべ

き事項についての指針」を職員に配布するなど､して，セクシュアル･ハラスメン

ト等に関する認識を深めさせなければならない。

3 監督者の役割

（1）職員を監督する地位にある者（他の職員を事実上監督していると認められる

地位にある者を含む。以下「監督者」という。 ）は，職員が職務に専念できる

良好な勤務環境を確保するために，セクシュアル・ハラスメン･ﾄ等を未然に防

止し，又はセクシュアル・ハラスメント等に起因する問題の迅速な処理に当た

らなければならない｡．

(2)監督者は，職員からセクシュアル・ハラズメント等に関する苦情相談があっ

た場合には，真筆にかつ迅速に対応しなければならない。

4研修

職員に対する研修を実施する際には，セクシュアル・ハラスメント等の防止に

関する事項を含めるものとする：特に，新たに採用された職員及び初任の監督者

．に対する研修の際には，必ずセクシュアル・ハラスメント等の防止に関する事項

、を含めるものとする。

○

○
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〃

1

苦情相談体制等

｜ 相談員の配置基準等

ア相談員の配置基準

高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所（(1)のイ及び(2)において「各裁判

所」 という。 ）は，職員からのセクシュアル・ハラスメント等に関する苦情

相談に対応するため，苦情相談を受ける職員（以下「相談員」 という。 ）を

配置するなどして苦情相談を受ける体制（以下「苦情相談体制』 という。 ）

を整備する。ただし，高等裁判所所在地においては，高等裁判所，地方裁判

所及び家庭裁判所が合同して，同一所在地にある地方裁判所及び家庭裁判所

においては，地方裁判所及び家庭裁判所が合同して相談員を配置することが

できる。

イ相談員の指名

各裁判所は， 当該裁判所に勤務する職員（地方裁判所にあっては，その管

轄区域内の簡易裁判所又は検察審査会に勤務する職員を含む。以下同じ。 ）

の中から相談員を指名する。ただし，複数の裁判所が合同して相談員を配置

する場合には； 当該合同する裁判所に勤務する職員の中から指名することが

できる。相談員の指名に当たっては次の点に配慮する。

（ｧ）相談員のうち少なくとも1人は事務局総務課長（高等裁判所，地方裁判

所及び家庭裁判所が合同して相談員を配置する場合には，高等裁判所事務

局総務課長） とする。

（ｲ） 相談員は，原則として管理職員（裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判

所職員の標準的な官職を定める規則（平成21年最高裁判所規則第6号）

別表の1の項第3欄第9号に規定する職制上の段階に属する課長補佐，同

表の1の項第3欄第13号に規定する職制上の段階に属する課長， ､同表の

2の項第3欄第4号に規定する職制上の段階に属する主任書記官及び同表

の3の項第3欄第2号に規定する職制上の段階に属する主任家庭裁判所調

5

(1)

1

○

○
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査官及びこれらと同等以上の職制上の段階に属する官職を占める職員をい

う。以下同じ。 ） ．とする。ただし，規則10－10運用通知記第8条関係

第2項第3号及び規則10－1．5運用通知記第8条関係第2項第3号の定

めに適合する相談員の確保が困難な場合には，管理職員以外の職員として

も差し支えない。

．ウ相談員の人数

． 高等裁判所（地方裁判所及び家庭裁判所と合同して相談員を配置する場合

を含む。 ）においては5人以上とし，イの(ｱ)に定める相談員を除いて男性及

び女性それぞれ2人以上とする。

地方裁判所及び家庭裁判所（同一所在地において合同して相談員を配置す

る場合を含む。 ）においては3人以上とし，イの(ｱ)に定める相談員を除いて

男性及び女性それぞれ1人以上とする。

(2) 苦情相談体制の通知

各裁判所は， 当該裁判所に勤務する職員に対し，苦情相談体制を書面等適宜．

の方法により通知するものとする。

(3)苦情相談の申出

ア職員は， 当該職員が勤務する裁判所（簡易裁判所又は検察審査会に勤務す

る職員については，当該簡易裁判所又は当該検察審査会の所在地を管轄する

地方裁判所をいう｡ ）の相談員，当該裁判所を管轄する高等裁判所の相談員

及び最高裁判所の相談員（別に定める相談員に限る。 ）のいずれに対しても.，

苦情相談の申出をすることができる。

イ職員は，面談， メール, ･電話，手紙等の方法により苦情相談の申出をする

○

○

こ・とができる。

(4)苦情相談令の対応

ア相談員は，セクシュアル・ハラスメント等を受けたとする職員，セクシュ

アル・ハラスメント等を行ったとされる職員叉は第三者からの事実関係等の気
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聴取，関係する職員に対する指導及び助言，当事者間のあっせん等を自ら行

う.とともに，関係する職員に対しセクシュアル・ハラスメント等に起因する

問題の解決のための指導等を要請することにより，当該問題を迅速かつ適切

に解決するように努めるものとする。

この場合には，規則10－10運用通知別紙2 「セクシュアル・ハラスメ

ントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項についての指針｣ ．

及び規則10－15運用通知別紙第2 「妊娠，出産，育児又は介護に関する

ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について

の指針」に留意しなければならない。

イ苦情相談への対応に当たっては，関係者のプライバシー，名誉その他の人

権の尊重に配慮するとともに，知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

再発防止

セクシュアル・ハラスメント等に起因する問題が生じた場合には，再発防止に

○

6

向けた措置を講じなければならない。

、付記

この通達は，平成29年1月1日か．ら実施する。

○
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セクシュアル・ハラスメントの防止等

発令 ：平成io年11月13日人事院規則10-10

最終改正：平成19年2月9日人事院栽側10-10-1

改正内容：平成'9年2月9日人事院規則10-10-i[平成19年4月1日］

oセクシュアル，ハラスメントの防止等．

〔平成十年十一月十三日人事院規則一○一一○〕

人事院は、国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）に基づき、セクシュアル・ハラス

メントの防止等に関し次の人事院規則を制定する。

セクシュアル‘ハラスメントの防止等

（趣旨）

第一条この規則は、人事行政の公正の確保､職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的
として、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル･ハ

ラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し､必要な事項を

定めるものとする。

（定義）

第二条この規則において､次の各号に掲げる用語の意義は､当該各号に定めるところによる。
－セクシュアル･ハラスメント他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員

が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
二セクシュアル･ハラスメン.トに起因する問題セクシュアル･ハラスメントのため職員

の勤務環境が害されること及びセクシュアル･ハラスメントヘの対応に起因して職員がそ
の勤務条件につき不利益を受けること

（人事院の責務）

第三条人事院は、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を
行うとともに、各省各庁の長がセクシュアル･ハラスメントの防止等のために実施する措置
に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

、 （各省各庁の長の責務）
第四条各省各庁の長は､職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、
セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、セクシ
ュアル･ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては､必要な措置を迅速かつ適切

に購じなければならない。この場合において、セクシュアル・ハラスメントに対する苦情の
申出、当該苦情等に係る鯛査への協力その他セクシュアル･ハラスメントに対する職員の対
応に起因して当該職員が職場において不利益を受けるごとがないようにしなければならな
い。

（職員の責務）

第五条職員は、次条第一項の指針の定めるところに従い、セクシュアル･ハラスメントをし
ないように注意しなければならない。

2職員を監督する地位にある者(以下｢監督者｣という。 ）は､良好な勤務環境を確保する
ため、日常の執務を通じた指導等によりセクシュアル･ハラスメントの防止及び排除に努め
るとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切
に対処しなければならない。

○

○
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（職員に対する指針）

第六条人事院は､セクシュアル･ハラスメントをしないようにするために職員が認職すべき
事項及びセクシュアル･ハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる

対応等について、指針を定めるものとする。

2各省各庁の長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

柵修等）

第七条各省各庁の長は、セクシュアル・ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必

要な研修等を実施しなければならない。

2各省各庁の長は、新たに職員となった者に対し、セクシュアル・ハラスメントに関する基

本的な事項について理解させるため、及び新たに監督者となった職員に対し、セクシュア・

ル・ハラスメントの防止等に関しその求められる役割について理解させるために、研修を実

施するものとする。

3人事院は､各省各庁の長が前二項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たると

ともに、自ら実施することが適当と認められるセクシュアル･ハラスメントの防止等のため

の研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。

（苦情相談への対応）

第八条各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、セクシュアル・ハラスメントに関す

る苦情の申出及び相談(以下｢苦情相談」という。 ）が職員からなされた場合に対応するた
め、苦情相談を受ける職員（以下「相談員」という。 ）を配置し、相談員が苦情相談を受け

る日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、各

省各庁の長は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。 、

2相談員は､苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する
助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合におい
て、相談員は、人事院が苦情相談への対応について定める指針に十分留意しなければならな

い。

3職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、人事院に対しても苦情相談を行うことがで

きる。この場合において、人事院は、苦情相談を行った職員等から事情の聴取を行う等の必

要な調査を行い、当該職員等に対して指導、助言及び必要なあっせん等を行うものとする。

附則

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附則〔平成一九年二月九日人事院規則一○一一○一一〕

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

○

○

』

147



人事院規則10－10 （セクシュアル・ハラスメントの防止等）の運用について

（平成10年11月13日職福－442）

（人事院事務総長発）

最終改正も平成28年12月1日職職－272

標記について下記のとおり定めたので、平成11年4月1日以降は、これによっ

てください。

記

第1条関係

「セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除」とは、セクシュアル・ハラス

メントが行われることを未然に防ぐとともに、セクシュアル・ハラスメントが現

に行われて'いる場合にその行為を制止し、及びその状態を解消することをいう。

第2条関係

1 この条の第1号の「他の者を不快にさせる」 とは、職員が他の職員を不快に

させること、職員がその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせ

ること及び職員以外の者が職員を不快にさせることをいう。、

2 この条の第1号の「職場」とは、職員が職務に従事する場所を.いい、当該職

員が通常勤務している場所以外の場所も含まれる。

3 この条の第1号の「性的な言動」とは、性的な関心や欲求に基づく言動をい

い、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関

する偏見に基づく言動も含まれる。

4 この条の第2号の「セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害

されること」 とは、職員が、直接又は間接的にセクシュアル・ハラスメントを

受けることにより、職務に専念することができなくなる等その能率の発揮が損

なわれる程度に当該職員の勤務環境が不快なものとなることをいう。

5 この条の第2号の「セクシュアル・ハラスメントヘの対応」 とは、職務上の

○

○
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地位を利用した交際又は性的な関係の強要等に対する拒否、抗議、苦情の．申出

等の行為をいう。

6 この条の第2号の「勤務条件につき不利益を受けること」 とは、昇任、配置

換等の任用上の取扱いや昇格、昇給、勤勉手当等の給与上の取扱い等に関し不

・ ・利益を受けることをいう。

第4条関係

1 各省各庁の長の責務には、次に掲げるものが含まれる。

一セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する方針、具体的な対策等を各

省庁において部内規程等の文書の形でとりまとめ、職員に対して明示するこ

と。

二職員に対する研修の計画を立て、実施するに当たり、セクシュアル・ハラ

スメントの防止等のための研修を含めること。

三セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が職場に生じていないか、又

はそのおそれがないか、勤務環境に十分な注意を払うこと。

四セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、再発防止

に向けた措置を講ずること。

五職員に対して、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦

情等に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに対する職員の

対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けないことを周知するこ

と。

2職場における「不利益」には､勤務条件に関する不利益のほか､同僚等から

受ける誹誇や中傷など職員が受けるその他の不利益が含まれる。

第5条関係

この条の第2項の「職員を監督する地位にある者」には、他の職員を事実上監

督していると認められる地位にある者を含むものとする。

第6条関係

○
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この条の第1項の人事院が定める指針は、別紙1のとおりとする｡、

第7条関係

1 この条の第1項の「研修等」には、研修のほか、パンフレットの配布、ポス

ターの掲示、職員の意識調査の実施等が含まれる。

2 この条の第1項の「研修等」の内容には、性的指向及び性自認に関するもの

を含めるものとする。

第8条関係

． 1 苦情相談は、セクシュアル・ハラスメントによる被害を受けた本人からのも

のに限らず、次のようなものも含まれる。

一他の職員がセクシュアル・ハラスメントをされているのを見て不快に感じ

る職員からの苦情の申出

二 ・他の職員からセクシュアル・ハラスメントをしている旨の指摘を受けた職

員からの相談

三部下等からセクシュアル・ハラスメントに関する相談を受けた監督者から

の相談

2 この条の第1項の苦情相談を受ける体制の整備については、次に定めるとこ

ろによる。

一本省庁及び管区機関においては、それぞれ複数の相談員を置くことを基準

とし、その他の機関においても、セクシュアル・ハラスメントに関する職員

からの苦情相談に対応するために必要な体制をその組織構成、各官署の規模

等を勘案して整備するものとする。

二相談員のうち少なくとも1名は、苦情相談を行う職員の属する課の長に対

する指導及び人事当局との連携をとることのできる地位にある者をもって充

てるものとする。

三苦情相談には、苦情相談を行う職員の希望する性の相談員が同席できるよ

うな体制を整備するよう努めるものとする。

0
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四セクシュアル・ハラスメントは、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラ
q s

スメント （人事院規則10－15 （妊娠、出産、育児又は介護に関するハラ

スメントの防止等）第2条に規定する妊娠、出産、 育児又は介護に関する

ハラスメントをいう。以下同じ。 ）その他のハラスメントと複合的に生じる

ことも想定されることから、妊娠､出産、育児又は介護に関するハラスメン

ト等の苦情相談を受ける体制と一体的に、セクシュアル・ハラスメントの苦

情相談を受ける体制を整備するなど、一元的に苦情相談を受けることのでき

る体制を整備するよう努めるものとする。

3 この条の第2項の人事院が定める指針は、別紙2のとおりとする。 ．

4 この条の第3項の「苦情相談を行った職員等」には、他の職員からセクシュ

アル・ハラスメントを受けたとする職員、他の職員に対しセクシュアル・ハラ

○

スメントをしたとされる職員その他の関係者が含まれる。

上以

○
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､

､別紙1

I

セクシュアル・ハラスメント･をなくすために職員が認識すべき事項につい

ての指針

第1 セクシュアル・ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事

項

; 1 意識の重要性

セクシュアル・ハラスメントをしないようにするためには、職員の一人一人

が、次の事項の重要性について十分認識しなければならない。

・ 一お互いの人格を尊重しあうこと。

二お互いが大切なパートナーであるという意識を持つこと。

三相手を性的な関心の対象としてのみ見る意識をなくすこと｡

四 ・女性を劣った性として見る意識をなくすこと。

2基本的な心構え

職員は､.セクシュアル“･ハラスメントに関する次の事項について十分認識し

なければならない。

一性に関する言動に対する受け止め方には個人間で差があり、セクシュアル

・ハラスメントに当たるか否かについては、相手の判断が重要であること。

具体的には、次の点について注意する必要がある。

（1）親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく

相手を不快にさせてしまう場合があること。

（2）不快に感じるか否かには個人差があること。

（3）この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしないこ

． と。

（4）相手との良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしないこと。

○
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0

二相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決・

して繰り返さないこと。

三セクシュアル・ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも意思

表示があるとは限らないこと。

セクシュアル・ハラスメントを受けた者が、職場の人間関係等を考え、拒

否することができないなど、相手からいつも明確な意思表示があるとは限ら

ないことを十分認識する必要がある。

四職場におけるセクシュアル・ハラスメン《トにだけ注意するのでは不十分で

あること。

例えば、職場の人間関係がそのまま持続する歓迎会の酒席のような場にお

いて、職員が他の職員にセクシュアル・ハラスメントを行うことは、職場の

人間関係を損ない勤務環境を害するおそれがあることから、勤務時間外にお

けるセクシュアル・ハラスメントについても十分注意する必要がある。

五職員間のセクシュアル・ハラスメントにだけ注意するのでは不十分である

こと。

行政サービスの相手方など職員がその職務に従事する際に接することとな

る職員以外の者及び委託契約又は派遣契約により同じ職場で勤務する者との

関係にも注意しなければならない。 、

3 セクシュアル・ハラスメントになり得る言動

セクシュアル・ハラスメントになり得る言動として、例えば、次のようなも

．のがある。 ′

一職場内外で起きやすいもの

（1）性的な内容の発言関係

ァ性的な関心、欲求に基づくもの

①スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること。

．②聞くに耐えない卑狼な冗談を交わすこと。

○
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③体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」 、 「もう更年期か」など

と言うこと。

④性的な経験や性生活について質問すること。

⑤性的な噂を立てたり、性的なからかいの対象とすること。

イ性別により差別しようとする意識等に基づくもの

① 「男のくせに根性がない」 、 「女には仕事を任せられない」 、 「女

性は職場の花でありさえすればいい」などと発言ずること。

② 「男の子、女の子」 、 「僕、坊や、お嬢さん」 、 「おじさん、おば

・ さん」などと人格を認めないような呼び方をすること。

③性的指向や性自認をからかいやいじめの対象とすること。

性的な行動関係

ア性的な関心、欲求に基づくもの

①ヌードポスター等を職場に貼ること。

②雑誌等の卑狼な写真・記事等をわざと見せたり、読んだりするこ

と。

③身体を執勧に眺め回すこと。

④食事やデートにしつこく誘うこと。

⑤性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙。Eメールを送る

こと。 ダレ

⑥身体に不必要に接触すること。

⑦浴室や更衣室等をのぞき見すること。

イ性別により差別しようとする意識等に基づ･くもの

女性であるというだけで職場でお茶くみ、掃除、私用等を強要するこ

と。

主に職場外において起こるもの

”性的な関心、欲求に基づくものア

○

(2)

、
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性的な関係を強要すること。

イ性別により差別しようとする意識等に基づくもの

①カラオケでのデュエットを強要すること。

②酒席で、上司の側に座席を指定したり、お酌やチークダンス等を強要

すること。

4懲戒処分

セクシュアル・ハラスメントの態様等によっては信用失墜行為、国民全体の

奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当して、懲戒処分に付されることが

ある。

第2職場の構成員として良好な勤務環境を確保するために認識すべき事項

勤務環境はその構成員である職員の協力の下に形成される部分が大きいこと

から、セクシュアル・ハラスメントにより勤務環境が害されることを防ぐた

め、職員は、次の事項について、積極的に意を用いるように努めなければなら

ない。

1職場内のセクシュアル・ハラスメントについて問題提起する職員をいわゆる

トラブルメーカーと見たり、セクシュアル・ハラスメントに関する問題を当事
0 ．

者間の個人的な問題として片づけないこと。 ．

職場におけるミーティングを活用することなどにより解決することができる

問題については、問題提起を契機として、良好な勤務環境の確保のために皆で

取り組むことを日頃から心がけることが必要である。

2職場からセクシュアル・ハラスメントに関する問題の加害者や被害者を出さ

ないようにするために、周囲に対する気配りをし、必要な行動をとること。 、

具体的には､次の事項について十分留意して必要な行動をとる必要がある。

一セクシュアル・ハラスメントが見受けられる場合は、職場の同僚として注

意を促すこと。

セクシュアル・ハラスメント:を契機として、勤務環境に重大な悪影響が生
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じたりしないうちに、機会をとらえて職場の同僚として注意を促すなどの対

応をとることが必要である。

二被害を受けていることを見聞きした場合には、声をかけて相談に乗るこ

と。り

、 被害者は「恥ずかしい」 、 「トラブルメーカーとのレッテルを貼られたく

ない」などとの考えから、他の人に対する相談をためらうことがある。被害

を深刻にしないように、気が付いたことがあれば、声をかけて気軽に相談に

乗ることも大切である。

3職場においてセクシュアル・ハラスメントがある場合には、第三者として気

持ちよく勤務できる環境づくりをする上で、上司等に相談するなどの方法をと

ることをためらわないこと。

第3 セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望

まれる事項

1 基本的な心構え

職員は、セクシュアル・ハラスメントを受けた場合にその被害を深刻にしな

いために、次の事項について認識しておくことが望まれる。

一一人で我慢しているだけでは、問題は解決しないこと。

セクシュアル・ハラスメントを無視したり、受け流したりしているだけで

は、必ずしも状況は改善されないということをまず認識することが大切であ

○

○

る。

二セクシュアル・ハラスメントに対する行動をためらわないこと6

「トラブルメーカーというレッテルを貼られたくない」 、 「恥ずかしい｣な

どと考えがちだが、被害を深刻なものにしない、他に被害者をつくらない、

さらにはセクシュアル・ハラスメントをなくすことは自分だけの問題ではな

く良い勤務環境の形成に重要であるとの考えに立って、勇気を出して行動す

ることが求められる。
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『

2セクシュアル・ハラスメントによる被害を受けたと思う.ときに望まれる対応

職員はセクシュアル・ハラスメントを受けた場合、次のような行動をとるよ

う努めることが望まれる。

一嫌なことは相手に対して明確に意思表示をすること。

セクシュアル・ハラスメントに対しては毅然とした態度をとること、すな

わち、はっきりと自分の意思を相手に伝えることが重要である。直接相手に

言いにくい場合には、手紙等の手段をとるという方法もある。

二信頼できる人に相談すること。

まず、職場の同僚や知人等身近な信頼できる人に相談することが大切であ

・ る。各職場内において解決することが困難な場合には、内部又は外部の相談

機関に相談する方法を考える。なお、相談するに当たっては、セクシュアル

・ハラスメントが発生した日時、内容等について記録しておくことが望まし

○

い。。 ’
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別紙2

セクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意す

べき事項についての指針

1 基本的な心構え

職員からの苦情相談に対応するに当たっては、相談員は次の事項に留意する

必要がある。

1被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何か'という視点を常に

持つこと。

2事態を悪化させないために、迅速な対応を心がけること。

3 関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘

密を厳守すること。

2苦情相談の事務の進め方

1 苦情相談を受ける際の相談員の体制等

一苦情相談を受ける際には、原則とし.て2人の相談員で対応すること。

二苦情相談を受けるに当たっては、苦情相談を行う職員（以下「相談者」 と．

いう。 ）の希望する性の相談員が同席するよう努めることd

三相談員は、苦情相談に適切に対応するために、相互に連携し、協力するこ

と。

四実際に苦情相談を受けるに当たっては、その．内容を相談員以外の者に見聞

されないよう周りから遮断した場所で行うこと。

2相談者から事実関係等を聴取するに当たり留意すべき事項

相談者から事実関係等を聴取するに当たっては､､次の事項に留意する必要が

ある。

一相談者の求めるものを把握すること。
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将来の言動の抑止等、今後も発生が見込まれる言動への対応を求めるもの

であるのか、又は喪失した利益の回復、謝罪要求等過去にあった言動に対す

る対応を求めるものであるのかについて把握する。

二どの程度の時間的な余裕があるのがについて把握すること。

相談者の心身の状態等に鑑み、苦情相談への対応に当たりどの程度の時間

的な余裕があるのかを把握する。

三相談者の主張に真筆に耳を傾け丁寧に話を聴くこと。

特に相談者が被害者の場合、セクシュアル・ハラスメントを受けた心理的

な影響か．ら必ずしも理路整然と話すとは限らない。むしろ脱線することも十

分想定されるが、事実関係を把握することは極めて重要であるので、忍耐強

く聴くよう努める。

四事実関係については、次の事項を把握すること。

(1)当事者（被害者及び加害者とされる職員）間の関係

（2）問題とされる言動が、いつ、どこで、どのように行われたか。 ．

（3）相談者は、加害者とされる職員に対してどのような対応をとったか。

（4）監督者等に対する相談を行っているか。

なお、これらの事実を確認する場合、相談者が主張する内容については、

当事者のみが知り得るものか、又は他に目撃者はいるのかを把握する。

五聴取した事実関係等を相談者に確認すること。

聞き間違えの修正並びに聞き漏らした事項及び言い忘れた事項の補充がで

きるので、聴取事項を書面で示したり、復唱するなどして相談者に確認す

る。

六聴取した事実関係等については、必ず記録にしてとっておくこと。

3加害者とされる職員からの事実関係等の聴取

一原則として、加害者とされる職員から事実関係等を聴取する必要がある。

ただし、セクシュアル・ハラスメントが職場内で行われ比較的軽微なもので
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あり、対応に時間的な余裕がある場合などは、監督者の観察、指導による対

応が適当な場合も考えられるので、その都度適切な方法を選択して対応す

る。

二加害者とされる者から事実関係等を聴取する場合には、加害者とされる者

・ に対して十分な弁明の機会を与える。

三加害者とされる者から事実関係等を聴取するに当たってはくその主張に真

筆に耳を傾け丁寧に話を聴くなど、相談者から事実関係等を聴取する際の留

意事項を参考にし、適切に対応する。

4第三者からの事実関係等の聴取

職場内で行われたとされるセクシュアル・ハラスメントについて当事者間で

事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認めら

れる場合などは、第三者から事実関係等を聴取することも必要である。

この場合、相談者から事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にし、適切

・・ に対応する。

5相談者に対する説明

苦情相談に関し、具体的にとられた対応については、相談者に説明する。

g3 問題処理のための具体的な対応例

相談員が、苦情相談に対応するに当たっては、セクシュアル・ハラスメント

に関して相当程度の知識を持ち、個々の事例に即して柔軟に対応することが基

本となることは言うまでもないが、具体的には、事例に応じて次のような対処

が方策として考えられる。

1 セクシュアル・ハラスメントを受けたとする職員からの苦情相談

一職員の監督者等に対し、加害者とされる職員に指導するよう要請する。

． ． （例）

職場内で行われるセクシュアル・ハラスメントのうち、その対応に時間的

な余裕があると判断されるものについては、職場の監督者等に状況を観察す
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るよう要請し、加害者とされる職員の言動のうち問題があると認められるも

のを適宜注意させる。

二加害者に対して直接注意する。

（例）

性的なからかいの対象にするなどの行為を頻繁に行うことが問題にされて

．いる場合において、加害者とされる職員は親しみの表現として発言等を行っ

ており、それがセクシュアル・ハラスメントであるとの意識がない場合に

は、相談員が加害者とされる職員に対し、その行動がセクシュアル･‘ハラス

メントに該当することを直接注意する‘

三被害者に対して指導、助言をする。

（例）

職場の同僚から好意を抱かれ食事やデートにしつこく誘われるが、相談者

がそれを苦痛に感じている場合については、相談者自身が相手の職員に対し

て明確に意思表示をするよう助言する。

四当事者間のあっせんを行う。

（例）

被害者がセクシュアル・ハラスメントを行った加害者に謝罪を求めている

場合において、加害者も自らの言動について反省しているときには、被害者

の要求を加害者に伝え、加害者に対して謝罪を促すようあっせんする。

五人事上必要な措置を講じるため、人事当局との連携をとる。

（例）

セクシュアル・ハラスメントの内容がかなり深刻な場合で被害者と加害者

とを同じ職場で勤務させることが適当でないと判断される場合などには、人

事当局どの十分な連携の下に当事者の人事異動等の措置をとることも必要と

なる。

2セクシュアル・ハラスメントであるとの指摘を受けたが納得がいかない旨の
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相談

（例）

昼休みに自席で週刊誌のグラビアのヌード写真を周囲の目に触れるように眺

めていたところ、隣に座っている同僚の女性職員から、他の職員の目に触れる

のはセクシュアル・ハラスメントであるとの指摘を受けたが、納得がいかない

旨の相談があった場合には、相談者に対し、周囲の職員が不快に感じる以上は

セクシュアル・ハラスメントに当たる旨注意喚起をする。

3第三者からの苦情相談

（例） ’ ・

同僚の女性職員がその上司から性的なからかいを日常的に繰り返し受けてい

るのを見て不快に思う職員から相談があった場合には、同僚の女性職員及びそ

の上司から事情を聴き、その事実がセクシュアル・ハラスメントであると認め

られる場合には、その上司に対して監督者を通じ、又は相談員が直接に注意を

促す。

（例）

非常勤職員に執鋤につきまとったり、その身体に不必要に触る職員がいる

が、非常勤職員である本人は、立場が弱いため苦情を申し出ることをしないよ

うな場合について第三者から相談があったときには、本人から事情を聴き、事

実が認められる場合には、本人の意向を踏まえた上で、監督者を通じ、又は相

談員が直接に加害者とされる職員から事情を聴き、注意する。
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妊娠、出産、育児又は介謹に関するハラスメントの防止等

発令 ：平成28年12月1日号外人事院規則10-15 ･

最終改正：平成28年12月1日号外人事院規則lO-15

改正内容：平成28年12月1日号外人事院規則10-15[平成29年1月1日］

o妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等

〔平成二十八年十二月一日号外人事院規則一○一一五〕

人事院は、国家公務員法に基づき、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止
等に関し次の人事院規則を制定する。

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等

（趣旨） ‐

第一条この規則は、人事行政の公正の確保､職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的

として、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止のための措置及び妊娠、出

産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し、

必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第二条この規則において、 「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場

における次に掲げるものをいう。

一職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

イ妊娠したこと。

ロ出産したこと。

ハ‘妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなか

ったこと又は能率が低下したこと。

二職員に対する次に掲げる妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動によ
り当該職員の勤務環境が害されること。

イ規則一○一七（女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉）第三条第一項の規定に

より妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせないこと。

ロ規則一○一七第四条の規定により深夜勤務又は正規の勤務時間等以外の時間におけ

る勤務をさせないこと。

ハ規則一○－七第五条の規定による保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないこ

と。

．二規則一○一七第六条第一項の規定により業務を軽減し､又は他の軽易な業務に就かせ

ること。

ホ規則一○－七第六条第二項の規定による休息し、又は補食するため勤務しないこと。

へ規則一○一七第七条の規定による正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて勤務
しないこと。

ト規則一五一一四（職員の勤務時間、休日及び休暇）第二十二条第一項第六号又は規則
'

一五一一五（非常勤職員の勤務時間及び休暇）第四条第二項第一号の規定による六週間

（多胎妊娠の場合にあっては、十四週間）以内に出産する予定である場合の休暇・

チ規則一五一一四第二十二条第一項第七号又は規則一五一一五第四条第二項第二号の

規定による．出産した場合の休暇 ．
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i ，

リ規則一五一一四第二十二条第一項第八号又は規則一五一一五第四条第二項第三号の
規定による保育のために必要と認められる授乳等を行う場合の休暇

ヌ規則一五一一四第二十二条第一項第九号の規定による妻の出産に伴う休暇

ル規則一五一一五第四条第二項第九号の規定による保健指導又は健康診査に基づく指

・ 導事項を守るための榊農

ヲイからルまでに掲げるもののほか､人事院の定める妊娠又は出産に関する制度又は措

置

三職員に対する次に掲げる育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職

員の勤務環境が害されること。

イ育児休業法第三条第一項に規定する育児休業

ロ育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務
ハ育児休業法第二十六条第一項に規定する育児時間

、二勤務時間法第六条第四項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振ること。

ホ規則一○一一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤

務の制限）第三条の規定により早出遅出勤務をさせること。

へ規則一○一一一第六条の規定により深夜勤務をさせないこと｡
ト規則一○一一一第九条又は第十条の規定により超過勤務をさせないこと。

チ規則一五一一四第二十二条第一項第十号の規定による子の養育のための休暇

リ規則一五一一四第二十二条第一項第十一号又は規則一五一一五第四条第二項第四号
の規定による子の看護のための休暇
ヌイからリまでに掲げるもののほか、人事院の定める育児に関する制度又は措置

四職員に対する次に掲げる介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職
員の勤務環境が害されること。

イ勤務時間法第六条第四項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振ること。
ロ勤務時間法第二十条第一項に規定する介護休暇又は規則一五一一五第四条第二項第

六号の規定による要介護者の介護をするための休暇．

ハ勤務時間法第二十条の二第一項に規定する介護時間又は規則一五一一五第四条第二

項第七号の規定による要介護者の介護をするための休暇

二規則一○一一一第十三条の規定により読み替えられた同規則第三条の規定により早

出遅出勤務をさせること。

ホ規則一○一一一第十三条の規定により読み替えられた同規則第六条の規定により深

夜勤務をさせないこと。

へ規則一○一一一第十三条の規定により読み替えられた同規則第九条又は第十条の規
定により超過勤務をさせないこと。

卜規則一五一一四第二十二条第一項第十二号又は規則一五一一五第四条第二項第五号

の規定による要介護者の世話を行うための休暇

チイからトまでに掲げるもののほか、人事院の定める介護に関する制度又は措置 ・

（人事院の責務）

第三条人事院は､妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントの防止及び妊娠､出産、
育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合の対応（以下「妊娠、出産、育児又は介護
に関するハラスメントの防止等」という｡．）に関する施策についての企画立案を行うととも
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に、各省各庁の長が妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のために実施

する措置に関する調整､指導及び助言に当たらなければならない。

（各省各庁の長の責務）

第四条各省各庁の長は､職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため､‐

妊娠、出産、育児又ほ介護に関するハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるととも

に、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合においては、必要な措置

を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、妊娠、出産、育児又は介護に

関するハラスメントに対する苦情の申出､当該苦情等に係る調査への協力その他妊娠､出産、

育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場

において不利益を受けることがないようにしなければならない。 ．

（職員の責務）

第五条職員は､次条第一項の指針の定めるところに従い、 自らの言動により、妊娠､出産、
育児又は介護に関するハラスメントを生じさせないように注意しなければならない。

2職員を監督する地位にある者（以下「監督者」という。 ）は、良好な勤務環境を確保する

ため、日常の執務を通じた指導等により妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの

防止に努めるとともに､妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合には、

迅速かつ適切に対応しなげればならない。

（職員に対する指針）

第六条人事院は､妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせないために職

員が認織すべき事項及び妊娠､出産､育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合にお
いて職員に望まれる事項について、指針を定めるものとする。
2各省各庁の長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

（研修等）

第七条各省各庁の長は、妊娠、出産、育児又は介該に関するハラスメントの防止等を図るた

め、職員に対し、必要な研修等を実施しなければならない。

2各省各庁の長は、新たに職員となった者に対し《妊娠、出産、育児又は介護に関するハラ

スオントに関する基本的な事項について理解させるため､及び新たに監督者となった職員に
対し、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関しその求められる役割

について理解させるために、研修を実施するものとする。

3人事院は､各省各庁の長が前二項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たると

ともに、自ら実施することが適当と認められる妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメ．

ントの防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。

（苦情相談への対応）

第八条各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、妊娠、出産、育児又は介護に関する
ハラスメントに関する苦情の申出及び相談（以下「苦情相談」という。 ）が職員からなされ

た場合に対応するため、苦情相談を受ける職員（以下「相談員」という。 ）を配置し、相談

員が苦情相談を受Iﾅる日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない｡こ
の場合において、各省各庁の長は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとす

る。

2相談員は､苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する
・助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合におい

○

○
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て、相談員は、人事院が苦情相談への対応について定める指針に十分留意しなければならな

い。

3職員は､相談員に対して苦情相談を行うほか､人事院に対しても苦情相談を行うことがで

きる。この場合において、人事院は、苦情相談を行った職員等から事情の聴取を行う等の必

要な調査を行い、当該職員等に対して指導、助言及び必要なあっせん等を行うものとする。

附則

（施行期日）

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

（人事院規則二一三の一部改正）

2人事院規則二一三（人事院事務総局等の組織）の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

○

0

○

~
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人事院規則10－15 （妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止

・等）の運用について

（平成28年12月1日職職－273）

（人事院事務総長発）

標記について下記のとおり定めたので、平成29年1月1日以降は、これによっ・

てください。

記

第2条関係
○

1 この条で定義する「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」につ

いては、職員の上司（当該職員を事実上監督していると認められる者及び当該

職員の人事に関する行為に関与する者も含まれる。以下同じ。 ）又は同僚（当

該職員と共に日常の執務書行う.者（部下を含む。 ）をいう。以下同じ。 ）の言

動によるものが該当する。 .また、この条に規定するものであっても、業務分担

や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動による

ものは該当しない。

2 この条の「職場」とは、職員が職務に従事する場所をいい、当該職員が通常

勤務している場所以外の場所及び懇親の場等であって当該職員の職務と密接に

関連するものも含まれる。

3 この条の第1号ハの「妊娠又は出産に起因する症状」 とは、つわり、妊娠悪

阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたことに起因して妊産

婦に生じる症状をいう。

4 この条の第2号ヲの「人事院の定める妊娠又は出産に関する制度又は措置j

は、 「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について（平成6年7月27日職

職－328） 」 （以下「勤務時間等関係運用通知」 という。 ）第6の第5項(5)

の規定により休憩時間を短縮すること （ 「人事院規則15－15 （非常勤職員

○
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の勤務時間及び休暇）の運用について（平成6年7月27日職職－329） 」

（以下「規則15－15運用通知］ という。 .）第2条関係第2項の規定により

準じて取り扱う場合を含む。 ） とする。

5この条の第3号ヌの「人事院の定める育児に関する制度又は措置」は、勤務

時間等関係運用通知第6の第4項(2)の規定により子の養育のため休憩時間を延

長すること及び勤務時間等関係運用通知第6の第5項(1)又は②の規定により休

憩時間を短縮すること （規則15－15運用通知第2条関係第2項の規定によ

りそれぞれに準じて取り扱う場合を含む。 ） とする。

6 この条の第4号チの「人事院の定める介護に関する制度又は措置」は、勤務

時間等関係運用通知第6の第4項(2)の規定により要介護者の介護のため休憩時

間を延長すること及び勤務時間等関係運用通知第6の第5項(3)の規定により休

憩時間を短縮すること （規則15－15運用通知第2条関係第2項の規定によ

りそれぞれに準じて取り扱う場合を含む。 ） とする。

7妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに該当する典型的な例とし

ては、次に掲げるものがある。この場合において、これらは、限定列挙ではな

いことには留意するものとする。

一職員が､､妊娠等をしたこと （この条の第1号に掲げる事由をいう。以下同

じ。 ）又は制度等の利用（この条の第2号から第4号までに掲げる制度又ば

措置の利用をいう。以下同じ。 ）の請求等をしたい旨を上司に相談したこ

と、制度等の利用の請求等をしたこと若しくは制度等の利用をしたことによ

・り、上司が当該職員に対し、昇任、配置換等の任用上の取扱いや、昇格、昇

給、勤勉手当等の給与上の取扱い等に関し、不利益を受けることを示唆する

こと。

二次の(1)からは)までに掲げる言動により、制度等の利用の請求等又は制度等

の利用を阻害すること （客観的にみて阻害されるものに限る。 ） 。

（1）職員が制度等の利用の請求等をしたい旨を上司に相談したところ、上司

○

○
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が当該職員に対し、当該請求等をしないよう言うこと。

②職員が制度等の利用の請求等をしたところ、上司が当該職員に対し、当

該請求等を取り下げるよう言うこと。

（3）職員が制度等の利用の請求等をしたい旨を同僚に伝えたところ､同僚が

当該職員に対し､繰り返し又は継続的に当該請求等をしないよう言うこと

（当該職員がその意に反することを当該同僚に明示しているにもかかわら

ず、更に言うことを含む。 ） 。

性)職員が制度等の利用の請求等をしたところ、同僚が当該職員に対し、繰

り返し又は継続的に当該請求等を取り下げるよう言うこと （当該職員がそ

の意に反することを当該同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うこ

とを含む。 ） 。 、

三職員が妊娠等をしたこと又は制度等の利用をじたことにより、上司又は同

僚が当該職員に対し、繰り返し若しくは継続的に、嫌がらせ的な言動をする

こと、業務に従事させないこと又は専ら雑務に従事させること （当該職員が

その意に反することを当該上司又は同僚に明示しているにもかかわらず、更

に言うこと等を含み、客観的にみて、言動を受けた職員の能力の発揮や継続

的な勤務に重大な悪影響が生じる等当該職員が勤務する上で看過できない程

度の支障が生じるようなものに限る。 ） 。

○

○

第4条関係 、

1 各省各庁の長の責務には、次に掲げるものが含まれる。

一妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する方針、

． 具体的な対策等を各省庁において部内規程等の文書の形でとりまとめ、職員

に対して明示する．こと。

二職員に対する研修の計画を立て、実施するに当たり、妊娠、出産、育児又・

は介護に関するハラスメントの防止等のための研修を含めること。

三妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの原因や背景となる要因
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を解消するため、 .業務体制の整備など、職場や職員の実情に応じ、必要な措

置を講ずること。

四妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが職場に生じていない

か、又はそのおそれがないか、勤務環境に十分な注意を払うこと。

五妊娠、出産､育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合には､再発

防止に向けた措置を講ずること。

六職員に対して、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する

苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他妊娠、出産、育児又は介

護に関するハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職

場において不利益を受けないことを周知すること。

2 この条の「不利益」には、勤務条件に関する不利益のほか、同僚等から受け

る誹(ひ)誇(ぽう)や中傷など職員が受けるその他の不利益が含まれる。

3妊娠等をしたこと、制度等の利用の請求等をしたこと又は制度等の利用をし

たことを理由とする不利益な取扱い（勤務環境を害する行為を含む。 ）につい

ては、既に国家公務員法（昭和22年法律第120号）等で禁止されており、

各省各庁の長は、こうした不利益な取扱いを生じさせることがないよう徹底す

るものとする。

○

○
第5条関係

この条の第2項の「職員を監督する地位にある者」には、他の職員を事実上監

督していると認められる地位にある者を含むものとする。

第6条関係

この条の第1項の人事院が定める指針は、別紙第1のとおりとする。

第7条関係

この条の第1項の「研修等」には、研修のほか、パンフレットの配布、ポスタ

当の掲示、職員の意識調査の実施等が含まれる。

第8条関係
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1 苦情相談は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントによる被害を

受けた本人からのものに限らず、次のようなものも含まれる。

一他の職員について妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じ

ているのを見た職員からの苦情の申出

二他の職員から自らの言動により妊娠、出産、育児又は介護に関するハラス

メントを生じさせている旨の指摘を受けた職員か･らの相談

三部下等から妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する相談

を受けた監督者からの相談

2 この条の第1項の苦情相談を受ける体制の整備については、次に定めるとこ

ろによる。

一本省庁及び管区機関においては、それぞれ複数の相談員を置くことを基準

とし、その他の機関においても、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラス

メントに関する職員からの苦情相談に対応するために必要な体制をその組織

構成、各官署の規模等を勘案して整備するものとする。

二相談員のうち少なくとも1名は、苦情相談を行う職員の属する課の長に対

する指導及び人事当局との連携をとることのできる地位にある者をもって充

・てるものとする。
、

三苦情相談には、苦情相談を行う職員の希望する性の相談員が同席できるよ

うな体制を整備するよう努めるものとする。

四妊娠l出産、育児又は介護に関するハラスメントは、セクシュアル・ハラ

スメント （人事院規則10－10 （セクシュアル・ハラスメントの防止等）

第2条第1号に規定するセクシュアル・ハラスメントをいう。以下同じ。 ）

その他のハラスメントと複合的に生じることも想定されることから、セクシ

ュアル・ハラスメント等の苦情相談を受ける体制と一体的に、妊娠､ ､出産、

育児又は介護に関するハラスメントの苦情相談を受ける体制を整備するな

ど、一元的に苦情相談を受けることのできる体制を整備するよう努めるもの

○

○
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とする。

3 この条の第.2項の人事院が定める指針は、別紙2のとおりとする。 、

4． この条の第3項の「苦情相談を行った職員等」には、他の職員から妊娠、出

産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を受けたとする職員、他の

職員に対し妊娠､､出産、育児又は介護に関するハラスメシトに係る言動を行つ

けたとされる職員その他の関係者が含まれる。

上以

○

0

○
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別紙第1

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをなくすために職員が認

識すべき事項についての指針

1妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせないために職員

が認識すべき事項

1 基本的な心構え

職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせないた

めに、次の事項について十分認識しなければならない。

一妊娠、出産、育児又は介護に関する否定的な言動（他の職員の妊娠、出

産、育児又は介護の否定につながる言動（当該職員に直接行わない言動も含

まれる。 ）をいい、単なる自らの意思の表明を除く。 ）は妊娠、出産、育児

又は介護に関するハラスメントの原因や背景となること。

二仕事と妊娠、出産、育児又は介護とを両立するための制度又は措置がある

第1

○

こと。

2監督者として認識すべき事項

監督者は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせない

ために、次の事項について十分認識しなければならない。

一妊娠した職員がつわりなどの体調不良のため勤務ができないことや能率が

低下すること、制度等の利用をした職員が正規の勤務時間の一部を勤務しな

いこと等により周囲の職員の業務負担が増大することも妊娠、出産、育児又

は介護に関するハラスメントの原因や背景となること。

二業務体制の整備など、職場や妊娠等をし、又は制度等の利用をした職員そ

の他の職員の実情に応じ、必要な措置を講ずること。

例えば、業務体制の整備については、妊娠等をし、又は制度等の利用をし

○
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た職員の周囲の職員への業務の偏りを軽減するよう、適切に業務分担の見直

しを行うことや、業務の点検を行い、業務の効率化等を行うものとする。

3妊娠等をし、又は制度等の利用をする職員として認識すべき事項

妊娠等をし、又は制度等の利用をする職員は、妊娠、出産、育児又は介護に

関するハラスメントに係る言動を受けないために、次の事項について十分認識

しなければならない。

一仕事と妊娠、出産、育児又は介護とを両立していくために必要な場合は、

妊娠、出産、育児又は介護に関する制度等の利用ができるという知識を持つ

○
こと。

二周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の体調や制度等の利用

状況等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこと。

4懲戒処分

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの態様等によっては信用失

墜行為、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当して、懲戒処

分に付されることがある。

2妊娠、出産、育児又は介護に関するハラズメントが生じた場合において職員

・に望まれる事項

1 基本的な心構え

職員は､妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を受け

た場合にそ．の被害を深刻にしないために、次の事項について認識しておくこと

が望まれる。

一一人で我慢しているだけでは、問題は解決しないこと。

妊娠、 ､出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を無視した

、 り、受け流したりしているだけでは、必ずしも状況は改善されないというこ

とをまず認識することが大切である。

二妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動に対する行

第2

○
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ザ

動をためらわないこと。

被害を深刻なものにしない、他に被害者をつくらない、さらには妊娠、出

産、育児又は介護に関するハラスメントをなくすことは自分だけの問題では

・ なく良い勤務環境の形成に重要であるとの考えに立って、勇気を出して行動

することが求められる。

2妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を受けたと思う

ときに望まれる対応

職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメ.ントに係る言動を受け

た場合、次のよう‘な行動をとるよう努めることが望まれる。

一自分の意に反することは相手に対して明確に意思表示をすること。

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに係る言動に対しては

・ 毅然とした態度をとること。すなわち、はっきりと自分の意思を相手に伝

えることが重要である。直接相手に言いにくい場合には、手紙等の手段を

とるという方法もある。

二信頼できる人に相談すること。

まず、職場の同僚や知人等身近な信頼できる人に相談することが大切であ

る。各職場内において解決することが困難な場合には、内部又は外部の相談

機関に相談する方法を考える。なお、相談するに当たっては、妊娠、出産、

育児又は介護に関するハラスメントに係る言動を受けた日時、内容等につい

て記録しておくことが望ましい。

○

○

←

ー

175



別紙第2

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情相談に対応

するに当たり留意すべき事項についての指針

0

4

第1 基本的な心構え

職員からの苦情相談に対応するに当たっては、相談員は次の事項に留意する

必要がある。

1 被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に

持つこと。

2事態を悪化させないために、迅速な対応を心がけること。

3 関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘

密を厳守すること。

第2苦情相談の事務の進め方

1 苦情相談を受ける際の相談員の体制等 、

一苦情相談を受ける際には、原則として2人の相談員で対応すること。

二苦情相談を受けるに当たっては、苦情相談を行う職員（以下「相談者」 と

いう。 ）の希望する性の相談員が同席するよう努めること。

三相談員は、苦情相談に適切に対応するために、相互に連携し、協力するこ

○

○

と。
、

四実際に苦情相談を受けるに当たっては､その内容を相談員以外の者に見聞

されないよう周りから遮断した場所で行うこと。

2相談者から事実関係等を聴取するに当たり留意すべき事項

相談者から事実関係等を聴取するに当たっては、次の事項に留意する必要が

ある。 ・

一相談者の求めるものを把握すること。
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将来の言動の抑止等、今後も発生が見込まれる言動への対応を求めるもの

であるのか、又は喪失した利益の回復、謝罪要求等過去にあった言動に対す

る対応を求めるものであるのかについて把握する。

二どの程度の時間的な余裕があるのかについて把握すること。

相談者の心身の状態等に鑑み、苦情相談への対応に当たりどの程度の時間

的な余裕があるのかを把握する。

三相談者の主張に真筆に耳を傾け丁寧に話を聴くこと。

． 特に相談者が被害者の場合、妊娠、出産､育児又は介護に関するハラスメ

ントに係る言動を受けた心理的な影響から必ずしも理路整然と話すとは限ら

ない。むしろ脱線することも十分想定されるが、事実関係を把握することは

極めて重要であるので、忍耐強く聴くよ.う努める6

四事実関係については、次の事項を把握すること。

（1） 当事者（被害者及び加害者とされる職員）間の関係

（2） 問題とされる言動が、いつ、どこで、どのように行われたか。

（3） 相談者は、加害者とされる職員に対してどのような対応をとったか。

（4） 監督者等に対する相談を行っているか。 ．

なお、これらの事実を確認する場合、相談者が主張する内容については、

当事者のみが知り得るものか、又は他に目撃者はいるのかを把握する。

五聴取した事実関係等を相談者に確認すること｡・

聞き間違えの修正並びに聞き漏らした事項及び言い忘れた事項の補充がで

きるので、聴取事項を書面で示したり、復唱するなどして相談者に確認す

、

○

○

る。

六聴取した事実関係等については、必ず記録し、保存しておくこと。 ・ ・

加害者とされる職員からの事実関係等の聴取 ．

一原則として、加害者とされる職員から事実関係等を聴取ずる必要がある。

ただし、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが比較的軽微なも

3
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のであり、対応に時間的な余裕がある場合などは、監督者の観察、指導によ

る対応が適当な場合も考えられるので、その都度適切な方法を選択して対応

する。

二加害者とされる者から事実関係等を聴取する場合には、加害者とされる者

に対して十分な弁明の機会を与える。

三加害者とされる者から事実関係等を聴取するに当たっては、その主張に真

筆に耳を傾け丁寧に話を聴くなど、相談者から事実関係等を聴取する際の留

意事項を参考にし、適切に対応する。

4第三者からの事実関係等の聴取

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントについて当事者間で事実関

係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場

合などは、第三者から事実関係等を聴取することも必要である。

この場合、相談者か.ら事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にし、適切

に対応する。

5相談者に対する説明

苦情相談に関し、具体的にとられた対応については、相談者に説明する。

○

○
1

一
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平成27年11月12日

職員（裁判官を含む。 ） 各位

最高裁判所事務総局人事局

「パワー。ハラスメント防止ハンドブック」について

（お知らせ）

いわゆるパワー・ハラスメントがもたらす様々な弊害への社会的な関心が高まっ

ていることから，先般，人事院において，国家公務員一人ひとりがパワー。ハラス

メントの防止等についての認識を深めるためのツールとして， 「パワー・ハラスメ

ント防止ハンドブック」が作成されました。

裁判所においても，従前から，働きやすい職場環境の維持．運営のために，パワ

ー･ハラスメントの防止に取り組んできたところであり，引き続き，職員に対する

知識付与や意識啓発に努めていくことが肝要であると考えています。

ついては，同ハンドブックをJoNETポータルに掲載し，職員が閲覧できるよ

うにしましたので，パワー・ハラスメントの防止等について認識を深める一助とし

てください。

なお，パワー・ハラスメントに関する相談は，職場の管理者又は人事担当者に対

してすることができるほか，下記の苦情相談窓口に対しても相談することができま

す。

記

○

○

最高裁判所事務総局人事局公平課 (直通）

’
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・ 参 考 法 規

1 裁判所職員定員法（昭和26年3月30．日法律第53号）

2 裁判所法（昭和22年4月16日法律第59号）

3 判事補の職権の特例等に関する法律（昭和23年7月12日法律第146号）

4 下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則（平成15年2月26日最高裁判所規則

第6号）

5 判事補の弁護士職務経験について

（1） 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律（平成16年6．月18日法律

第121号）

（2） 判事補の弁護士職務.経験に関する規則（平成16年11.月1日最高裁判所規

則第19号）

6 裁判官の人事評価に関する規則（平成16年1月7日最高裁判所規則第1号）

7 裁判官の報酬等に関する法律（昭和23年7月1日法律第75号）

8 裁判官の報酬以外の給与に関する規則（平成29年3月17日最高裁判所規則

第1号）

9 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成6年6月15日法律第

33号）

10裁判官及び裁判官の秘書官の年次休暇等に関する規程（昭和60年12月 18

日最高裁判所規程第5号）

11 裁判官及び裁判官の秘書官の保健及び安全保持に関する規程（平成28年12

月21日最高裁判所規程第5号）

12裁判官の育児休業・介護休暇等について ．

（1） 裁判官の育児休業に関する法律（平成3年12月24日法律第111号）

（2） 裁判官の育児休業に関する規則（平成4年2月12日最高裁判所規則第2

号） . ，

（3） 裁判官の介護休暇に関する法律（平成6年6月29日法律第45号）

（4） 裁判官の介護休暇に関する規則（平成6年8月 11日最高裁判所規則第7

・ 号）

(5) 裁判官の配偶者同行休業に関する法律（平成25年12月4日法律第91号）

（6） 裁判官の配偶者同行休業に関する規則（平成26年2月14日最高裁判所規

則第2号）

13 裁判所の休日に関する法律（昭和63年12月13日法律第93号）

14官吏服務紀律（明治20年7月30日勅令第39号)．

○

f

○
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裁判官弾劾法（昭和22年11月20日法律第137号）

裁判官分限法（昭和22年IO月29日法律第127号）

下級裁判所事務処理規則（昭和23年8月18日最高裁判所規則第

国家公務員倫理法(平成11年8月13日号外法律第129号）

国家公務員倫理規程（平成12年3月28日政令第101号）

裁判所職員倫理規則（平成12年4月6日最高裁判所規則第7．号）

５
６
７
８
９
．
０

１
１
１
１
１
２

16号）

○

○
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